
令和２年 08月 31日開会 

令和２年 10月 09日閉会 
 

 

 

 

令 和 ２ 年 西 予 市 議 会 

第 ３ 回 定 例 会 会 議 録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西 予 市 議 会 

 



 

 

 

 

第 １ 日 

 

８月 31日（月曜日） 

 

  



 

- 1 - 

 

令和２年第３回西予市議会定例会会議録（第１号） 

１．招 集 年 月 日 令和２年８月３１日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 令和２年８月３１日 

          午前１０時００分 

１．散     会 令和２年８月３１日 

          午後 １時５５分 

１．出 席 議 員        

    １番  和 気 数 男 

    ２番  宇都宮 久見子 

    ３番  信 宮 徹 也 

    ４番  宇都宮 俊 文 

    ５番  加 藤 美 香 

    ６番  中 村 一 雅 

    ７番  河 野 清 一 

    ８番  佐 藤 恒 夫 

    ９番  山 本 英 明 

   １０番  竹 﨑 幸 仁 

   １１番  小 玉 忠 重 

   １２番  源   正 樹 

   １３番  井 関 陽 一 

   １４番  中 村 敬 治 

   １５番  二 宮 一 朗 

   １６番  兵 頭   学 

   １７番  森 川 一 義 

   １８番  酒 井 宇之吉 

１．欠 席 議 員 

   な  し 

１．会議録署名議員 

    ８番  佐 藤 恒 夫 

    ９番  山 本 英 明 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  管 家 一 夫 

   副  市  長  宗   正 弘 

   教  育  長  松 川 伸 二 

   総 務 部 長  山 住 哲 司 

   政策企画部長  下 澤 広 幸 

   会 計 管 理 者  三 瀬   功 

   医療介護部長  山 岡 薫 彦 

   産 業 部 長 兼 

   生活福祉部産廃処理施設担当部長  酒 井 信 也 

   建 設 部 長  清 水 昭 広 

   生活福祉部長兼 

福祉事務所長  藤 井 兼 人 

   教 育 部 長  宇都宮   裕 

   明 浜 支 所 長  上 中 保 博 

   野 村 支 所 長  和 氣 岩 男 

   城 川 支 所 長  藤 川 忠 男 

   三 瓶 支 所 長  片 山 勇 一 

   消防本部消防長  佐 藤 克 也 

   総 務 課 長  一 井 健 二 

   財 政 課 長  宇都宮 明 彦 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  冨 永   誠 

議 事 係 長  三 好 祐 介 
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１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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      議  事  日  程 

 １ 会議録署名議員の指名 

  （８番 佐藤恒夫、９番 山本英明） 

 ２ 会期の決定 

  （８月３１日～１０月９日 ４０日間） 

 ３ 議案第９８号 西予市卯之町駅前複合施設

の設置及び管理に関する条

例制定について 

   議案第９９号 西予市人権尊重のまちづく

り条例の全部を改正する条

例制定について 

   議案第1 0 0号 西予市手数料条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第1 0 1号 西予市保育所条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第1 0 2号 西予市立学校給食センター

及び学校給食調理場条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

議案第1 0 3号 西予市営住宅管理条例等の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第1 0 4号 市道路線の廃止について 

   議案第1 0 5号 令和２年度西予市一般会計

補正予算(第７号) 

   議案第1 0 6号 令和２年度西予市育英会奨

学資金貸付特別会計補正予

算(第１号) 

   議案第1 0 7号 令和２年度西予市国民健康

保険特別会計補正予算(第

３号) 

   議案第1 0 8号 令和２年度西予市後期高齢

者医療特別会計補正予算

(第１号) 

   議案第1 0 9号 令和２年度西予市介護保険

特別会計補正予算(第２号) 

   議案第1 1 0号 令和２年度西予市農業集落

排水事業特別会計補正予算

(第２号) 

   議案第1 1 1号 令和２年度西予市公共下水

道事業会計補正予算(第１

号) 

   議案第1 1 2号 令和２年度西予市野村介護

老人保健施設事業会計補正

予算(第２号) 

４ 認定第 １号 令和元年度西予市一般会計

歳入歳出決算の認定につい

て 

  認定第 ２号 令和元年度西予市住宅新築

資金等貸付事業特別会計歳

入歳出決算の認定について 

   認定第 ３号 令和元年度西予市育英会奨

学資金貸付特別会計歳入歳

出決算の認定について 

   認定第 ４号 令和元年度西予市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算

の認定について 

   認定第 ５号 令和元年度西予市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について 

   認定第 ６号 令和元年度西予市介護保険

特別会計歳入歳出決算の認

定について 

   認定第 ７号 令和元年度西予市農業集落

排水事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

   認定第 ８号 令和元年度西予市公共下水

道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

認定第 ９号 令和元年度西予市簡易水道

事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

認定第１０号 令和元年度西予市水道事業

会計決算の認定について 

   認定第１１号 令和元年度西予市病院事業

会計決算の認定について 

   認定第１２号 令和元年度西予市野村介護

老人保健施設事業会計決算

の認定について 

５ 報告第 ８号 令和元年度西予市一般会計

継続費精算報告について 

   報告第 ９号 令和元年度健全化判断比率

の報告について 

   報告第１０号 令和元年度資金不足比率の

報告について 

   報告第１１号 西予市土地開発公社の経営

状況について 

   報告第１２号 株式会社野村町地域振興セ
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ンターの経営状況について 

   報告第１３号 株式会社エフシーの経営状

況について 

   報告第１４号 株式会社城川ファクトリー

の経営状況について 

   報告第１５号 株式会社どんぶり館の経営

状況について 

   報告第１６号 あけはまシーサイドサンパ

ーク株式会社の経営状況に

ついて 

   報告第１７号 株式会社グリーンヒルの経

営状況について 

報告第１８号 一般財団法人宇和文化会館

の経営状況について 

報告第１９号 西予ＣＡＴＶ株式会社の経

営状況について 

６ 議案第1 1 3号 ＣＡＴＶ整備事業 宇和セ

ンター整備工事請負契約に

ついて 

  議案第1 1 4号 西予市小中学校学習用端末

の取得について 

７ 発議第 ３号 西予市決算審査特別委員会

の設置について 

   選任第 ４号 西予市決算審査特別委員会

委員の選任について 

  

 

 



 

- 4 - 

 

本日の会議に付した事件 

 １ 会議録署名議員の指名 

 ２ 会期の決定 

 ３ 議案第９８号 西予市卯之町駅前複合施設

の設置及び管理に関する条

例制定について 

   議案第９９号 西予市人権尊重のまちづく

り条例の全部を改正する条

例制定について 

   議案第1 0 0号 西予市手数料条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第1 0 1号 西予市保育所条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第1 0 2号 西予市立学校給食センター

及び学校給食調理場条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

議案第1 0 3号 西予市営住宅管理条例等の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第1 0 4号 市道路線の廃止について 

   議案第1 0 5号 令和２年度西予市一般会計

補正予算(第７号) 

   議案第1 0 6号 令和２年度西予市育英会奨

学資金貸付特別会計補正予

算(第１号) 

   議案第1 0 7号 令和２年度西予市国民健康

保険特別会計補正予算(第

３号) 

   議案第1 0 8号 令和２年度西予市後期高齢

者医療特別会計補正予算

(第１号) 

   議案第1 0 9号 令和２年度西予市介護保険

特別会計補正予算(第２号) 

   議案第1 1 0号 令和２年度西予市農業集落

排水事業特別会計補正予算

(第２号) 

   議案第1 1 1号 令和２年度西予市公共下水

道事業会計補正予算(第１

号) 

   議案第1 1 2号 令和２年度西予市野村介護

老人保健施設事業会計補正

予算(第２号) 

４ 認定第 １号 令和元年度西予市一般会計

歳入歳出決算の認定につい

て 

  認定第 ２号 令和元年度西予市住宅新築

資金等貸付事業特別会計歳

入歳出決算の認定について 

   認定第 ３号 令和元年度西予市育英会奨

学資金貸付特別会計歳入歳

出決算の認定について 

   認定第 ４号 令和元年度西予市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算

の認定について 

   認定第 ５号 令和元年度西予市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について 

   認定第 ６号 令和元年度西予市介護保険

特別会計歳入歳出決算の認

定について 

   認定第 ７号 令和元年度西予市農業集落

排水事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

   認定第 ８号 令和元年度西予市公共下水

道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

認定第 ９号 令和元年度西予市簡易水道

事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

認定第１０号 令和元年度西予市水道事業

会計決算の認定について 

   認定第１１号 令和元年度西予市病院事業

会計決算の認定について 

   認定第１２号 令和元年度西予市野村介護

老人保健施設事業会計決算

の認定について 

５ 報告第 ８号 令和元年度西予市一般会計

継続費精算報告について 

   報告第 ９号 令和元年度健全化判断比率

の報告について 

   報告第１０号 令和元年度資金不足比率の

報告について 

   報告第１１号 西予市土地開発公社の経営

状況について 

   報告第１２号 株式会社野村町地域振興セ

ンターの経営状況について 

   報告第１３号 株式会社エフシーの経営状
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況について 

   報告第１４号 株式会社城川ファクトリー

の経営状況について 

   報告第１５号 株式会社どんぶり館の経営

状況について 

   報告第１６号 あけはまシーサイドサンパ

ーク株式会社の経営状況に

ついて 

   報告第１７号 株式会社グリーンヒルの経

営状況について 

報告第１８号 一般財団法人宇和文化会館

の経営状況について 

報告第１９号 西予ＣＡＴＶ株式会社の経

営状況について 

６ 議案第1 1 3号 ＣＡＴＶ整備事業 宇和セ

ンター整備工事請負契約に

ついて 

  議案第1 1 4号 西予市小中学校学習用端末

の取得について 

７ 発議第 ３号 西予市決算審査特別委員会

の設置について 

   選任第 ４号 西予市決算審査特別委員会

委員の選任について 
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  開会 午前10時00分 

○議長 

おはようございます。 

ただいまの出席議員は18名であります。 

これより令和２年第３回西予市議会定例会を開

会いたします。 

管家市長より今定例会招集の挨拶があります。 

管家市長。 

○管家市長 

改めましておはようございます。 

令和２年西予市議会第３回定例会の開会に当た

りまして一言ご挨拶を申し上げます。 

処暑を過ぎ、朝晩は秋の気配を感じ始める季節

となりましたが、日中は厳しい残暑が続いており

ます。１日の気温差が激しい時期になりますの

で、体調管理にはくれぐれもご留意をいただきま

すようお願いいたします。 

８月28日、安倍晋三内閣総理大臣の体調不良に

よる辞任会見が行われ、国内外に衝撃を与えまし

た。難病と闘いながら、７年８カ月という首相在

任の歴代最長期間をつくり、日本国のリーダーと

してご活躍いただきましたことに感謝するととも

に、治療により１日も早く元気になられることを

お祈り申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症につきましては、先

般、政府の感染症対策分科会及び厚生労働省の専

門家組織から、感染の拡大は７月末にピークに達

しており、新規感染者数は緩やかに減少している

との見解が示されたところですが、連日全国各地

で新たな感染者が発生し、さらに重症者の数も増

加しております。引き続き警戒が必要であり、市

民の皆様、議員各位におかれましても十分注意い

ただきますようお願いいたします。 

感染症の拡大が長期化している中で、感染症に

対する過剰な不安や、社会経済活動の低迷による

停滞感や閉塞感が日増しに高まり、それがストレ

スになり、感染症の陽性者やその勤務先、教育機

関等に対して強い偏見と過激な誹謗中傷を行う事

例を報道等でよく見聞きいたします。ＳＮＳなど

によるデマ、誹謗中傷の拡散については、以前か

らも問題視されているところですが、こうした不

確かな情報や誤った情報に惑わされず、正しく理

解し、冷静に行動されますようお願いいたしま

す。 

感染症拡大に伴う生活支援や経済対策として、

国・県、そして本市におきましても様々な事業に

取り組んでおりますが、本市におけます主な事業

の状況について報告をさせていただきます。 

まず、国の世帯１人当たり10万円を支給する特

別定額給付金ですが、当市では、８月11日を申請

期限としており受け付けは完了いたしました。最

終的な申請件数は1万7794件で、世帯の申請割合

99.7％、８月28日現在で、総額36億8440万円を支

給いたしました。 

次に、せいよＧｏ Ｔｏ買い物キャンペーンの

申請状況ですが、８月 2 7日現在で、申請が

5,353件、レシートの金額、すなわち市内で消費

された額が約3億6400万円となっております。買

い物購入期限は既に終了しておりますが、９月

30日までを申請期限としておりますので、最終的

な実績額はさらに伸びる見込みであり、先ほどの

給付金の効果も含め、市内の様々な分野で消費喚

起による経済効果があったものと判断しておりま

す。商店等の経営者からも「新規のお客さんにも

来ていただいた」など、今後につながる効果も出

ており好評をいただいているところです。 

次に、せいよＧｏ Ｔｏジオツアーキャンペー

ンでありますが、８月27日現在、265人分の受け

付けをいただいております。現在のところ、市民

の皆様を対象とし、本日までを実施期間としてお

りますが、今後、感染症拡大の状況を注視しつ

つ、利用対象者を拡大し、リニューアルして実施

する予定であり、秋の行楽シーズンに向けて事業

内容の見直しを行っているところであります。事

業内容が固まりましたら、改めてご案内をいたし

ますので、この機会にぜひとも四国西予ジオパー

クの魅力に触れていただき、市内観光の活性化に

つなげていきたいと思います。 

その他、各分野におきまして、様々な支援策等

を展開いたしておりますが、新型コロナウイルス

の収束が見通せない状況の中、国全体の経済活動

の低迷がしばらく続くことは避けられないところ

であり、当市にとりましてもその影響がさらに広

がってくるものと思われます。そうした状況下に

あるからこそ、少しでも地域経済の維持、活性化

につなげる対策を講じてまいりたいと考えており

ますので、議員の皆様におかれましてもご理解と

ご協力をお願いいたします。 
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さて、本定例会でございますが、一般質問にお

答えするとともに、条例制定及び改正６件、補正

予算８件等に加え、令和元年度決算認定12件や出

資法人等の経営状況報告９件など、合計39件の案

件に加え、２件の契約案件を上程しご審議をお願

い申し上げるものでございます。議案等の提案理

由につきましては、上程の際にご説明いたします

ので、何とぞ慎重にご審議をいただきご決定賜り

ますようお願いを申し上げ招集の挨拶といたしま

す。 

○議長 

次に、前定例会以降における諸般の報告は、お

手元に配信のとおりでありますのでお目通し願い

ます。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程はお手元に配信のとおりであり

ます。 

 （日程１） 

○議長 

まず、日程第１、会議録署名議員の指名を行い

ます。 

今回の会議録署名議員に８番佐藤恒夫君、９番

山本英明君の両名を指名いたします。 

 （日程２） 

○議長 

次に、日程第２、会期の決定を議題といたしま

す。 

お諮りいたします。 

今回の会期は、本日から10月９日までの40日間

といたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、今回の会期は、

本日から10月９日までの40日間と決定いたしまし

た。 

 （日程３） 

○議長 

次に、日程第３、議案第98号「西予市卯之町駅

前複合施設の設置及び管理に関する条例制定につ

いて」から、議案第112号「令和２年度西予市野

村介護老人保健施設事業会計補正予算（第２

号）」までの15件を一括議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

議案第98号「西予市卯之町駅前複合施設の設置

及び管理に関する条例制定について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 

本議案は、卯之町駅前の立地を活用した地域振

興を図るため、その拠点となる複合施設の設置及

び管理に関する条例を定めるものであります。 

当施設は、地域の新たな起業を支援するテナン

トスペース、観光を促進し市内の特産品を販売す

る観光促進・物産販売スペースのほか、木のぬく

もりにあふれるフリースペースや市民の憩いの場

となる緑地広場などを有し、これらを核として多

くの方々に活用いただき、地域全体の交流拡大や

賑わいづくりを図るものです。 

なお、当施設の開館時期につきましては、令和

３年度の早い時期を予定しており、管理運営を行

う指定管理者につきましては、平成29年第３回定

例会で議決いただきました特定事業契約により、

株式会社西予まちづくりサービスを予定しており

ます。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

議案第99号「西予市人権尊重のまちづくり条例

の全部を改正する条例制定について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 

近年、人権課題は社会構造の変化や価値観の多

様化によって複雑化しており、特に、インターネ

ット上での差別情報の拡散や悪質な書き込みな

ど、新たな人権侵害が問題となっているところで

あります。このような中、個別の差別を解消する

ことを目的に「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律」、「本邦外出身者に対する不当

な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する

法律」、「部落差別の解消の推進に関する法律」

のいわゆる人権三法が施行されました。 

今回の改正は、日本国憲法並びに人権三法の理

念に基づき、複雑多様化する人権課題への対応を

図るとともに、さらに充実した人権施策を推進す

るため、本条例の全部を改正するものでありま

す。 
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続きまして、議案第100号「西予市手数料条例

の一部を改正する条例制定について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 

今回の改正は、行政手続のデジタル化を推進す

るため、「行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律」の一部が改

正されたことによるものであります。 

主な内容としましては、公的個人認証が搭載さ

れた個人番号カードへの移行拡大を図るため、個

人番号を通知する通知カードが廃止されたことに

伴い、当該通知カードの再交付に係る手数料を廃

止するため、本条例の一部を改正するものであり

ます。 

続きまして、議案第101号「西予市保育所条例

の一部を改正する条例制定について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 

本市が設置する野村保育所は、平成30年７月豪

雨の影響により施設機能が著しく損壊したことか

ら、新たな保育所が完成するまで、野村運動公園

の敷地内に設置した仮設保育所において保育事業

を実施してまいりました。 

今回の改正は、令和２年９月末に野村保育所移

転新築工事が完成の見込みであることから、保育

所の位置及び施設規模に応じた認可定員を定める

ため、本条例の一部を改正するものであります。 

なお、供用開始日につきましては、什器の搬

入、開所準備等を経て、令和２年11月24日とさせ

ていただくものでございます。 

以上３議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

議案第102号「西予市立学校給食センター及び

学校給食調理場条例の一部を改正する条例制定に

ついて」提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の改正は、西予市立野村小学校給食調理

場、西予市立野村中学校給食調理場、西予市立城

川小学校給食調理場及び西予市立城川中学校給食

調理場を廃止し、新たに西予市立せいよ東学校給

食センターを追加するため、本条例の一部を改正

するものであります。 

野村地区及び城川地区につきましては、全校が

自校式の単独調理場となっており、使用している

施設の老朽化及び厨房機器等の劣化も著しいこと

から、安心・安全でおいしい給食を提供するた

め、センター方式による新たな給食センターの建

設を進めてまいりました。 

当給食センターは、平成30年９月供用開始を目

指し建築工事を進めておりましたが、完成を目前

にし、平成30年７月豪雨災害により被災したた

め、野村中学校敷地内に用地を確保し、再び建設

を進めてきたところでございます。 

このたび、令和２年11月上旬に建築工事が完成

の見込みであることから、厨房機器等の整備、調

理員等の研修を経て、令和３年１月から給食の配

送を開始するものであります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

議案第103号「西予市営住宅管理条例等の一部

を改正する条例制定について」提案理由のご説明

を申し上げます。 

本市では、民法の一部改正や単身高齢者の増加

など、公営住宅を取り巻く現状や制度の内容を考

慮し、公営住宅の保証人について検討を行ってき

たところでございます。 

今回の改正は、公営住宅の目的が住宅に困窮す

る低額所得者への住宅の提供であることに鑑み、

身寄りの少ない高齢者等の入居希望者に対応する

ため、連帯保証人を２名から１名に改めるよう条

例の一部を改正するものであります。 

これに伴いまして、市が管理する単独市営住

宅、特定公共賃貸住宅、小集落改良住宅、農林漁

業後継者住宅の連帯保証人につきましても同様に

改めるとともに、建築後30年以上が経過し老朽化

した単独市営住宅の用途廃止を行うほか、所要の

整備を図るため、関係条例の一部を改正するもの

であります。 

続きまして、議案第104号「市道路線の廃止に

ついて」提案理由のご説明を申し上げます。 

本件は、宇和町の市道旧町地区254号線につき

まして、公営住宅一の瀬団地の改築による建設事

業地の拡大に伴い、当該建設事業の予定地にある

市道路線を廃止するものであります。 

なお、本件に係る市道の廃止につきましては、
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先の７月17日に開催いたしました西予市道路格付

専門委員会において承認をいただいているもので

あります。 

以上２議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

議案第105号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第７号）」について提案理由のご説明を申

し上げます。 

初めに、政府が７月17日に閣議決定いたしまし

た2020年の経済財政運営と改革の基本方針（骨太

の方針）と当市が進めています施策について触れ

させていただきます。 

骨太の方針では、第１章「新型コロナウイルス

感染症の下での危機克服と新しい未来に向けて」

の中で、デジタルガバメント（電子政府）の構築

を一丁目一番地の最優先課題と位置づけをし、今

後１年間を集中期間として、国・地方一体での業

務プロセス・情報システムの標準化・共有化、地

方自治体のデジタル化・クラウド化の展開に集中

的に取り組むとしております。特に、地方自治体

の情報システムの標準化については、法的に裏打

ちして財源の手当てを行い、年内に対象の事務を

決め、行政の無駄を省き、住民サービスの充実に

つなげるとあります。 

まず、行政手続のデジタル化に向けて当市が進

めております施策について触れさせていただきま

す。 

当市では、国の第２次補正予算で措置されまし

た新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金を活用して、新型コロナウイルスとの共存を

前提とした窓口業務の抜本的な改善による市民サ

ービスの向上と窓口業務の改善を含む次世代型の

行政サービスが提供できる行政組織の構築に取り

組んでいます。具体的な事業内容は、市役所等の

窓口での行政手続において、申請書の統合デジタ

ル化、１カ所かつ１回の提出で手続きが完了でき

るワンストップ・ワンスオンリー化、また、窓口

予約システムの導入による窓口時間の短縮、キャ

ッシュレス対応の公金収納支援システムの導入に

よる利便性の向上とコスト削減、最寄りの公民館

でも本庁や支所と同じ手続きができるオンライン

窓口化に取り組んでいきます。 

次に、クラウド化についての取り組みですが、

令和元年５月23日に、中南予の７市町において、

中南予自治体クラウド導入検討協議会を設立し

て、自治体クラウド導入に向けた協議を行ってお

りましたが、このたび任意の協議会設立の準備が

整ったことから、本年８月７日に中南予自治体ク

ラウド協議会が設立されました。自治体クラウド

とは、情報システムを一つの自治体が庁舎内で保

有・管理することに代えて、複数の自治体が共同

で情報システムを構築し、外部のデータセンター

で保有・管理し、通信回線を経由して利用するこ

とによって、情報システムの管理・運用経費の削

減と業務の効率化、情報セキュリティの確保、災

害時での業務継続の確保並びに市民サービスの向

上を図るものであります。 

令和４年度以降、準備ができた市町から順次参

加予定となっており、当市においては令和５年度

から参加する予定です。 

私は、この行政手続きのデジタル化とクラウド

化を進めることで、令和５年度からスタートを予

定しております地域づくり活動センターにおける

サービス体制にも対応ができますので、積極的に

推進してまいりたいと考えております。市民の皆

様並びに議員の皆様のご理解、ご協力をお願いす

るところであります。 

それでは、今回の補正予算案でございますが、

市内での医療体制の整備、６月から７月の梅雨前

線豪雨により被災した施設の災害復旧費、令和元

年度決算に伴う繰越金の調整のほか、緊急に対応

する必要が生じた事業費などを計上するものであ

ります。 

その主な内容でありますが、予算書の款別にご

説明を申し上げます。 

総務費では、旧明浜支所庁舎跡地の利活用に要

する経費を計上し、民生費では、シトラスリボン

運動の普及・啓発に要する経費を計上し、衛生費

では、市内の出産体制の確保及び安心して子育て

ができる環境整備に要する経費を計上し、農林水

産業費では、森林環境譲与税を財源として実施し

ます林業の担い手確保に要する経費を計上し、土

木費では、県の肱川水系河川整備計画の事業実施

に伴う石久保橋架け替え工事に要する経費を計上

し、消防費では、情報伝達手段多重化のため、防
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災行政無線の音声案内アプリ導入等に要する経費

を計上し、災害復旧費では、梅雨前線豪雨により

被災した農業用施設等の災害復旧に要する経費を

計上いたしております。 

また、地方財政法に基づき、令和元年度決算に

よる剰余金の一部を財政調整基金へ積み立てして

おります。 

これらの経費の財源につきましては、それぞれ

の歳出に見合う国・県支出金、地方債等の特定財

源を計上し、収支均衡を図るものであります。 

これによりまして、歳入歳出予算の補正は、既

決いただいております歳入歳出予算の総額に、そ

れぞれ14億8670万5000円を増額し、歳入歳出予算

の総額を371億4130万2000円と定めるものであり

ます。 

また、債務負担行為の補正では、市立病院改革

推進業務委託料の限度額を設定し、地方債の補正

では、緊急防災・減災事業債等の限度額変更を行

っております。 

以上が今回の補正予算の概要でありまして、詳

細な点につきましては、担当課長から補足説明を

させますので、よろしくご審議を賜りご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

宇都宮財政課長。 

○宇都宮財政課長 

それでは、予算書に沿って、歳出から補足説明

を申し上げます。 

予算書の15ページをお開き願います。 

2款総務費、1項5目財産管理費、市有財産維持

管理事業133万1000円でありますが、旧明浜支所

の跡地につきましては、旧支所庁舎の解体後に、

まず、令和元年度に暴風等の対策として防風林の

植栽を行いました。跡地の利活用については、地

域の住民の方を主体とした跡地利用検討委員会に

おいて協議が重ねられ、今回、跡地利用計画書の

提出が市に対してありました。令和３年度の整備

完成に向けて、今回、多目的広場と東屋等の整備

に要する測量設計委託料を計上するものでありま

す。 

16ページをお開き願います。 

8項地域振興費、1目地域振興費、地域発「せい

よ地域づくり」事業62万9000円でありますが、令

和５年度運用開始予定であります公民館の地域づ

くり活動センターへの移行にあたり、スムーズな

移行ができるように、明浜町の狩江地区をモデル

地区としてセンターの試験的な取り組みを行うた

め、地域づくり組織が地域人材を雇用する経費に

対しての交付金を計上するものであります。 

17ページをお開き願います。 

3目生活交通バス対策事業費、和泉地区デマン

ド乗合タクシー運行事業53万1000円であります

が、宇和島自動車株式会社のバス路線廃止に伴

い、三瓶町和泉地区の住民の方の生活交通手段を

確保するため、10月１日から運行を開始します予

約制乗合タクシーを運行する事業者への補助金を

西予市デマンド乗合タクシー運行事業補助金交付

要綱に基づいて計上するものであります。 

18ページをお開き願います。 

3款民生費、1項8目人権教育費、人権教育庶務

事業44万8000円でありますが、愛媛発で始まりま

したシトラスリボンプロジェクトの市内での普及

と啓発のため、市役所内の業務において使用しま

す封筒・文書にシトラスリボンのロゴマークを押

印しますスタンプ等の購入等に要する経費を計上

するものであります。 

19ページをお開き願います。 

4款衛生費、1項1目保健衛生総務費、まず、医

療機関新規開業促進事業として8000万円でありま

すが、市内で安心して子どもを産み育てられる環

境づくり及び小児救急医療体制の確保を図るた

め、市内で新たに産科・小児科を開設します医師

または医療法人に対して、産科5000万円、小児科

3000万円を上限とした新規開業支援補助金を西予

市医療機関新規開業促進事業補助金交付要綱に基

づいて計上するものであります。 

次に、市立病院経営支援推進事業660万円であ

りますが、市内の地域医療体制の維持と向上のた

め、二次救急の集約・経営の改革等の市立病院改

革を行う経営支援に要する経費を計上するもので

あります。事業費の総額は1485万円、事業期間は

令和２年度と令和３年度の２カ年でございます。

令和３年度分については、限度額825万円の債務

負担行為の設定をいたしております。この２つの

事業の財源については、過疎地域自立促進特別基

金繰入金を充てています。 

21ページをお開き願います。 

6款農林水産業費、1項5目農地費、ため池等農
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地災害危機管理対策事業5800万円でありますが、

城川町日ノ浦池の改修工事のほか、県補助金の県

内の調整が行われ、当市の補助金が増額となった

ことを受けまして、令和３年度に予定をしており

ましたため池ハザードマップ作成を前倒しして実

施する経費を計上するものであります。 

2項林業費、2目林業振興費、森林経営管理制度

事業1021万9000円でありますが、新たな森林管理

システムの円滑な実施のために必要となりますシ

ステムを担う新たな林業労働力を確保するため、

市外から移住し、市内の認定林業事業体への就業

を行った者に対しての移住者支援のほか、労働力

の確保対策、労働安全対策用具等の購入に要した

経費に対しての支援金等を計上するものでありま

す。財源として、林業就業支援事業費県補助金と

森林環境譲与税基金繰入金を充てています。 

23ページをお開き願います。 

8款土木費、2項5目橋梁新設改良費、橋梁新

設・撤去事業1750万円でありますが、野村地区に

おいて、県が施工します肱川水系河川整備計画の

河川改修工事に伴い、石久保橋の架け替え工事が

必要となりましたので、河川占用に係る資料作成

及び新設します橋梁の地質調査等に係る調査設計

委託料を計上するものであります。 

24ページをお開き願います。 

9款消防費、1項4目災害対策費、防災行政無

線・情報システム整備事業415万2000円でありま

すが、災害時において、市民の方への災害情報の

伝達を迅速かつ的確に行うため、防災行政無線の

音声配信、文字入力による文書での配信、旧町単

位での放送地区の選択ができる機能を有しました

アプリ導入に要する経費を計上するものでありま

す。 

26ページをお開き願います。 

11款災害復旧費、1項農林水産施設災害復旧費

でありますが、農地、農業用施設、林業用施設の

過年度分の災害復旧事業につきましては、平成

30年７月豪雨災害で被災をした施設等の復旧に要

する重機借上料と工事請負費を追加計上するもの

であります。現年度分の災害復旧事業につきまし

ては、６月から７月の梅雨前線豪雨により被災し

た施設等の復旧に要する重機借上料を計上するも

のであります。 

27ページをお開き願います。 

6項公共土木施設災害復旧費、道路橋梁河川災

害復旧事業（現年度）分7300万円でありますが、

６月から７月の梅雨前線豪雨により被災をした市

道４カ所の復旧に要する工事請負費を計上するも

のであります。 

13款諸支出金、2項1目基金費、財政調整基金事

業6億6000万円でありますが、地方財政法第７条

に基づき、令和元年度決算による剰余金のうち２

分の１以上を積み立てるものであります。次に、

公共施設整備基金事業3億2605万7000円でありま

すが、今年度策定予定であります公共施設の個別

計画に基づいて、今後事業実施を進めていきます

公共施設の長寿命化、統合や廃止に要する経費の

財源として積み立てるものであります。 

次に、主な歳入につきましてご説明申し上げま

す。 

予算書は12ページにお戻りください。 

17款繰入金、1項特別会計繰入金であります

が、令和元年度決算に伴います育英会奨学資金貸

付特別会計の繰越金の調整といたしまして899万

9000円を繰り入れするものであります。 

14ページをお開き願います。 

19款諸収入、5項4目雑入、民生費雑入3695万

7000円でありますが、後期高齢者医療広域連合へ

負担しました令和元年度療養給付費負担金の確定

により、今回返還金として受け入れするものであ

ります。 

20款市債でありますが、まず、6目消防債で

は、愛媛県での過疎対策事業債の配分枠の調整が

必要となりましたので、消防団装備整備事業（積

載車）ほか３事業において、過疎対策事業債から

緊急防災・減災事業債に変更を行うものでありま

す。ほか、臨時財政対策債、災害復旧事業債を増

額して、総額で9757万2000円の増額を行うもので

あります。 

以上、補足説明とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

議案第106号「令和２年度西予市育英会奨学資

金貸付特別会計補正予算（第１号）」について提

案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、令和元年度決算による繰越金の

確定によるものです。 
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これによりまして、既決いただいております歳

入歳出予算をそれぞれ899万9000円増額し、歳入

歳出予算の総額を3880万7000円と定めるものであ

ります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

議案第107号「令和２年度西予市国民健康保険

特別会計補正予算（第３号）」について提案理由

のご説明を申し上げます。事業勘定補正予算につ

いてご説明いたします。 

今回の補正の主な内容につきましては、新型コ

ロナウイルス感染症の影響による保険税減免分に

係る過年度還付金を増額するとともに、前年度決

算による繰越金が確定したことから、その一部を

財政調整基金に積み立てるものであります。 

これによりまして、既決いただいております歳

入歳出予算に、それぞれ2億1839万4000円を増額

し、事業勘定予算の歳入歳出予算の総額を54億

2323万7000円と定めるものであります。 

続きまして、議案第108号「令和２年度西予市

後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」に

ついて提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正の主な内容につきましては、前年度

繰越金の確定に伴う後期高齢者医療広域連合納付

金及び新型コロナウイルス感染症の影響による過

年度保険料減免に係る保険料還付金を増額するも

のであります。 

これによりまして、既決いただいております歳

入歳出予算に、それぞれ1216万5000円を増額し、

歳入歳出予算の総額を6億8285万3000円と定める

ものであります。 

続きまして、議案第109号「令和２年度西予市

介護保険特別会計補正予算（第２号）」について

提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正の主な内容につきましては、前年度

繰越金の確定及び前年度国県負担金等の精算によ

る追加交付額の介護給付費準備基金積み立て並び

に超過交付額の返還を行うものであります。 

これによりまして、既決いただいております歳

入歳出予算に、それぞれ2482万4000円を増額し、

歳入歳出予算の総額を61億7731万1000円と定める

ものであります。 

以上３議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

議案第110号「令和２年度西予市農業集落排水

事業特別会計補正予算（第２号）」について提案

理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、前年度繰越金の確定に伴う財源

の調整により歳入予算の組み替えを行うもので、

歳入歳出予算の総額に変更はありません。 

続きまして、議案第111号「令和２年度西予市

公共下水道事業会計補正予算（第１号）」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、過疎対策事業債の減額調整に伴

う市債額の調整及び人事異動等に伴う職員給与費

の調整によるものであります。 

これによりまして、第２条の収益的収入及び支

出の補正につきましては、収益的収入を24万

2000円増額し、総額を4億9909万4000円とし、収

益的支出を26万3000円増額して、総額を5億110万

3000円といたしております。 

第３条の資本的収入及び資本的支出の補正につ

きましては、資本的収入に166万1000円を増額

し、総額を3億6557万4000円とし、資本的支出を

205万3000円増額して、総額を3億8505万5000円と

いたしております。 

第４条の企業債では、過疎対策事業債の減額調

整に伴い企業債の限度額を改めております。ま

た、今回の補正に伴いまして、議会の議決を経な

ければ流用することができない経費及び他会計か

らの補助金についても補正を行っております。 

以上２議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

山岡医療介護部長。 

○山岡医療介護部長 

議案第112号「令和２年度西予市野村介護老人

保健施設事業会計補正予算（第２号）」について

提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正の主な内容につきましては、新型コ

ロナウイルス感染症緊急包括支援交付金対応によ

る必要な経費等について、施設運営事業外収益及
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び施設運営事業費用を増額するものでございま

す。 

第２条の収益的収入及び支出の補正につきまし

ては、緊急包括支援交付金として73万3000円を増

額し、総額を5億4517万8000円といたしておりま

す。支出につきましては、材料費及び経費を合わ

せて239万8000円増額し、総額を5億7966万7000円

といたしております。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

暫時休憩いたします。（休憩 午前10時54分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午前11時10分） 

（日程４） 

○議長 

次に、日程第４、認定第１号「令和元年度西予

市一般会計歳入歳出決算の認定について」から、

認定第12号「令和元年度西予市野村介護老人保健

施設事業会計決算の認定について」までの12件を

一括議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

三瀬会計管理者。 

○三瀬会計管理者 

認定第１号「令和元年度西予市一般会計歳入歳

出決算の認定について」ご説明を申し上げます。 

お手元にお配りしております地方自治法に基づ

く令和元年度決算における主要な施策の成果報告

書によりましてご説明をさせていただきます。 

まず初めにその概要を申し上げます。 

資料は１ページをお開きください。 

西予市では、令和元年度を復興元年と位置づ

け、平成30年７月豪雨による甚大な被害に対し

て、西予市復興まちづくり計画の基本施策の推進

に向けての予算を編成し、１．安心で安全なまち

の再建、２．日常の暮らしの再建、３．産業・経

済における生業の再建、４．インフラ環境、まち

なみの整備、５．子育てや教育環境の再建の５つ

の分野で復旧・復興事業を実施いたしました。 

同時に、西予市合併以降、着実に築き上げてき

た様々な分野の基盤の上に、本市の最上位計画で

ある第２次西予市総合計画及び西予市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略の政策目標の実現に向け

ての予算を編成し、１．人口減少のスローダウ

ン、２．安全・安心の実感、３．四国西予ジオパ

ークの推進、４．産業振興・雇用創出、５．地域

力の活性化、６．魅力あふれるまちづくり、７．

働き方改革・合理化の７つの分野に施策を大別

し、それぞれの事業を展開いたしました。 

それでは、令和元年度の一般会計決算の状況と

併せまして、普通会計における財政指標等の状況

についてご説明し、主要な施策の成果につきまし

てもその概要をご報告いたします。 

まず、一般会計の決算規模と決算収支について

ご説明いたします。 

資料は13ページをお開きください。 

令和元年度の一般会計の決算規模につきまして

は、歳入決算額は335億1055万3000円、歳出決算

額は317億191万9000円、歳入歳出差引額は18億

863万4000円となり、翌年度への繰越財源4億

8928万9000円を除きます実質収支は13億1934万

5000円となります。前年度の決算規模と比較いた

しますと、歳入では1.4％の減、歳出では2.2％の

減となっております。 

次に、歳入決算の概要についてご説明いたしま

す。 

令和元年度の決算額は、前年度と比較し4億

8062万1000円減少しております。その主な要因

は、平成30年７月豪雨災害に伴う財政需要への対

応として、大幅に取り崩した財政調整基金繰入金

の減、豪雨災害に対する特別交付税の減などであ

ります。 

市税は31億8203万9000円で、市民税所得割や固

定資産税が増となったことにより、前年度と比較

して5256万3000円の増となっています。 

普通交付税は105億2679万9000円で、合併算定

替による優遇措置の縮減期間の最終年度であった

ものの、主に公債費にかかわる算入額が増加した

ことにより、前年度と比較し146万1000円の増と

なっています。 

一方、特別交付税は17億522万7000円となり、

平成30年７月豪雨災害に係る経費が多く算入され

ていた前年度と比較し7億2687万2000円の減とな

りました。 

本市は、歳入のうち75.4％を地方交付税や市

債、国・県支出金等に依存しており、財政基盤が

脆弱であることから、今後も国・地方が一体とな
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って取り組む経費削減・財政の健全化施策により

大きな影響を受けることが想定されます。 

また、普通交付税における財政的支援措置が終

了すること、豪雨災害からの復旧・復興事業、新

型コロナウイルス感染症対策事業を引き続き実施

していくことを考慮すると通常の予算規模は縮小

せざるを得ない状況となっています。 

次に、地方交付税の状況についてご説明いたし

ます。 

資料は16ページをお願いいたします。 

普通交付税につきましては、前年度と比較し

て、全国総額ベースで1.1％増、全国市町村分で

1.8％増、愛媛県内市町分で0.7％増という状況の

中で、本市では、合併算定替による優遇措置の縮

減があったものの、主に公債費にかかわる算入額

が増加したことにより、交付額は前年度とほぼ同

額の105億2679万9000円となりました。 

特別交付税につきましては、前年度と比較し

て、全国総額ベースで3.4％増、全国市町村分で

は1.5％増となりましたが、愛媛県内市町分で

は、主に災害関連経費の算入減により19.4％減、

本市においては29.9％減の17億522万7000円が交

付されました。 

臨時財政対策債につきましては、前年度と比較

して、全国総額の発行可能額で18.3％減、本市に

おいては26.6％減の4億4371万9000円、これを含

めた交付税総額は、前年度と比較して8億8586万

6000円の減となりました。 

次に、財政力指数の状況についてご説明いたし

ます。 

資料は17ページをお開きください。 

本市の令和元年度の財政力指数は0.25、令和元

年度の県市町平均0.43と比較すると本市の財政力

は極めて脆弱な状況にあります。今後の見通しに

つきましては、地方消費税交付金による基準財政

収入額の増加、人口の減少等による基準財政需要

額の縮減傾向から、結果として、この指数がわず

かながら上昇することが予想されます。 

次に、市債の状況についてご説明いたします。 

資料は19ページをお開きください。 

市債の発行につきましては、令和元年度の決算

額は50億7961万9000円で、公営住宅建設事業、災

害復旧事業等の実施により、前年度と比較し

14.0％の増、地方債残高は、前年度と比較し16億

3640万2000円増の401億7936万円となりました。 

次に、歳出決算の概要についてご説明いたしま

す。 

資料は20ページをお開きください。 

令和元年度の決算額は317億191万9000円で、前

年度と比較し2.2％の減となっています。その主

な要因は、民生費で災害救助費の減、衛生費で災

害廃棄物処理事業の減、教育費で社会教育複合施

設整備事業の減、諸支出金で基金事業の減による

ものです。 

性質別決算額では、人件費、扶助費及び公債費

を合計した義務的経費は116億4059万円、前年度

と比較し、公債費が増加する一方、災害関係の扶

助費の減等により1.5％の減となっています。ま

た、普通建設事業費及び災害復旧事業費を合計し

た投資的経費は85億5515万2000円となり、前年度

と比較し26.1％の増となっています。普通建設事

業費の主なものとして、明浜支所庁舎建設事業、

防災行政無線デジタル整備事業等の大型事業、災

害復旧事業費においては、乙亥会館をはじめとし

て、豪雨災害からの復旧・復興事業となっていま

す。 

目的別決算額では、増額科目においては、主

に、総務費が34億7650万円となり、明浜支所庁舎

建設事業等の増により13.1％の増、商工費が9億

6821万9000円となり、ジオリゾート整備事業等の

増により82.8％の増、災害復旧費が29億493万

5000円で、豪雨災害からの復旧・復興事業の増に

より103.6％の増、公債費が36億2892万1000円

で、過去の市債の元金償還開始により5.8％の増

となっています。 

減額科目においては、主に民生費が74億1914万

1000円となり、災害救助費等の減により2.5％の

減、衛生費が25億8338万円となり、災害廃棄物処

理事業等の減により5.8％の減、教育費が30億

508万5000円となり、社会教育複合施設整備事業

等の減により24.2％の減となっています。 

資料は40ページをお開きください。 

令和元年度においても、平成30年７月豪雨災害

の復旧・復興事業に引き続き取り組み、令和元年

度の復旧・復興予算は、当初予算及び補正予算等

により51億8405万円を計上し、平成30年度からの

繰越予算を含めますと合計96億6410万5000円とな

っています。復旧・復興予算の主なものは、民生
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費において、野村保育所管理運営事業8081万

2000円、衛生費において、クアテルメ宝泉坊管理

運営事業1億2218万6000円、災害廃棄物処理事業

2億6167万1000円、農林水産業費において、被災

農業者向け経営体育成支援事業 1億 7 6 2 6万

7000円、商工費において、西予市店舗リニューア

ル補助金事業4000万円、土木費において、住宅団

地整備事業4億5228万3000円、災害公営住宅整備

事業11億1318万3000円、教育費において、せいよ

東学校給食センター建設事業2億5795万3000円、

災害復旧費において60億7140万3000円などとなっ

ております。 

令和元年度の歳出決算額は46億1222万5000円で

すが、38億8996万3000円を翌年度に繰り越しして

いるため、実質的な不用額は11億6191万7000円と

なります。なお、繰越事業の財源としては、国県

補助金、市債を充てております。 

次に、実質公債費比率の状況についてご説明い

たします。 

資料は23ページをお開きください。 

令和元年度の実質公債費比率は9.7％で、前年

度と比較して0.9％上昇しております。元利償還

金が大幅な増となった一方、合併算定替による優

遇措置の縮減により普通交付税が微増にとどまっ

たこと、臨時財政対策債発行可能額が減額となっ

たことが比率上昇の主な要因であります。市債残

高が増加傾向であるとともに、普通交付税におい

て合併算定替による優遇措置が終了し、令和２年

度からは一本算定となることの影響を受けて、今

後も比率の上昇が見込まれます。 

次に、健全化判断比率の状況についてご説明い

たします。 

資料は24ページからになりますが25ページをご

覧ください。 

実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、赤字額

が生じていないため該当ございません。実質公債

費比率は、前年度と比較して0.9％上昇の9.7％、

将来負担比率は、前年度と比較して20.3％上昇の

72.4％となっており、いずれの指標も早期健全化

基準を下回っている状況であります。 

しかしながら、今後、実質公債費比率について

は、一般会計における公債費の増加とともに、特

別会計等の元利償還に対する繰出金の増加等によ

り上昇し、将来負担比率についても、一般会計に

おける市債残高の増加とともに、特別会計等の公

債費残高に対する繰出見込額の増加、充当可能基

金の減少等により上昇することが見込まれ、財政

全般にわたる慎重な運営が求められます。特に、

多額の市債発行が続きますと、市債残高も増加の

一途となり、将来に大きな負担を残すことになり

ます。財政上可能な限り有利な市債を活用し、後

年度の財政運営にできるだけ影響が出ないよう計

画的な市債発行を行っているところであります。 

次に、主要な施策の成果について、その概略を

ご報告いたします。 

資料２ページをご覧ください。 

政策別の施策といたしましては、しごとづくり

では、事業所の経営支援、企業誘致、創業支援等

の商工業振興事業、持続的な農業経営への基盤づ

くり、森林整備の基盤整備、市産材の活用促進、

漁港整備及び維持管理等の農林水産業振興事業、

観光施設の活用と適正管理、イベントによる観光

促進、ジオパークの普及推進等の観光振興事業を

実施いたしました。 

ひとづくりでは、子育て支援の推進、学校教育

の充実、健康づくりの推進、継続的な医療体制づ

くりの推進、火災・救急体制の整備、高齢者及び

障がい者福祉の推進、セーフティネットの確保と

地域福祉の推進、生涯学習及び人権教育の推進、

スポーツ及び文化振興事業を実施いたしました。 

まちづくりでは、市街地整備及びコンパクトシ

ティの推進、市民協働の推進、防災・減災対策及

び交通安全・防犯対策の推進、道路・橋梁などの

インフラ整備及び維持管理、自然環境・生活環境

の保全、地域情報化と情報発信力の向上を図るた

めの事業を実施いたしました。 

行財政では、移住・定住への取り組み、働き方

改革による効率的な業務遂行、土地・建物・公用

車などの市有財産の維持管理等を実施し、持続的

な行政経営への取り組みを推進いたしました。 

なお、基本計画の主要な施策の成果に係る事業

の概要につきましては、成果報告書の50ページか

ら126ページに記載しておりますのでお目通しい

ただきますようお願いいたします。 

以上、主要な部分のみをご説明申し上げました

が、詳細につきましては、決算審査特別委員会に

おきまして、施策の成果報告書に基づき、各担当

部課長がご説明をいたしますのでよろしくご審議
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の上、ご認定いただきますようお願い申し上げま

す。 

続きまして、令和元年度西予市特別会計の決算

についてご説明申し上げます。 

資料は10ページになります。 

公営企業会計を除く特別会計の総額では、歳入

決算額は133億6839万9000円、歳出決算額は130億

1083万7000円、歳入歳出差引額は3億5756万

2000円となり、翌年度への繰越財源180万円を除

きますと実質収支は3億5576万2000円となりま

す。 

それでは会計別にご説明申し上げます。 

まず、認定第２号「令和元年度西予市住宅新築

資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」ご説明申し上げます。 

資料は127ページになります。 

住宅新築資金等貸付事業特別会計は、歳入歳出

とも総額123万2000円となっております。これ

は、特別会計の廃止による一般会計への繰入金が

発生したためです。令和２年度以降は、一般会計

において取り扱い、引き続き未償還金の回収を行

ってまいります。 

続きまして、認定第３号「令和元年度西予市育

英会奨学資金貸付特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」ご説明申し上げます。 

資料は128ページになります。 

令和元年度決算額は、歳入総額が3863万3000円

で、前年度と比較しまして545万1000円の減、歳

出総額は1661万4000円で、前年度との比較では

1112万6000円の減となり、形式収支、実質収支と

もに2201万9000円となっております。 

なお、令和元年度貸付者は、継続26人、新規４

人の合計30人で、貸付総額は1170万円、償還者は

延べ755人で、償還総額2228万9500円でありま

す。 

続きまして、認定第４号「令和元年度西予市国

民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」ご説明申し上げます。 

資料は129ページをお開きください。 

まず、国民健康保険特別会計事業勘定は、歳入

総額が53億2323万1000円、歳出総額は51億1370万

5000円となり、形式収支、実質収支ともに2億

952万6000円の黒字となっております。この繰越

額につきましては、前年度精算による愛媛県国民

健康保険保険給付費等交付金の返還及び財政調整

基金積立等に充てるものであります。 

当会計におきましては、被保険者の高齢化や医

療技術の高度化などに伴う医療費の増加に伴い、

厳しい財政運営を強いられております。将来にわ

たって、国保の安定的な運営と財政の健全化を図

るためにも、引き続き保険税の高い収納率を維持

するとともに、ジェネリック医薬品の普及促進、

健康保持増進や保健事業の効率的な実施による重

症化予防に取り組むことにより国保会計の健全化

に努めてまいります。 

次に、診療所勘定についてご説明いたします。 

資料は134ページからでございますが135ページ

をお開きください。 

市内３診療所の歳入総額は1億3327万7000円、

歳出総額が1億3327万7000円となっております。

診療所勘定におきましては、一般会計から3259万

8000円を繰り入れることにより収支均衡を図って

いる状況にあることから、引き続き医薬材料費等

の経費削減に努めるとともに、今後も医療体制の

見直しを図るなど、地域の実情に応じた医療提供

体制の確保に努めてまいります。 

続きまして、認定第５号「令和元年度西予市後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」ご説明いたします。 

資料は138ページからになります。 

まず、歳入総額は6億2452万5000円で、前年度

と比較いたしまして369万円の増、歳出総額が6億

1305万7000円で、前年度と比較して531万3000円

の減となりまして、形式収支、実質収支ともに

1146万8000円の黒字額を計上しております。 

歳入につきましては、被保険者の保険料が3億

7088万円、繰入金2億3811万円、後期高齢者医療

健康診査の受託収入などの諸収入1297万7000円が

主なものです。 

歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合

納付金が5億7685万4000円となり、歳出全体の

94.1％を占め、歳出のほとんどが実績額確定に伴

う保険料、保険基盤安定分、広域連合の共通経費

となっております。 

続きまして、認定第６号「令和元年度西予市介

護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」説

明を申し上げます。 

資料は141ページになります。 
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介護保険特別会計事業勘定は、歳入総額が60億

623万6000円で、前年度と比較いたしまして1億

8308万5000円の増、歳出総額は59億9443万5000円

で、前年度と比較いたしまして2億4421万9000円

の増となり、形式収支、実質収支ともに1180万

1000円の黒字額を計上しております。今後も介護

サービスや介護予防サービス、介護予防・日常生

活支援総合事業が、多様な事業者、または施設等

から適正かつ安定的、継続的に提供されるよう指

導・監理し、介護保険の健全運営を図ってまいり

ます。 

続きまして、認定第７号「令和元年度西予市農

業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」ご説明申し上げます。 

資料は151ページからになります。 

農業集落排水事業特別会計における歳入総額は

3億4500万5000円で、前年度と比較いたしまして

1200万3000円、3.4％の減、歳出総額が3億4448万

9000円で、前年度と比較いたしまして1097万

5000円、3.1％の減となっておりまして、実質収

支が51万6000円となっております。本事業につき

ましては、農業集落における農業用用排水の水質

の汚濁を防止し、農村地域の生活環境の向上を図

るため、現在10処理場が稼働しており、機能診断

調査の評価結果に基づき、適時・適切な施設の維

持管理に努めているところであります。 

続きまして、認定第８号「令和元年度西予市公

共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」ご説明申し上げます。 

資料は157ページからになります。 

公共下水道事業特別会計は、歳入総額 6億

4839万3000円で、前年度と比較いたしまして

7273万6000円、10.1％の減、歳出総額が6億

4265万5000円で、前年度と比較いたしまして

4771万3000円、6.9％の減となり、形式収支が

573万8000円、実質収支が393万8000円となってお

ります。事業内容につきましては、宇和処理区、

野村処理区ともに供用を開始しており、拡張区域

の整備及び施設の維持管理等、鋭意進めていると

ころでございます。 

なお、令和２年度より地方公営企業法の財務規

程等を適用することに伴い、公共下水道事業特別

会計は令和２年３月31日をもって打切決算となり

ます。 

以上、西予市簡易水道事業特別会計を除きます

令和元年度西予市特別会計歳入歳出決算につきま

してご説明をさせていただきました。大変大まか

な説明となりましたが、詳細につきましては、決

算審査特別委員会におきまして各担当部課長から

ご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、

ご認定いただきますようお願い申し上げます。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

認定第９号「令和元年度西予市簡易水道事業特

別会計歳入歳出決算の認定について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 

資料は、令和元年度決算における主要な施策の

成果報告書147ページからになります。 

西予市簡易水道事業特別会計は、歳入総額が

2億4786万7000円で、主な収入といたしまして

は、給水収入 6 5 1 8万円、繰入金 1億 6 2 2 3万

9000円、分担金及び負担金286万6000円、諸収入

300万6000円などであります。歳出総額は1億

5137万3000円で、主な支出といたしましては、事

業費1億3086万7000円及び公債費2050万6000円で

あります。 

以上によりまして、形式収支、実質収支ともに

9649万4000円の黒字を計上いたしております。 

なお、令和２年度より地方公営企業法を全部適

用することに伴い、簡易水道事業特別会計は令和

２年３月31日をもって打切決算となります。 

続きまして、認定第10号「令和元年度西予市水

道事業会計決算の認定について」ご説明申し上げ

ます。 

公営企業会計決算書の18ページをお開きくださ

い。 

まず、令和元年度の西予市水道事業の概要を報

告いたします。総括事項として、営業収益におけ

る給水収益につきましては、給水人口の減少等に

より前年度比0.6％の減となりました。また、業

務量につきましては、給水人口が前年度から

604人減少し2万9768人、年間総有収水量は前年度

比0.4％減の325万9350立方メートルとなりまし

た。 

次に、収益的収入及び支出の決算額についてご

説明いたします。 

４ページをお開きください。 
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水道事業収益6億9311万8088円に対しまして、

水道事業費用は6億6101万467円となり、前年度と

比較しまして、収益は2.8％の減、費用につきま

しても5.6％の減となっております。なお、これ

らは消費税込みの金額であります。 

８ページをお開きください。 

このことを損益計算書でご説明いたしますと、

営業収益5億6223万4343円に対しまして、営業費

用が6億1094万9805円となり、差し引き4871万

5462円の営業損失となりました。 

次に、営業外収益は、水道加入金など7734万

7908円となっており、営業外費用は、企業債の支

払利息など2994万6313円を支出しております。 

以上によりまして、経常損失131万3867円、当

年度純損失151万3217円となり、当年度未処分利

益剰余金が8303万2000円となっております。な

お、積立金と合わせた利益剰余金の合計は5億

1873万4583円であります。 

次に、資本的収入及び支出についてご説明いた

します。 

６ページをお開きください。 

資本的収入につきましては、税込み収入総額

2億6489万2964円となっております。その内訳

は、負担金940万7248円、企業債1億5000万円、補

助金1億548万5716円であります。 

次に、資本的支出につきましては、税込み支出

総額5億3948万4147円で、建設改良費として4億

4038万4624円、企業債償還金として9909万9523円

を支出しております。建設改良の主な工事は、西

日本豪雨災害に伴う復旧事業、宇和給水区域の上

松葉配水池更新事業等であります。 

また、資本的収入額が資本的支出額に対しまし

て不足する2億7459万1183円につきましては、過

年度分損益勘定留保資金等で補填をいたしまし

た。その他、決算資料を掲載いたしておりますの

でご参照ください。 

以上２議案、よろしくご審議を賜り、ご認定い

ただきますようお願いを申し上げます。 

○議長 

山岡医療介護部長。 

○山岡医療介護部長 

認定第11号「令和元年度西予市病院事業会計決

算の認定について」ご説明を申し上げます。 

公営企業会計決算書の54ページをお開きくださ

い。 

全国的な医師及び看護師不足など、医療を取り

巻く環境は依然厳しい状況が続いております。そ

のような中、西予市民病院におきましては、内

科、外科、泌尿器科、整形外科の常勤医師及び必

要な診療科等の非常勤医師を確保し、年間を通し

て入院・外来診療等を行うことができました。 

また、野村病院におきましても、内科、整形外

科の常勤医師及び必要な診療科等の非常勤医師を

確保し、年間を通して入院・外来診療等を行うこ

とができました。 

これらによりまして、両病院が連携して、公立

病院としての診療機能や市内の二次救急体制の維

持に努めてきたところであります。今後におきま

しても、医師及び看護師等の確保に努め、医師会

や関連機関とも連携し、西予市内の地域医療を維

持していく所存でございます。 

次に、55ページの業務量でございますが、西予

市民病院では、年間入院患者数3万6356人、１日

平均99.3人、外来延べ患者数4万7080人、１日平

均196.2人。野村病院では年間入院患者数2万

5 7 2 9人、１日平均 7 0 . 3人、外来患者数 4万

9170人、１日平均204.9人となっております。 

次に、42ページの収益的収入及び支出について

ご説明いたします。 

病院事業収益39億9212万2034円に対しまして、

病院事業費用は41億6645万766円となっておりま

す。なお、これらは消費税込みの金額でございま

す。 

その詳細につきましては46ページの損益計算書

でご説明をいたします。 

医業収益32億5386万1170円に対し、医業費用は

39億1965万6370円で、差し引き6億6579万5200円

の営業損失となりました。その主な要因といたし

ましては、西予市民病院建設及び野村病院の大規

模改修に係る減価償却費、医療スタッフの確保に

伴う給与費の増、診療に係る材料費の増などでご

ざいます。 

次に、医業外収益は7億1174万8052円で、うち

4億3439万3903円が一般会計からの負担金及び補

助金でございます。医業外費用は 2億2429万

2719円で、主に企業債の利息、控除対象外消費税

として計上される雑支出及びスマイル保育園の運

営費でございます。 
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以上によりまして、経常損失 1億 7 8 3 3万

9867円、当年度純損失1億7639万2084円となり、

当年度未処理欠損金は4億7487万8634円となって

おります。 

続いて、44ページの資本的収入及び支出につい

てご説明いたします。 

資本的収入の総額は2億6762万6899円で、内訳

は一般会計出資金280万円、一般会計負担金1億

7662万6899円、企業債8820万円であります。 

次に、資本的支出につきましては、税込み支出

総額は4億556万386円で、これは医療機器の更新

などの建設改良費1億1222万6520円、企業債償還

金2億9153万3866円、奨学資金制度に係る投資

180万円となっております。 

これらにより、資本的収入が資本的支出に対し

て不足する額1億3793万3487円につきましては、

過年度分損益勘定留保資金等で補填いたしまし

た。 

79ページから西予市民病院及び野村病院それぞ

れの決算資料を掲載しておりますのでご参照くだ

さい。 

続きまして、認定第12号「令和元年度西予市野

村介護老人保健施設事業会計決算の認定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

令和元年度西予市公営企業会計決算書の126ペ

ージをお開きください。 

令和元年度は利用者が住み慣れた地域で安心し

て生活できるよう在宅復帰支援や在宅療養支援に

力を入れました。併せてつくし苑の経営安定化の

ため、利用者増に向けて職員が一丸となって選ば

れる施設となれるよう努力をしているところで

す。 

業務量でございますが、年間の一般入所延べ利

用者数は2万6989人、短期入所延べ利用者数は

2,705人、一般と短期を合わせた合計の入所者数

は１日平均 8 1 . 8人、通所延べ利用者数は

7,049人、１日平均22.7人となりました。 

次に、112ページをお開きください。 

まず、収益的収入及び支出についてご説明いた

します。施設事業収益は5億683万3432円に対しま

して、施設事業費用は5億1829万4545円となって

おります。なお、これらは消費税込みの金額であ

ります。 

このことを116ページの損益計算書でご説明い

たしますと、施設運営事業収益は4億5569万695円

に対しまして、施設事業費用は5億112万9816円と

なり、差し引き4543万9121円の営業損失となりま

した。令和元年度は営業損失を計上することとは

なりましたが、利用者増に伴い、運営事業収益が

前年度比2642万6834円の増収となりました。費用

においては、給与費の増及び利用者増に伴う経費

の増はあるものの在庫管理方法の見直し等を行い

増加抑制に努めました。 

次に、施設運営事業外収益は市からの補助金な

どにより3496万3896円となっており、施設運営事

業外費用は企業債の支払い利息などで1688万

1582円を支出しております。 

以上によりまして、経常損失は2735万6807円、

当年度純損失は1146万1113円となり、当年度未処

理欠損金は3994万9022円となりました。 

次に、資本的収入及び支出についてご説明いた

します。 

114ページをお開きください。 

資本的収入につきましては4728万3653円となっ

ており、市からの繰入金を計上したものでありま

す。 

一方、資本的支出につきましては4825万9543円

となっており、建設改良費及び企業債償還元金を

支出しております。 

事業の概要につきましては121ページの貸借対

照表及び125ページからの事業報告書等をご参照

願います。 

今後とも関係機関と緊密な連携を図り、効率的

な施設運営と利用者の確保及び経費節減に努め、

さらなるサービスの向上と健全経営を図ってまい

りたいと考えております。 

以上、よろしくご審議を賜り、ご認定ください

ますようお願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

ただいま議題となっております認定第１号から

認定第12号までの監査報告を求めます。 

正司代表監査委員。 

○正司代表監査委員 

決算審査意見についてご報告申し上げます。 

市長から地方自治法の規定に基づいて審査に付

されました令和元年度西予市一般会計、特別会計

の決算及び西予市基金運用状況、並びに地方公営



 

- 20 - 

 

企業法の規定に基づいて審査に付されました西予

市公営企業会計の決算について、慎重に審査を行

い、決算審査意見書を去る８月17日に市長に提出

したところでございます。 

以下、その内容につきましてご報告させていた

だきます。 

お手元の令和元年度西予市一般会計及び特別会

計決算審査意見書の１ページをご覧ください。 

第１ 審査の対象は、令和元年度一般会計及び

令和元年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会

計ほか７特別会計の歳入歳出決算であります。 

第２ 審査の概要であります。まず審査の方法

につきましては、市長から提出されました一般会

計及び特別会計歳入歳出決算書、その他政令で定

めた書類について、関係諸帳簿及び証拠書類と照

合し、計数の正確性、予算の執行状況の確認を行

うとともに、定例監査、例月現金出納検査の結果

も参考に審査をいたしました。 

次に、審査の期間ですが、令和２年６月30日か

ら令和２年８月７日までの間実施をいたしまし

た。 

第３ 審査の結果であります。計数に誤りはな

く、歳入歳出予算の執行及び関連する事務処理に

ついても適正に行われていると認められました。 

次に、決算の概要でありますが、２ページの

（１）決算規模のア．総計決算額をご覧くださ

い。 

アの総計決算額は、歳入が468億7895万円、歳

出が447億1275万円であります。ウの総計決算額

の比較を見ていただきますと、前年度に比べ、歳

入が2億8068万円、歳出が5億9438万円、それぞれ

減少しております。 

続いて、３ページの（２）決算収支状況をご覧

ください。 

一般会計及び特別会計の決算収支の状況は、合

計欄に記載のとおり、歳入総額から歳出総額を差

し引いた歳入歳出差引額、いわゆる形式収支が

21億6619万円です。実質収支が16億7510万円であ

ります。一般会計、特別会計に分けてみますと、

まず、一般会計の形式収支は18億863万円、実質

収支は13億1934万円、単年度収支では4億8266万

円の黒字となっております。次に、特別会計の形

式収支は3億5756万円、実質収支は3億5576万円、

単年度収支では9969万円の黒字となっておりま

す。 

なお、各会計決算審査の状況、意見につきまし

ては、４ページ以降に記載しておりますのでお目

通しいただき、詳細な説明は省略させていただき

ます。 

次に、55ページをお開きください。 

まとめでございます。中ほど以降に、決算の状

況をもとに、今後の行政運営等ご配慮いただきた

いことにつきまして４点を挙げさせていただいて

おります。 

まず１点目は、財政状況では、４ページの財政

指標のとおり、公債費負担比率が17.6％、経常収

支比率は93.8％と悪化しております。また、財政

力指数も0.25と依然厳しい状況が続いておりま

す。これまでの財政改革の推進、努力は承知して

おりますが、本市の将来をより一層見据え、堅実

な財政運営に努めていただきたいと考えます。 

２点目は、一般会計の不納欠損額は3238万

7000円となり、前年度と比較して2735万6000円、

543.8％増加している状況であります。この不納

欠損額の大半は市税で、自主財源の乏しい本市に

おいては極めて重要な財源であります。今後、安

易な不納欠損処分とならないよう配慮いただくよ

う望むものであります。 

３点目は、一般会計では22億円を超える不用額

が生じております。多額の不用額は、当初予算決

定等において事業費全体に影響を及ぼしますの

で、徹底した予算管理に努めていただきたいと考

えます。 

４点目は、新型コロナウイルスの影響により、

零細企業や個人事業主では、経営の維持・存続が

懸念されております。こうした事業者に対して

は、様々な補助金導入の検討や継続した支援等柔

軟な対応を望むものであります。 

以上、一般会計及び各特別会計決算の審査結果

報告とさせていただきます。 

なお、56ページ以降の西予市基金運用状況審査

の結果につきましては、各基金の計数はいずれも

正確であり適正に運用されていると認められまし

たので報告とさせていただきます。 

続きまして、令和元年度西予市公営企業会計決

算審査意見書の１ページをご覧ください。 

第１ 審査の対象は、令和元年度水道事業会

計、病院事業会計、野村介護老人保健施設事業会
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計の３事業会計の決算であります。 

第２ 審査の概要であります。審査の方法につ

きましては、市長から提出されました３事業会計

の決算報告書、財務諸表、事業報告書及び政令で

定められた書類について、これらの計数、経営成

績、財政状況が適正な表示であるかなど、関係諸

帳簿及び証拠書類と照合するとともに、定例監

査、例月現金出納検査の結果も参考に審査をいた

しました。 

次に、審査の期間ですが、令和２年６月1９日

から令和２年８月までの間実施をいたしました。 

第３ 審査の結果であります。いずれも法令に

基づいて作成され、計数、経営成績及び財政状態

についても適正に表示されていると認められまし

た。 

次に、総合意見について説明させていただきま

す。 

６ページ（２）総合意見をご覧ください。 

経営の状況ですが、３事業会計全体の純損失

は、前年度の8017万4000円から1億8936万6000円

に増加しております。純損失の増加要因は、３事

業会計ともに、特別利益が減少したことによるも

のであります。 

次に、中ほどをご覧ください。 

公営企業は、経済性の発揮と公共の福祉増進を

目的とされ、また、経営の安定と市民生活に対す

るサービスの向上が求められているところであり

ます。決算書で、経営成績や財政状態などを適格

に分析し、分析結果を踏まえて中長期的な視点に

立った経営の効率化、健全化を図っていただきた

いと考えます。当面、各事業会計におかれまして

は、今から申し上げます点に留意して取り組んで

いただくよう望むものであります。 

まず、水道事業経営に当たりましては、平成

30年７月豪雨災害の影響もあって厳しい状況が続

いているところでありますが、安定した給水がで

きるよう老朽化した設備の更新を計画的に進めて

いただくとともに、安心・安全な水道水の供給と

健全な経営に努められるよう望むものでありま

す。 

次に、病院事業経営ですが、患者数が減少傾向

にある中、医業収益をどのように向上させるか、

令和元年度改訂の西予市立病院新改革プランを踏

まえ、経営分析表及び業務の分析表の内容を十分

に検討し、健全な病院経営に取り組んでいただき

ますよう望むものであります。 

最後に、野村介護老人保健施設事業経営です

が、相談員業務の強化により収益の向上に取り組

まれているところであります。定員に対する充足

率のさらなる向上が経営の安定につながると考え

られますことから、引き続き計画性を持って、利

用者数の確保に努めていただきますよう望むもの

であります。 

なお、各会計の決算審査の状況は７ページ以降

に記載しておりますのでお目通しいただき詳細説

明は省略させていただきますが、経営分析の結果

についてのみご報告申し上げます。 

13ページ、水道事業会計の（６）経営分析をご

覧ください。 

財務比率の流動比率は559.2％、当座比率は

528.4％、現金預金比率は426.9％といずれも良好

に推移しております。一方で、構成比率の固定資

産構成比率は89.3％と高く、資本の固定化の傾向

にあります。また、損益その他の比率の営業収支

比率は92.0％で、前年度より3.5ポイント、総収

支比率は99.8％で、前年度より1.1ポイントそれ

ぞれ改善されているものの、収益で費用を賄うに

は至っておらず、現在の経営は厳しい状況にある

と考えられます。 

31ページ、病院事業会計の（６）経営分析をご

覧ください。 

財務比率の流動比率は363.6％、当座比率は

260.0％、現金預金比率は256.4％と良好に推移し

ております。一方で、構成比率の固定資産構成比

率は75.2％で、全国平均並みに推移しております

が、比率は高い傾向にあります。また、損益その

他の比率の総資本利益率はマイナス2.0％で、前

年より0.15ポイント改善されているものの、総収

支比率は95.8％で、前年度より2.4ポイント、営

業収支比率は83.0％で、前年度より0.1ポイント

それぞれ減少しており、引き続き経営は厳しい状

況が続いているところであります。 

49ページ、野村介護老人保健施設事業会計の

（６）経営分析をご覧ください。 

財務比率の流動比率及び当座比率はそれぞれ

157.6％、現金預金比率は76.7％と安定していま

すが、構成比率の中の固定資産構成比率は88.5％

と高く資本の固定化の傾向にあり、自己資本構成
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比率は30.4％と財務的に安定性を欠くものであり

ます。また、損益その他の比率の施設運営事業収

支比率は90.9％で、前年度より3.6ポイント改善

したものの収益で費用を賄うには至っておらず、

総収支比率は、特別利益が減少したことなどから

97.8％で、前年度より2.5ポイント減少してお

り、引き続き経営は厳しい状況が続いているとこ

ろであります。 

以上、公営企業会計決算審査意見の報告とさせ

ていただきます。 

これで決算審査意見についての報告を終わりま

す。 

○議長 

以上で監査報告は終わりました。 

暫時休憩いたします。（休憩 午後０時17分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午後１時05分） 

 （日程５） 

○議長 

次に、日程第５、報告第８号「令和元年度西予

市一般会計継続費精算報告について」から、報告

第19号「西予ＣＡＴＶ株式会社の経営状況につい

て」までの12件を一括議題といたします。 

理事者の報告を求めます。 

宗副市長。 

○宗副市長 

報告第８号「令和元年度西予市一般会計継続費

精算報告について」提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

令和元年度において、明浜支所庁舎建設事業に

係る監理委託料及び本体工事、ＣＡＴＶ整備事業

に係る明浜サブセンター整備工事の継続費に係る

継続年度が終了しましたので、地方自治法施行令

第145条第２項の規定により、継続費精算報告書

を添えてご報告申し上げます。 

続きまして、報告第９号「令和元年度健全化判

断比率の報告について」提案理由のご説明を申し

上げます。 

令和元年度決算に基づく実質赤字比率、連結実

質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の健

全化判断４比率を算定いたしましたので、地方公

共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項

の規定により監査委員の意見を付し報告するもの

であります。 

なお、財政健全化判断比率と申しますのは、市

の財政運営が将来を含め、どういう状態であるの

かを見るためのものでございます。その比率でご

ざいますが、実質赤字比率及び連結実質赤字比率

につきましては、一般会計並びに全ての会計を通

しての実質赤字額はございません。 

次に、実質公債費比率は借入金返済の度合い

を、将来負担比率は将来の財政運営を圧迫する度

合いを見るものでございます。いずれの比率につ

きましても早期健全化を必要とする基準値を下回

っており、現状では健全な財政運営状況であるこ

とをご報告いたします。 

続きまして、報告第10号「令和元年度資金不足

比率の報告について」提案理由のご説明を申し上

げます。 

水道事業会計、病院事業会計、野村介護老人保

健施設事業会計、簡易水道事業特別会計、農業集

落排水事業特別会計及び公共下水道事業特別会計

につきまして、令和元年度資金不足比率を算定い

たしましたので、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律第22条第１項の規定により監査委員の

意見を付し報告するものであります。 

この資金不足比率とは、公営事業の経営状況の

悪化の度合いを見るものでありますが、一覧表の

とおり全ての会計において資金不足を生じておら

ず、健全な経営がなされている状況であることを

ご報告申し上げます。 

続きまして、報告第11号「西予市土地開発公社

の経営状況について」、報告第12号「株式会社野

村町地域振興センターの経営状況について」、報

告第13号「株式会社エフシーの経営状況につい

て」、報告第14号「株式会社城川ファクトリーの

経営状況について」、報告第15号「株式会社どん

ぶり館の経営状況について」、報告第16号「あけ

はまシーサイドサンパーク株式会社の経営状況に

ついて」、報告第17号「株式会社グリーンヒルの

経営状況について」、報告第18号「一般財団法人

宇和文化会館の経営状況について」、報告第19号

「西予ＣＡＴＶ株式会社の経営状況について」一

括して提案理由のご説明を申し上げます。 

地方自治法第221条第３項で規定する市の出資

比率が50％以上の法人等については、同法第

243条の３第２項の規定により毎事業会計年度に

法人の経営状況を説明する書類を作成し、議会に
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提出することが義務づけられており、本議会に９

法人の令和元年度経営状況について報告するもの

であります。各法人の経営状況の詳細につきまし

ては、担当部長から補足説明をいたしますのでよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

それでは報告第11号「西予市土地開発公社の経

営状況について」補足説明をさせていただきま

す。 

令和元年度西予市土地開発公社の実績報告につ

きましては、完成土地売却として、さくら団地７

区画、いぶき団地２区画、みどり団地１区画を販

売し6187万3350円の収入がありました。令和２年

度の事業計画につきましては、宇和町さくら団地

全82区画のうち、残り35区画、城川町高野子団地

全15区画のうち、残り６区画、三瓶町いぶき団地

全24区画のうち、残り10区画、宇和町みどり団地

残り12区画について販売促進を行っております。 

次に、令和元年度の収支報告をいたします。収

入の部では、事業収益6187万3350円、事業外収益

6万4412円、繰越金4125万7831円、事業借入金

8200万円の合計1億8519万5593円でございます。 

歳出の部では、販売費及び一般管理費813万

8637円、事業外費用36万886円、事業借入元金償

還1億5250万円の合計1億6099万9523円でございま

す。差引繰越金といたしましては2419万6070円で

ございます。 

詳細につきましては、お配りをしております資

料をお目通しください。 

以上で、西予市土地開発公社の経営状況補足説

明とさせていただきます。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

報告第12号「株式会社野村町地域振興センター

の経営状況」につきまして補足説明を申し上げま

す。 

同社は、令和元年度まで西予市指定管理者とし

て指定を受け、乳製品、繭製品、獣肉の加工製

造、販売、農産物の加工管理を目的に、農業公園

ほわいとファーム、ししの里せいよの管理経営に

当たり、乳製品の製造販売やシルク博物館の繭製

品の販売、レストラン事業のほか、施設を使った

イベントによる地域内外の振興事業に取り組んで

きました。 

令和２年第１回市議会定例会で議決いただきま

したとおり、農業公園ほわいとファームを全国公

募による無償譲渡を行い、株式会社ありがとうサ

ービスが令和２年４月から運営を行っておりま

す。 

令和元年度におきましては、展示会などに参加

するなど、営業努力を進めるとともに、経費削減

に努めておりましたが、全国公募による無償譲渡

の決定とともに会社の整理と在庫処分を進め、全

事業の売上高が約5141万円で、前年比81％、損益

については、平成30年７月豪雨災害に伴う経営支

援補助金を含め約120万円の当期純損失を計上し

ております。また、地元団体とのイベント共同開

催やＳＮＳによる情報発信などを行ったものの、

10月からレストランが休止したことなども影響

し、年間利用者数は2万1000人余りと昨年度より

1万2000人の減となりました。 

株式会社野村町地域振興センターは、平成２年

の設立から30年にわたり地域特産品の開発や販

売、地域資源の掘り起こしや地域住民の雇用の場

として地域の活性化に寄与してまいりました。 

しかしながら、社会情勢の変化などにより経営

の継続が困難となったことから、令和２年３月

31日をもって解散することが承認されたところで

す。 

なお、詳細につきましては、お配りしておりま

す資料をご覧ください。 

次に、報告第13号「株式会社エフシーの経営状

況について」ご説明を申し上げます。 

同社は、森林の保全や林業の担い手育成などを

主な目的に、林産物の生産、加工、販売及び農林

業基盤整備に係る伐出、除伐、作業道開設と木質

ペレット製造施設の指定管理者として、素材生産

森林整備事業に取り組んでおります。 

令和元年度は積極的な技術研修による基幹林業

労働者の育成とコスト削減に取り組んでまいりま

したが、素材生産量は6,160立方メートルと前年

度比約93％となりました。 

また、森林整備面積においては、前年の114ヘ

クタールを下回り94ヘクタールとなりました。木

質ペレット等木材加工品の生産及び販売額は、ペ
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レット290トン、おが粉422立方メートルを生産、

販売し、これらを合わせた売上総額は約9700万円

となっており、昨年に比べて約150万円減少、平

成30年７月豪雨災害に伴う経営支援補助金の支払

いもございましたが1890万円余りの当期純損失と

なりました。 

雇用者数は現在20名で、事業目的に林業者の人

材育成が位置づけられていることから、令和２年

度は引き続き人材の雇用と育成、機械化による効

率化と林家手取り向上などを目指すとともに、計

画的な森林管理を行い、安定的な木材の生産と供

給が可能となるよう地域の森林整備に取り組んで

まいります。西予市内森林の適切な整備と林業活

性化に向けて、将来につながる経営の安定化と担

い手の育成に努める所存でございます。 

なお、詳細につきましては、お配りしておりま

す資料をご覧ください。 

次に、報告第14号「株式会社城川ファクトリー

の経営状況」につきましてご説明を申し上げま

す。 

同社は、地域特産品を開発することによる市内

農産物の振興のほか、市民の健康増進、観光交流

などを通じて多角的に事業を展開しております。 

また、指定管理者として、地元農産物などを使

った特産品の開発、生産、加工、販売や宿泊及び

温浴施設の管理運営などを主な業務として、特産

品センター、農産物加工センター、食肉加工セン

ター、クアテルメ宝泉坊、宝泉坊ロッジ、産地形

成等促進施設の営業を行ってきました。 

令和２年第１回市議会定例会で議決いただきま

したとおり、宝泉坊ロッジ及びクアテルメ宝泉坊

を全国公募による無償譲渡を行い、株式会社あり

がとうサービスが令和２年４月から運営を行って

おります。 

６施設の令和元年度売上高は、平成30年７月豪

雨災害に伴う経営支援補助金の支払いもあり約

5億7100万円と、昨年比4300万円の増となったも

のの、約300万円の当期純損失となりました。主

な要因は、原材料の価格が高止まりと災害による

クアテルメ宝泉坊の３カ月間の長期休業、それに

伴う宝泉坊ロッジの宿泊客の減少によるもので

す。 

第三セクターの持つ重要な使命である公益性確

保につきましては、臨時、パート、期間雇用を含

めた雇用人数、全体で90名を確保しております。 

令和２年度につきましては、経済状況、消費者

ニーズの的確な把握と安心・安全志向に応えてい

くため、ネット販売の強化や小口取引先の開拓、

委託による首都圏販路開拓などを進めるととも

に、城川ファクトリーとしてのブランド力を高

め、海外への輸出事業の拡大を図るなど、お客様

の視点に立った商品、サービスの開発を行ってい

きたいと考えております。 

また、公有財産の適正な維持管理に努め、産業

振興、人材育成、情報発信など、常に新しいこと

に挑戦する姿勢のもとに、信頼される地域の中核

企業として地方活性化に貢献していきます。 

なお、詳細につきましては、お配りしておりま

す資料をご覧ください。 

次に、報告第15号「株式会社どんぶり館の経営

状況について」ご説明を申し上げます。 

同社は、西予市指定管理者として指定を受け、

農産物、観光物産、特産品の販売、レストランの

経営、加工の製造販売を目的に、どんぶり館のふ

れあい市場、レストランなどの管理経営に当た

り、農林水産物や地域特産品の販売などの事業に

取り組んでおります。 

令和元年度は、昨年度と同じ48万人の方がどん

ぶり館を訪れていただき、売上高は、昨年比

160万円増の1億8900万円で、最終的には約1200万

円の当期純利益となりました。 

現在、正職員、臨時、パート職員を含め28人で

運営をしており、全員西予市からの雇用となって

おります。青空市場へ出荷する農家の方は500名

の登録があり、100％西予市民、95％以上が西予

市産の農産物となっております。特産市場につき

ましても230名の登録があり、80％以上が西予市

の業者となっております。 

また、団体専用レストラン、ジオキッチンにつ

いては、法事、同窓会など、地元の方が積極的に

ご利用いただいており、地元を中心に少しずつ定

着してきております。 

令和２年度はコロナウイルスの影響を注視しな

がら、販売促進とＰＲ活動に力を入れ、オリジナ

ル商品の開発を進めるとともに、今まで以上に西

予市の情報発信基地として役割を担い、四国西予

ジオパークの窓口の施設づくりを目指し、魅力あ

る施設づくりを努めてまいります。 



 

- 25 - 

 

なお、詳細につきましては、お配りしておりま

す資料をご覧ください。 

次に、報告第16号「あけはまシーサイドサンパ

ーク株式会社の経営状況について」ご説明を申し

上げます。 

同社は、西予市指定管理者として指定を受け、

明浜ふるさと創生館、明浜塩風呂、明浜民宿故

郷、あけはまオートキャンプ場の４施設で、明浜

地区の基幹産業であるかんきつなどの農林水産物

を使った地域特産品の製造販売のほか、市民の健

康増進、漁村と都市間交流を図るマリノベーショ

ン構想に基づく観光交流の推進、雇用確保を含め

た地域振興を担う経営管理を行っております。 

これら４施設５部門の令和元年度売上高は約

1億5700万円で前年度比82％となり、当期純利益

は2600万円となりました。その主な要因としまし

て、平成30年７月豪雨に伴う経営支援補助金が支

払われたことが挙げられます。 

また、施設利用者数は約6万人、前年度と比較

して約1万5000人減少し79％となっております

が、明浜観光交流拠点施設建設に伴い、塩風呂は

ま湯と民宿故郷を令和２年１月14日に閉鎖したこ

となどが大きな理由となります。 

あけはまシーサイドサンパークは、明浜地区で

唯一の集客施設であり、温浴、宿泊、製造など多

岐にわたる部門を経営管理することから多くの人

手を必要としており、令和２年度は前年に比べ５

人減の27人となった職員の募集と人材育成を進め

ることを計画しております。 

令和２年度は、完成した温浴、宿泊、食事ので

きる複合施設であるあけはまーれを最大限生かし

ていくとともに、新型コロナウイルスの感染症状

況に注視しながら経営改革を進めていきたいと思

います。 

なお、詳細につきましては、お配りしておりま

す資料をご覧ください。 

最後に、報告第17号「株式会社グリーンヒルの

経営状況について」ご説明を申し上げます。 

同社は、農産物の生産、加工、販売などを主な

業務とし、西予市指定管理者として指定され、野

村青汁工場の管理経営を行っています。 

令和元年度の売上高は約11億7200万円、昨年比

96％で、当期純利益は約3300万円となりました。

ここ数年売り上げを順調に伸ばしている要因とし

ましては、天候に恵まれてケールの収量が大幅に

増えたこと、たばこ農家の方をケール栽培に取り

込めたことが大きな理由となります。これに伴

い、新製品の濃縮青汁の製造販売が好調であり、

例年並みの売り上げを計上することができており

ます。また、収穫量を増やしていくためにも、自

社農園で１反当たりの収量研究や新規契約農家を

計画的に増やせるようＪＡ東宇和を中心に連携を

とりながら原料確保に努めてきました。 

期末における雇用者数は37名となり、従業員の

高齢化も進み、今後を見据えた若手人材の雇用・

育成が急務となっております。積極的に求人募集

を行い、今後も人材確保に努めてまいりたいと考

えております。 

なお、詳細につきましては、お配りをしており

ます資料をご覧ください。 

以上、産業部所管分６法人の経営状況の補足説

明とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

報告第18号「一般財団法人宇和文化会館の経営

状況について」補足説明申し上げます。 

一般財団法人宇和文化会館は、本年４月から引

き続き指定管理者として芸術文化事業の実施と施

設の管理運営を行っております。 

令和元年度の芸術文化事業では、自主事業公演

を５公演及び共催事業として７公演を実施いたし

ました。 

自主事業として、４月に演歌歌手島津亜矢コン

サート、10月には市民劇団もんたかなの第６回笠

置峠物語演劇公演をはじめ、多岐にわたるジャン

ルの催し物を実施し、幅広い年齢層から安定した

集客を得ることができました。三瓶文化会館にお

ける自主事業では、３月につるの剛士コンサート

を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感

染症対応のため中止をしております。 

次に、共催事業としては、西予市民を対象とし

たカラオケ集団が集うふれあい歌謡祭、西予市民

を中心に結成した男性合唱団、ジェントルゲザン

グ演奏会など、市民参加型とした音楽を身近に感

じていただける催し物を実施いたしました。 

今後も、地域住民を巻き込んだ事業の展開や市

民のニーズに合った取り組みを行い、利便性を高
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めることにより経営の安定を図ってまいりたいと

考えているところであります。 

貸館業務としては、年間利用件数798件、利用

人数3万1338人であり、前年度と比較しますと約

4,500人の利用者数が減少しておりますが、これ

は、新型コロナウイルス関連によるキャンセルが

２月、３月に20件あったためで、それ以外はほぼ

例年同様のご利用をいただいております。 

次に、収支の状況についてご報告させていただ

きます。 

事業活動収入合計7472万3000円、事業活動支出

につきましては、合計6654万1000円でございまし

た。収入合計から支出合計を差し引き、さらに投

資活動の収支差額を合わせた当期収支差額は

681万9000円と黒字になりました。前期繰越収支

差額がマイナス78万9000円でしたので、次期繰越

収支差額は603万円となっております。 

詳細につきましては、お配りをしております資

料をお目通しいただきますようお願いいたしま

す。 

以上、宇和文化会館の経営状況についての説明

とさせていただきます。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

報告第19号「西予ＣＡＴＶ株式会社の経営状況

について」補足説明を申し上げます。 

西予ＣＡＴＶ株式会社の事業は、光ケーブルを

伝送路としたＣＡＴＶ事業であり、自主放送番組

の制作や有線テレビジョンによる再放送などでご

ざいます。 

令和元年度におきましては、訪問による営業活

動にも力を注ぎ、新規加入者を増やしつつ、既存

加入者への多チャンネル放送やインターネットサ

ービスへの加入促進営業を展開した結果、令和２

年３月末の西予ＣＡＴＶが提供するテレビ加入率

は56.1％、インターネット加入率は35.9％とな

り、ともに前年度と比較して増加しております。 

その結果、令和元年度の売上高は3億9956万

6506円、営業利益は6474万9953円、経常利益は

6493万7817円、当期純利益は4286万8217円となっ

ております。 

現在、引き続き営業活動により加入者は増えて

おりますが、高齢化による解約、休止の件数が増

加傾向にあることから、今後、事業の多角化によ

り新たな事業の柱を構築するため、新規事業につ

いて研究を行っているところでございます。情報

通信技術の技術革新は目まぐるしいものがあり、

業界を取り巻く環境だけでなく、業界そのものの

環境が大きく変わろうとしています。 

今後も変化を見極め的確に対応し、市民に必要

な情報やサービスを提供することで、明るく安

心・安全なまちづくりに貢献し、企業としてさら

に成長していけるよう促してまいりたいと考えて

おります。 

詳細につきましては、お配りしております資料

をお目通しいただきたいと思います。 

以上、西予ＣＡＴＶ株式会社の経営状況につき

まして補足説明とさせていただきます。 

○議長 

理事者の報告は終わりました。 

 （日程６） 

○議長 

次に、日程第６、議案第113号「ＣＡＴＶ整備

事業 宇和センター整備工事請負契約について」

を議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

議案第113号「ＣＡＴＶ整備事業 宇和センター

整備工事請負契約について」提案理由のご説明を

申し上げます。 

本市では、テレビの難視聴解消とネット通信の

高速化を目的として、平成20年度から平成22年度

にかけて、総務省及び農林水産省の補助金を活用

し、市内全域にＣＡＴＶが利用できる環境を整備

しております。ＣＡＴＶ設備の整備から10年以上

が経過していることから、老朽化した設備の更新

を計画的に進めているところでございます。 

今回の宇和センター整備工事につきましては、

新社屋機械室を改築し、現在利用している放送通

信機器類を整備・更新するものでございます。 

本工事につきましては、去る８月18日電子入札

による事前審査型一般競争入札の開札を行い、電

気興業株式会社広島支店四国営業所所長 宮内洋

氏と工事請負金額4億2663万5000円で、８月19日

に工事請負仮契約を締結いたしましたので、議会

の議決を求めるものでございます。 
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よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第113号は、会議規則第37条第３項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第113号「ＣＡＴＶ整備事業 宇和センター

整備工事請負契約について」は、原案のとおり決

定することに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第113号は

原案のとおり決定いたしました。 

 （日程７） 

○議長 

次に、日程第７、議案第114号「西予市小中学

校学習用端末の取得について」を議題といたしま

す。 

理事者の説明を求めます。 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

議案第114号「西予市小中学校学習用端末の取

得について」提案理由のご説明を申し上げます。 

小中学校におけるＩＣＴ教育環境の整備につき

ましては、ＧＩＧＡスクール構想に基づき、児童

生徒向けの１人１台学習用端末と高速大容量の通

信ネットワークを一体的に整備する計画としてお

ります。 

この計画のうち、このたび整備いたします端末

は、コンバーチブル型２ｉｎ１モデル、11.6型デ

ィスプレイのＣｈｒｏｍｅ Ｂｏｏｋで、児童生

徒が教室からの持ち運びを可能とし、全ての授業

で幅広い学習に活用できる仕様としております。 

今回の購入にあたりましては、去る８月18日に

指名競争入札を行い、株式会社ほうきょう西予営

業所所長 国広達也氏と9691万円で、８月19日に

物品購入仮契約を締結いたしましたので、議会の

議決を求めるものであります。 

なお、購入いたします学習用端末等の詳細につ

いては、別紙参考資料をご参照ください。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第114号は、会議規則第37条第３項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第114号「西予市小中学校学習用端末の取

得について」は、原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第114号は
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原案のとおり決定いたしました。 

 （日程８） 

○議長 

次に、日程第８、発議第３号「西予市決算審査

特別委員会の設置について」を議題といたしま

す。 

お諮りいたします。 

本案については、16名の委員で構成する西予市

決算審査特別委員会を設置し審査することにいた

したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、本案について

は、16名の委員で構成する西予市決算審査特別委

員会を設置し審査することに決定いたしました。 

次に、選任第４号「西予市決算審査特別委員会

の委員の選任について」を議題といたします。 

本案については、委員会条例第８条第１項の規

定により、西予市決算審査特別委員会委員に、１

番和気数男君、２番宇都宮久見子君、３番信宮徹

也君、４番宇都宮俊文君、５番加藤美香君、７番

河野清一君、８番佐藤恒夫君、９番山本英明君、

10番竹﨑幸仁君、11番小玉忠重君、12番源正樹

君、13番井関陽一君、14番中村敬治君、15番二宮

一朗君、16番兵頭学君、17番森川一義君をそれぞ

れ指名いたします。 

ただいま選任されました西予市決算審査特別委

員会委員の諸君は、直ちに委員会を開催の上、委

員長、副委員長を互選し議長へ報告願います。 

暫時休憩いたします。（休憩 午後１時45分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午後１時54分） 

西予市決算審査特別委員会の委員長、副委員長

の互選結果について報告いたします。 

西予市決算審査特別委員会委員長に山本英明

君、副委員長に源正樹君、以上のとおりでありま

す。 

以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

９月３日は午前９時より一般質問を行います。 

本日はこれにて散会いたします。 

 

 

 散会 午後１時55分 

 



 

 

 

 

第 ２ 日 

 

９月３日（木曜日） 
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  開会 午前９時00分 

○議長 

おはようございます。 

本日は傍聴にお越しいただきまことにありがと

うございます。 

ただいまの出席議員は18名であります。これよ

り本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配信のとおりであ

ります。 

 （日程１） 

○議長 

日程第１、一般質問を行います。 

質問者は通告内容及び申し合わせに従い発言し

てください。 

それでは通告順に発言を許可いたします。 

まず、５番加藤美香君。 

５番加藤美香君。 

○５番加藤美香君 

おはようございます。議席番号５番加藤美香で

す。 

本日は議長より一般質問を許可されましたの

で、通告に従いまして一般質問いたします。 

今日は３点質問いたします。 

１点目は、昨年も質問いたしました会計年度任

用職員制度について引き続き質問いたします。 

昨年質問した折、2017年地方公務員法、地方自

治法の改正により、今年度より自治体の非正規職

員の処遇改善及び任用根拠を厳格化する会計年度

任用職員制度を導入するということでございまし

た。また、臨時、非常勤、嘱託職員などの非正規

職員の方々を会計年度任用職員に移行するという

ことでございました。 

そこでお伺いいたします。 

今年度より西予市も会計年度任用職員制度が導

入されましたが、その方々の職種及び所属別配置

状況並びに、それぞれフルタイムとパートタイム

が何名配置されているのかお聞きいたします。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

皆さんおはようございます。 

本日は、一般質問に当たりまして、早朝より傍

聴においでいただきまして心から感謝を申し上げ

ます。今日、明日の２日間に渡り６名の議員の皆

様から一般質問をお受けすることとなっておりま

す。それぞれのご質問に対しまして真摯に回答を

させていただきたいと考えておりますのでどうか

よろしくお願いをいたします。 

市政運営の根幹にかかわる質問には私が回答す

ることといたしまして、それ以外の専門的分野な

どの質問につきましては、各部長を中心として回

答させていただきたいと考えておりますのでご理

解をいただきますようよろしくお願いをいたしま

す。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

それではただいま加藤議員からございました会

計年度任用職員の数、職種、また所属別の配置状

況についてお答えをさせていただきます。 

令和２年４月１日現在、当市の会計年度任用職

員は、フルタイムが160名、パートタイムが499名

の計659名となっております。職種別の職員数で

ございますが、事務職に区分される職員が

176名、講師などの教育職に区分される職員が７

名、保育職・介護職などの福祉職に区分される職

員が97名、医師や看護師など医療職に区分される

職員が32名、その他施設管理などの現業職に区分

されます職員が347名となっております。部局別

でございますが、市長部局が243名、教育部局が

261名、病院・つくし苑などの医療介護部局が

155名となっております。 

以上でございます。 

○議長 

加藤美香君。 

○５番加藤美香君 

今年度の会計年度任用職員の数は、フルタイム

160名、パートタイム499名の659名ということで

ございましたが、昨年の臨時・非常勤・嘱託職員

の数は728名ということでございました。そうし

ますと70名余り減っておりますが、その理由、ま

た、フルタイムの方は160名ということでござい

ますが、その方たちの職種、その職種の方がフル

タイムの任用に区分された理由などをお伺いいた

します。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 
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それでは会計年度任用職員の減の理由等お答え

させていただきます。 

職員数の減につきましては、会計年度任用職員

制度へ移行する際、各課におきまして従来の臨

時・嘱託・非常勤の職につきまして、その職の必

要性を再度精査した結果でございます。その結

果、職の廃止、また勤務時間数の縮減などを行い

まして約70名の減となったものでございます。 

フルタイムの職員160名の内訳でございますけ

れども、職種別では、事務職が41名、教育職１

名、福祉職56名、医療職10名、現業職52名となっ

ております。部局別でございますが、市長部局が

36名、教育部局21名、医療介護部局103名となっ

ております。 

フルタイムとして任用した理由でございますけ

れども、各課の精査により判断されたものでござ

いますが、全体的な傾向といたしまして、保育士

でありますとか調理員、病院・つくし苑に勤務す

る職員など、専門的な業務に従事する職員につき

ましては、人材不足などの事情によりまして多く

の応募が見込めないこと、また、業務量等を勘案

いたしましてフルタイムの職を多く配置いたして

おります。 

以上でございます。 

○議長 

加藤美香君。 

○５番加藤美香君 

今のご答弁では、専門性のある方をフルタイ

ム、そうでない方はパートタイムという形で分け

られているようでございますが、確認のため、フ

ルタイムとパートタイムの任用形態と職務内容を

お伺いいたします。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

任用形態、職務内容についてお答えさせていた

だきます。 

まず任用形態についてでございますが、フルタ

イムの場合は常勤職員と同様の勤務時間でござい

ますので、原則１日７時間45分の週５日勤務とな

っております。パートタイムの場合でございます

が、１週間の勤務時間が38時間45分に満たない職

の全てがパートタイムに区分されております。各

所属の業務量に応じまして、勤務時間、勤務日

数、休日の設定の仕方には様々なパターンがござ

います。当市の会計年度任用職員の職務内容につ

きましては、基本的には一般行政事務の補助業務

となっております。ただし経験年数に応じまし

て、業務範囲の拡大、また、専門性の向上などに

よりまして、部分的には正規職員と同程度の業務

を担っていただく場合もございます。また、保育

士、学校校務員、給食調理員など、専門的な分野

におきましては、一部本格的な業務をしていただ

いている場合もございます。 

以上でございます。 

○議長 

加藤美香君。 

○５番加藤美香君 

今年度より会計年度に移行されまして、フルタ

イム任用の方が少なくなり、パートタイム任用の

方が多くなっておりますが、昨年行政から会計年

度任用職員について説明を受けましたが、説明を

聞く限りでは、フルタイムとパートタイムの処遇

格差があること、また、会計年度ごとに任用が終

了する不安定な雇用など、何点か問題があるよう

に思いましたが、その辺のところはどのようなお

考えを持たれているのかお聞きします。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

それでは処遇格差、不安定な職というご指摘に

つきましてお答えさせていただきます。 

まずフルタイムとパートタイムの処遇格差でご

ざいますが、給料・報酬額の決定に当たりまして

は、従来の制度とは異なり、本制度の施行に合わ

せまして、フルタイム、またパートタイムも同様

の基準で決定するよう見直しをいたしておりま

す。月給制・日給制などの支給方法に違いはござ

いますが、勤務時間に相当する支給額についての

処遇格差はございません。 

福利厚生面につきましては、フルタイムの職員

は、一定の要件を満たしますと常勤職員と同様の

給付等が受けられるなどの違いがございますが、

それに伴って社会保険料に違いがあること、また

パートタイムであっても、それらに代わる制度が

あることからも処遇格差と言われるほどの違いは

ないというふうに考えております。 

また、会計年度任用職員は、一会計年度ごとの



 

- 34 - 

 

任用となりますので、不安定な職であるとのご指

摘でございますが、そもそも会計年度任用職員制

度は、同一の者を継続して複数年度の長期間にわ

たり任用することを積極的に肯定しているもので

はございません。同一の職務内容の職が翌年度設

置される場合、均等な機会の付与、そういった考

え方を踏まえつつ、平等取扱いの原則、成績主義

のもと、人事評価によりまして客観的な能力の実

証を経て再度任用されることはあり得るというも

のでございます。 

結果といたしまして、再度の任用が複数年度に

またがり繰り返されている場合に、本人が翌年度

任用を希望している場合でも必ずしもそれが保障

されるものではないといった状態が不安定と言え

ば確かにそうかもしれませんけれども、再度の任

用自体が特例的な取り扱いでございまして、単年

度内の任期を基本とする職であるということをご

理解いただきたいと思います。 

人事側といたしましても、募集時や任用時に任

用期間の定めがあること。また、事業の精査に伴

いまして、翌年度以降も同様の職がない場合があ

ること、そういったことを丁寧に説明すること

で、就業ニーズとのミスマッチが起こらないよう

にしてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長 

加藤美香君。 

○５番加藤美香君 

今のご答弁では、時間給にすれば支給額の差は

ないということだと思いますが、フルタイムの方

は退職手当が支給され、また、特殊勤務手当も支

給されるように聞いておりますが、それは処遇格

差にはつながらないのでしょうか。その辺をお聞

きいたします。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

それでは退職手当の関係についてお答えをさせ

ていただきます。 

一般的には、フルタイムには退職手当が支給さ

れ、パートタイムには支給されないという解釈は

ご指摘のとおりでございます。退職手当は勤続報

償としての性格が強いものでございますが、地方

公務員の場合には、退職手当の支給対象となる場

合、雇用保険法の適用を受けませんので、退職時

の生活保障的な性格も含んでおります。パートタ

イムの場合でございますが、ほとんどは退職手当

の支給要件を満たすことはございませんが、その

場合におきましても、一定の要件を満たせば雇用

保険法の適用となり、退職時の生活保障的な給付

として失業給付を受給することが可能となってお

ります。 

会計年度任用職員には、勤務時間などの要件に

応じまして、受けられる給付の内容に違いがあ

り、退職手当以外にも期末手当、また、特別休暇

の付与日数など様々なものがございます。 

このような違いを処遇格差と感じられるという

ことも理解はできますけれども、それぞれの給付

や休暇の性質、目的等を勘案いたしますと、それ

らが総合して著しく不合理なものとまでは言えな

いのではないかというふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長 

加藤美香君。 

○５番加藤美香君 

今の答弁で１点だけ私としてはちょっと疑問に

思うことがあるんですけれども。 

フルタイムには退職金がある、しかしパートタ

イムは失業給付が受けられるということでござい

ますが、それが一緒という考えは、私はちょっと

疑問なんですけれども。そこはまた検討していた

だいたらと思います。 

もう１点再質問させていただきます。 

来年度も会計年度任用職員を募集されると思い

ますが、それぞれの課で業務内容や業務量などを

精査し、今年度はパートタイムの募集枠にされて

いるものを来年度はフルタイムの募集枠に切りか

えるようなこともあるのか、その辺をお伺いいた

します。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

来年度の任用の考え方ということになろうかと

思いますけれども、会計年度任用職員につきまし

ては、職の性質上、毎年度必要性や業務内容等の

精査をしてまいります。先ほども議員からもご指

摘がございましたが、各課の聞き取り等によりま

して、そういった内容等を把握いたすものでござ
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います。そういった精査を行いました結果、その

年度の業務量等に応じましてパートタイムの職を

フルタイムへと見直すこともございます。それに

つきましては、この秋以降にそういった調査のほ

うを行う予定といたしております。 

以上でございます。 

○議長 

加藤美香君。 

○５番加藤美香君 

全ての職種で会計年度任用職員が雇用されてお

ります。この方たちなしで現行のサービスは維持

できないと思いますので、働きやすい環境での任

用を考えられることを期待いたします。 

１点目の最後の質問になりますが、会計年度任

用職員も含め、西予市全体の職員数や配置につい

て、他の自治体と比較しどのようなお考えを持た

れているのか。また、今後の方針や方向性をどの

ようにお考えになっているのかお聞きいたしま

す。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

今後の配置、そういった方向性についてのご質

問でございましたけれども、西予市全体の正職員

数につきましては、今年４月１日現在で858人と

なっております。会計年度任用職員と職員の数と

合わせますと全体で1,517人となっております。 

正職員の配置につきましては、人事異動の際

に、事前に各部署における業務量、課題、ニーズ

等に関するヒアリングを実施いたしまして、現状

を把握した上で、職員の能力や特性を踏まえ、適

切に人事配置を行っていると判断いたしておりま

す。会計年度任用職員におきましても、昨年度、

先ほども申し上げましたけれども、各部署へのヒ

アリングを実施いたしまして、それぞれ事務量や

課題に応じた人員配置をいたしております。 

今後につきましても、定員の適正管理に努め、

各部署におけます事務量や課題を確認した上で、

正職員及び会計年度任用職員を適切に配置してい

くということといたしております。 

他の自治体との比較でございますけれども、正

職員につきましては、昨年度の定員管理調査をも

とに普通会計ベースで人口1万人当たりの職員数

の平均値を人口規模や産業構造が類似した団体、

いわゆる類似団体と呼ばれますけども、そことの

比較をした場合に、職員の配置状況に応じて部門

等で比較した修正値でいきますと13％、約70人が

超過しているといった状況となっております。そ

れぞれの自治体、当市もそうですけれども、行政

課題や地理的な要件などもございますが、当市の

財政状況も踏まえ、効率的、合理的な業務遂行が

図られるよう、引き続き定員の適正管理に努めて

まいります。 

会計年度任用職員につきましては、制度が始ま

ったばかりであるということで比較をすることは

現状としては困難でございますけれども、今後他

団体の運用実績等の情報収集を進め、当市の業務

体制の見直しに合わせまして、職員数及びその業

務内容等の適正化に努めてまいる予定でございま

す。 

以上でございます。 

○議長 

加藤美香君。 

○５番加藤美香君 

西予市は合併して毎年約900人ずつ人口が減少

しておりますが、正職員の数は他の自治体と比較

すると多いということでございましたが、西予市

は地理的には５町が合併しておりますので、広い

範囲に職員配置は必要だと思いますが、令和５年

には公民館の自治センター化も実施されると聞い

ておりますし、また、ＩＣＴなどの先進技術を活

用し、仕事量を減らすことができると思いますの

で、適正な職員数、職員配置を期待するとともに

会計年度任用職員についても適正な任用を期待い

たします。 

２点目は、森林環境譲与税についてでございま

す。 

西予市は総面積の約75％を森林が占め、3万

8000ヘクタールを超える杉、ヒノキを主体とした

人工林を有しております。西予市において林業は

重要な産業でありますが、長期にわたり低迷する

木材価格や山林所有者の高齢化、不在山林所有者

の増加などから林業生産活動が停滞し、手入れ不

足の森林が年々増加し、森林を取り巻く環境は危

機的状況にあり、このような事情は全国的にも同

様であります。 

そんな中、平成31年４月に森林経営管理法が施

行され、その財源となる森林環境税及び森林環境
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譲与税が創設されております。西予市も令和元年

度から森林環境譲与税が国から交付されておりま

す。 

そこでお伺いいたします。 

森林環境譲与税の目的と概要についてお伺いい

たします。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

加藤議員のお尋ねにお答えをしたいと思いま

す。 

我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災

害防止を図るため、森林整備などに必要な地方財

源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び

森林環境譲与税が平成31年３月に創設をされまし

た。 

森林環境税は、令和６年度から個人住民税均等

割の枠組みを用いて、国税として１人年額

1,000円を市町村が賦課徴収することとされてい

ます。また、森林環境譲与税は、喫緊の課題であ

る森林整備に対応するため、令和元年度から譲与

が開始され、市町村や都道府県に対して、人工林

面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準

で案分して譲与されているところでございます。 

森林環境譲与税は、市町村において、これまで

に様々な課題により手入れができていなかった森

林における間伐や人材育成、担い手の確保、木材

利用の促進や普及啓発などの促進に関する費用に

充てることとされています。 

以上、答弁といたします。 

○議長 

加藤美香君。 

○５番加藤美香君 

西予市の林業従事者の数、また整備されている

森林の面積と未整備森林の割合などをお聞きいた

します。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

市内の林業従事者数については独自の調査とな

りますが、木材の素材生産から製材加工までの林

業に携わられている方が231名おられまして、そ

の内、木材伐出にかかわる従事者として84名と把

握をしております。 

また、整備されている森林面積でございます

が、過去10年間では約5,500ヘクタールの間伐実

績となっております。また、未整備森林の割合に

ついてでございますが、詳細につきましては現在

把握できておりません。しかし、今年度事業にお

いて森林資源の解析を行っておりますので、完了

すれば、整備が行き届いていない森林が明確とな

り、今後の森林整備に生かすことができるように

なると考えております。 

以上、答弁といたします。 

○議長 

加藤美香君。 

○５番加藤美香君 

次に、昨年西予市に交付されました森林環境譲

与税の額とその使い道をお伺いいたします。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

令和元年度の当市への交付額は3159万7000円で

あり、全額を基金に積み立て、その内1329万

8000円を取り崩し、当該年度事業に充当をしてお

ります。 

令和元年度の主な使い道は、森林経営管理制度

に係る意向調査や森林ＧＩＳの整備、森林林業コ

ンサルタント委託、バイオマスペレットの購入補

助、西予市内小学校を対象に林業教室を行ってお

ります。 

以上です。 

○議長 

加藤美香君。 

○５番加藤美香君 

西予市の昨年度の交付額は3000万円余り、内

1300万円が使われておりますが、その金額の内訳

と、また森林経営管理制度に係る意向調査をされ

ておりますが、もう少し具体的な内容をお聞きい

たします。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

内訳についてでございますが、森林経営管理制

度に係る意向調査の経費に252万6000円、森林Ｇ

ＩＳの整備、現地確認のための機器整備に277万

5000円、西予市の森林林業コンサルタント委託料

に507万6000円、バイオマスペレット購入補助事
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業に288万9000円、西予市内小中学校への木育事

業推進に3万2000円となっております。 

森林経営管理制度に係る意向調査につきまして

は、森林経営管理法第５条第１項に当該森林の経

営管理権を集積する必要があると認める場合に

は、経営管理の意向に関する調査を行うものとさ

れております。 

西予市では、令和元年度から今年度にかけてモ

デル的に意向調査を開始しております。対象地と

しましては、今までに森林経営計画策定している

地域で、経営計画を作成する中で不同意とされた

計画外の304ヘクタールの森林、令和元年は宇和

町でございますが、について意向調査を行いまし

た。回答率は57％で、市に経営委託をしたいとの

回答は95.72ヘクタールとなっております。 

以上、答弁といたします。 

○議長 

加藤美香君。 

○５番加藤美香君 

意向調査の件なんですけれども、今後は５町ど

のような方向性で行っていかれるのかお伺いいた

します。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

意向調査の今後につきましては、今年度事業の

森林資源解析が完了しますと災害発生確率が高い

森林、未整備森林等が明確となってきますので、

災害を未然に防ぐための優先順位や旧町単位での

地域性を考慮し、全体計画を作成し意向調査を行

い、適切な森林整備につなげていきたいと考えて

おります。 

以上、答弁といたします。 

○議長 

加藤美香君。 

○５番加藤美香君 

それでは、本年度の西予市に交付された森林環

境譲与税の額と使い道をお伺いいたします。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

令和２年度の当市への交付額は6709万9000円の

見込みで、令和元年度と同様の使い道のほか、令

和元年度に行った森林経営管理制度に係る意向調

査の結果をもとに、市に経営管理委託を申し出た

方の森林の内、採算の合わない森林を受託し、環

境林整備として実施していくこととしておりま

す。また、西予市の森林や地形の情報をデータ化

し、パソコン上で閲覧、利用するため、平成30年

豪雨の後、林野庁で実施した航空レーザー計測の

データを使用し解析を行っております。この情報

を整備することにより、災害に強い森林づくりの

計画策定や森林の更新方法、効率的な間伐作業に

よるシステムを作り、次世代森林産業推進協議会

を通じて行っていきたいと考えております。 

以上、答弁といたします。 

○議長 

加藤美香君。 

○５番加藤美香君 

昨年の意向調査の結果をもとに、市に経営委託

を申し出た森林の内、採算の合わない森林の整備

を実施していくということでございましたが、ど

のような事業所に委託し、どのぐらいの面積の森

林を整備し、交付額はどのぐらい充てられるのか

お聞きいたします。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

採算が合わない森林につきましては、環境林整

備として、市内の森林組合や林業事業体、また、

余力のある自伐林家の方々も踏まえて委託を考え

ております。 

面積につきましては、今年度13ヘクタールの整

備を予定しており、事業費は650万円で、全額森

林環境譲与税を充てることとしております。今年

度の13ヘクタールの整備は宇和町を予定しており

ます。 

以上です。 

○議長 

加藤美香君。 

○５番加藤美香君 

この森林環境譲与税を使った取り組みは始まっ

たばかりですが、今後西予市にどのぐらいの交付

額が見込まれているのか。また、活用計画はどの

ようになっているのかお聞きいたします。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 
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当市への今後の譲与税の配分額でございます

が、愛媛県の試算で令和３年度が本年度と同様の

6709万9000円、令和４年度から５年度が8683万

4000円、令和６年度からは満額の1億656万9000円

となる見込みでございます。 

活用計画についてでございますが、今回譲与さ

れます森林環境譲与税は、林業にとって大きな転

機であると考えており、西予市といたしまして

は、ただ金額の使い道を考えるのではなく、昨年

設置しました次世代森林産業推進協議会の中で、

今後の森林・林業の方針を官民学協働で定めるこ

とが重要であると考えています。その方針の中

で、将来を見据えた活用を計画し、10年後には、

森林産業従事者、また市民の方々が誇れる森林産

業となるよう事業を推進してまいりたいと考えて

おります。 

以上、答弁といたします。 

○議長 

加藤美香君。 

○５番加藤美香君 

今後の森林・林業の方針を次世代森林産業推進

協議会の中で定めるということでございました

が、協議会についてもう少し具体的にお聞きいた

します。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

西予市次世代森林産業推進協議会は、西予市の

森林・林業、それを取り巻く産業が多面的機能を

発揮しつつ、次世代へ続く森林産業として発展し

ていくことを目指して設立をいたしました。委員

は、林業関係者、木材加工流通業者、学識経験者

からなり、現在12名の委員に委嘱しております。

協議会は年２回開催し、西予市の森林林業施策に

ついて検討してまいりたいと考えております。 

以上、答弁といたします。 

○議長 

加藤美香君。 

○５番加藤美香君 

協議会が様々な分野の方々で構成されておりま

すが、森林の整備は林業にとどまらず、生活環境

や防災にもかかわることであり、また教育にもか

かわってまいります。そう考えたときには、より

広範な分野の方々にも協議会に加わっていただく

ことで、この施策がさらに充実するのではないで

しょうか。検討されることを期待いたしまして、

３点目の質問に移ります。 

３点目は、人権啓発についてでございます。 

人権は、誰もが生まれながらにして持っている

人間として幸せに生きていくための権利でありま

すが、現在も人権をめぐる様々な問題が存在して

おります。西予市では、今年４月人権啓発課が新

設されました。 

そこで、この人権啓発課の組織体制と職務内容

をお伺いいたします。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

人権啓発課の組織体制と職務内容についてお答

えをいたします。 

生活福祉部人権啓発課は、人権教育と人権対策

を一体的に推進するため、組織再編により、本年

４月１日から市長部局に新設をされました。 

人権啓発課は、人権政策係と男女共同参画係の

２係を配置し、生活福祉部市民課が所管していた

旧人権対策室と教育部生涯学習課が所管していた

旧人権教育係の業務を担当しております。また、

まちづくり推進課旧男女共同政策室が担当してお

りました男女共同参画の推進、せいよ女性の会の

運営等の業務を行っております。 

課内職員は、正職員３名、会計年度任用職員２

名の計５名体制となっており、各支所生活福祉課

に担当職員１名、人権啓発指導員１名を配置して

おります。 

生活上の各種相談事業や人権課題の解決のため

の各種事業を総合的に行うことを目的として設置

された宇和町にございます宇和ふれあいセンター

と宇和小森会館の隣保館も所管しております。各

隣保館には、会計年度任用職員２名ずつ配置して

おり、宇和ふれあいセンターの館長は人権啓発課

長が兼務しております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

加藤美香君。 

○５番加藤美香君 

人権啓発課としての組織体制は大きくなってお

りますが、それでは人権啓発課の重要施策と具体

的な目標などがあればお聞きいたします。 
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○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

人権啓発課の重要施策と具体的目標についてお

答えをさせていただきます。 

全ての人の人権が尊重され、差別や偏見のない

明るい社会を築くためには、市民自らがその大切

さに気付き、人権尊重社会の実現のために行動す

ることが大切でございます。 

当市では、全ての人権問題が自分と無関係では

なく、自分自身にかかわる問題であることに気付

き、市民一人ひとりが自らの課題として行動に移

せることを基本目標とした人権教育・啓発を実施

することを重要施策と位置付けております。 

また、平成28年に国において施行されました人

権三法の理念に基づき、同和問題をはじめ、女

性、子ども、高齢者、障がい者、外国人等のあら

ゆる人権問題を解決していくために、差別のない

真に人権が尊重されるまちづくりを目指すことを

目標としております。 

あらゆる年齢、性別、職業の市民を対象とした

教育・啓発が重要と考えますので、全ての市民が

参加しやすい講演会や研修会、イベントを実施す

るとともに、これらへの参加が、市民自らの意思

により行われるよう努めたいと考えております。 

具体的には、人権のつどい事業、地区別人権・

同和教育学習会、人権・同和教育指導者研修会、

校区別人権・同和教育学習会等をさらに充実させ

ていき、学習を支援するための講師派遣、教材提

供等を積極的に行ってまいります。 

地域社会においては、地域全体として人権尊重

の意識を高め、日常生活において行動を伴う人権

感覚を培うことが大切です。そのために、公民

館、隣保館等の地域に密着した施設を活用し、

様々な市民が参加できる交流促進のための機会づ

くりを展開するとともに、地域の実情やニーズに

応じた人権に関する学習機会の提供に努めてまい

ります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

加藤美香君。 

○５番加藤美香君 

人権啓発課が新たにできまして５カ月余りが経

過しましたが、具体的に新たに取り組んだことが

あればお伺いいたします。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

人権啓発課になって新たに取り組んだことにつ

いてお答えをいたします。 

人権啓発課が設置されまして５カ月が経過いた

しましたが、その間に行った新たな取り組みとい

たしましては、新型コロナウイルス感染症に関連

した人権への配慮をお願いしたチラシを全戸配布

し、また、シトラスリボン運動に賛同し、シトラ

スリボンの説明と作り方を解説したチラシを全戸

配布するなど啓発推進に努めてまいりました。 

また、市民の代表や学識経験者、人権に関する

関係機関の代表者等12名で組織いたします西予市

人権尊重のまちづくり条例改正検討委員会を設置

し、協議検討を重ね、本定例会において西予市人

権尊重のまちづくり条例の改正議案を上程いたし

ました。 

さらに、西予市における行政文書の性別記載欄

の見直しについても取り組んでおります。ご自分

の性別に違和感を持つ人の中には、申請書類等に

性別記載欄があった場合、どう記載したらよいの

か悩んだり、男女のみから選択することへの抵抗

があったり、精神的苦痛を感じる方もいらっしゃ

います。当市では愛媛県に倣い、このような方の

心情に配慮し、当事者に寄り添った取り組みとし

て、法令や国等の定めがあるなどやむを得ない場

合を除き、性別記載欄について不要な場合は削除

する等の見直しにも今取り組んでおります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

加藤美香君。 

○５番加藤美香君 

最後の質問になりますが、平成17年に施行され

た西予市人権尊重のまちづくり条例改正が行われ

ますが、西予市が今後優先的に取り組んでいくこ

とは何か、見解をお伺いいたします。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

ただいま市が今後優先的に取り組んでいくこと

についてというご質問がありましたのでお答えを

させていただきたいと思います。 
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人権は、誰もが生まれながらにして持っている

人間として幸せに生きていくための権利でありま

すけれども、現在も人権をめぐる様々な問題が存

在しております。 

西予市人権尊重のまちづくり条例の提案理由で

申し上げましたとおり、日本国憲法並びに人権三

法の理念にのっとり、今回改正をいたしましたこ

の条例に基づきまして、同和問題をはじめとする

あらゆる人権問題を解決するため、行政として市

や市民、そして事業者の責務を明らかにし、充実

した施策を積極的に推進し、差別のない真に人権

が尊重されるまちづくりを目指していく所存でご

ざいます。 

議員の皆様方におかれましても、今後ともご指

導、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

加藤美香君。 

○５番加藤美香君 

人権啓発課が新設された、また、人権三法を含

む西予市人権尊重のまちづくり条例改正も行われ

た、これで終わりでなく、ここから人権教育・啓

発に、行政、市民の方々、私たち議員も一緒にな

って取り組み、差別のない住みやすい西予市を目

指す必要があるのではないでしょうか。 

以上、一般質問を終わります。 

○議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午前９時47分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午前10時00分） 

次に、15番二宮一朗君。 

15番二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

改めましておはようございます。 

ただいま議長より一般質問の許可をいただきま

したので質問をさせていただきます。 

今週は、９月１日の防災の日を中心とした防災

週間であります。今年も熊本県を中心に大きな災

害が全国各地で起こりました。亡くなられた方に

は本当にご冥福を、また、被災された皆様には心

よりのお見舞いを申し上げたいと思います。 

今回の質問は、防災・減災と市道の保全につい

て、そして、ジオパークについての２点とさせて

いただきます。持ち時間余りますように努力いた

しますので、答弁も考えてよろしくお願いいたし

ます。 

最初に、平成30年西日本豪雨災害を経験して、

市民の防災意識がどのように変わったのかという

ことで、災害から２年、また、南海トラフ巨大地

震発生率が30年以内に70％から80％と言われる

中、災害に対する備えがますます重要だと考えま

す。 

そこで最初に、市民の皆さんに防災に対する意

識の変化がどのようにあったのか。また市はどの

ようにそれを理解されているのかお伺いをさせて

いただきます。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

それでは市民の防災意識の変化というところに

つきましてお答えさせていただきます。 

平成30年７月豪雨災害から２年が経過いたしま

した。復旧・復興の道半ばではございますが、市

民の皆様のご理解とご協力、また、多くのご支援

を受けまして一歩・一歩着実に歩みを進めてまい

りたいというふうに考えております。 

さてご質問のございましたとおり広大な面積を

有します当市におきましては、地震、津波、洪

水、土砂災害などあらゆる災害が想定されており

ます。 

平成７年の阪神淡路大震災から多発する巨大地

震を受けて、市民の皆様の防災に対する意識も高

まり、特に平成23年東日本大震災による甚大な津

波災害に伴い、沿岸部にお住まいの皆様の津波災

害に対する意識は非常に高いものと認識をいたし

ております。加えまして、平成30年７月豪雨を経

験した当市におきましては、それ以降も全国的に

多発する豪雨災害を受けて、市民の皆様の防災意

識が向上していると考えております。 

しかしながら、防災意識の向上と比べ、家庭・

地域における訓練の実施、また災害への備え等の

防災・減災対策が市内全域に広がりを見せていな

いといった現状があるのも事実として受けとめて

おります。まだまだ災害への備えについて不安を

抱いていらっしゃる市民の方が大勢いらっしゃる

ということを受けとめまして、さらなる防災啓

発、訓練の実施、また、自主防災組織の育成など

を行ってまいりたいと考えております。 
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以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ありがとうございます。 

その自主防災組織についてなんですけれども、

この西予市の旧５町の地域で防災に対する認識や

対応をする災害の種類というのも当然違うわけで

ございますけれども、三瓶・明浜の津波とか、野

村・城川においては土砂崩れ、また川の氾濫等あ

るわけですけれども、市民の防災意識の中での情

報共有はどのように行っているのかお伺いいたし

ます。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

自主防災組織の情報共有でございますけれど

も、年１回の各組織の代表者にお集まりいただき

まして連絡会を開催いたしております。また、各

旧町単位での連絡会も開催をいたしております。 

また、地域防災リーダーとして養成を行ってお

ります防災士につきましても、西予市防災士連絡

協議会を結成し、研修会の実施並びに横の連携、

情報共有を図っているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

その中で地域や自主防災組織に温度差があると

思うんですけれども、そのことに対してはどのよ

うに理解をされておりますか。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

議員ご指摘のとおり温度差があるということは

こちらとしても認識をいたしております。災害発

生時における自助、共助の重要性を含めまして、

各地域や組織における訓練、講座の実施につきま

しては、自主防災連絡会などの機会を通じまして

啓発に努めているところですけども、地域や組織

によりましては訓練等の実施頻度、またその内容

に差異があることは、先ほど議員のご指摘のとお

りでございます。そういったことを踏まえまし

て、近年増加傾向にあります大規模風水害や将来

発生が予測されております南海トラフ地震に備え

るためにも一層啓発に努めていくというふうに考

えております。 

以上でございます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ありがとうございます。 

私ホームページを見てたときに、自主防災組織

ってどういう情報が入ってるんかなあと思ってホ

ームページを見たら自主防災組織に対するホーム

ページがほとんどないんですよね。他市がどうな

のかと思って県内の他市をずっと一つずつ見よっ

たら、今治市のホームページには自主防災組織と

いうところがあって、自主防災組織とはどういう

ものかとか、訓練の方法とか、そういう申し込み

の仕方のフォーマットとか、いろいろ出てるわけ

ですよ。そういうのがあるとないだけでも市民の

意識というのは変わってくるんじゃないかなと思

うんですけれども、そういうホームページの掲載

についてどのような考えがあるのかお伺いしたい

と思います。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

議員ご指摘のとおり、自主防災組織の活動内容

等につきましては、現在ホームページでの情報発

信は行っておりません。ご指摘のとおり、効果的

な情報発信というものは、市民の防災意識の高

揚、また、各組織間の情報共有につながるなどの

効果が期待されるところでございます。ホームペ

ージをはじめとする情報発信につきましては、今

後検討してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

私なりにちょっと考えてみたんですけども、先

ほど言った温度差が地域によってあるのは仕方が

ないんですけれども、ここの地域には年にこのぐ

らい防災訓練してますよとか、そういう情報を上

げるだけでも、防災組織のリーダーをされている

皆さんが見ればうちもやらないけんなとか、そう

いう気持ちになられるんじゃないかなという気も
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いたしておりますのでぜひ進めていただきたいと

思っております。 

次３点目なんですけれども、ダムの運用状況に

ついてお伺いをいたします。 

２年前の豪雨災害の中でも、西予市において

は、人命を失った大きな原因となったのがダム操

作でありました。その後いろいろ国交省とのお話

し合いもあったようですけれども、現状の運用状

況をどのように評価されているのかお伺いをいた

します。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

ダムの運用状況の評価でございますが、具体的

にこちらのほうが評価をするというのはなかなか

難しいところではございますけれども、野村ダム

の運用につきましては、本年４月に肱川ダム統合

管理事務所が設置をされまして、これまで肱川水

系の野村ダムを野村ダム管理所で、鹿野川ダムを

山鳥坂ダム工事事務所でそれぞれ管理をされてき

ておりました。 

今回その運用を一元化し、防災機能の強化を図

られ、一層の連携強化に努められているというこ

とで、こちらとしては評価をさせていただいてお

ります。 

また、西予市と野村ダムとの関係だけでなく、

流域全体でのタイムラインの策定と情報共有サイ

トが立ち上げられておりまして、流域全体の自治

体、また関係機関が連携した防災・減災活動が行

われているということで理解をさせていただいて

おります。 

以上でございます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ありがとうございます。 

私も今回、７月５日やったですかね、６日やっ

たですか、大雨のときに、市も対策本部を設置さ

れましたけども、朝、２年前のことがちょっと気

になりまして、どうなってるんかなと思って肱川

の上流の多田のトンネルの手前からずっと川沿い

に、鹿野川下って大洲市までちょっと走ってみま

した。そしたら野村ダムも鹿野川ダムも水位が私

が思ってたよりかなり下がっておりまして、安心

をしたわけでございます。 

今後野村の川の改修とかというのも進むようで

ございますので、ぜひ市としてもかかわっていた

だいて、安心・安全のほうに努力をお願いしたい

なと思っております。 

次に、災害の予防対策について質問させていた

だきます。 

毎年のように起こるこの近年の災害、冒頭にも

言いましたけれども、南海トラフ巨大地震の発生

確率は、平成13年の地震調査会での発表で、30年

以内に60から70％、2018年には70から80％という

ふうになりました。30年と言われ始めてからもう

７年が経過しているわけでございます。未だ地震

予知や予測が困難なというふうに言われている

中、我々にできるのは災害に対する準備しかない

のではないかと思っております。 

市として災害の予防対策としてはどのように考

えておられるのか質問させていただきます。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

当市の災害予防対策についてお答えをさせてい

ただきます。 

議員ご指摘のとおり、各種災害に対する事前の

予防対策は非常に重要なことと考えております。

地震災害につきましては、事前予測は非常に困難

でございまして、避難所、特に津波緊急避難場所

の整備と合わせまして、防災啓発や訓練の実施等

が非常に重要となると考えております。 

一方、風水害につきましては、近年の気象情報

の発達によりまして、ある程度予測も可能となっ

ており、気象台等関係各機関が発表いたします情

報と合わせまして、市単独の雨量計等も設置し、

事前の予防対策を行っているところでございま

す。 

しかしながら、梅雨時期の豪雨災害など近年予

測が難しい豪雨も発生をいたしておりますことか

ら、地震災害と同様にハード・ソフトが両輪とな

った災害対策が今後も必要であると考えておりま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 
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災害の予防は、今部長も言われましたけれど

も、もちろん危険箇所等を把握するということも

大事ですし、危ないと思ったところに補強工事と

か改修工事をしていただくなどハードが必要なこ

とは当然なんですけれども、それより大事なの

は、市民の皆様お一人おひとりがその情報を共有

していること、ここは危ないんだとかね、そうい

う情報を共有していることということと、市もで

きる限りの情報も開示していくということが、私

は必要ではないかなと思っております。 

最近では防災対策としてライブカメラを設置し

て、ホームページ等にその状況を常時映されてる

自治体がたくさんあります。 

私は、一昨年やったですかね、佐渡市に視察に

行かしていただいたときに、佐渡市の情報を見よ

うかなと思ったときにライブカメラというのがあ

りまして、そこをちょっと入れますと、佐渡市は

島ですから、周辺ずっと20カ所ライブカメラが設

置されてありました。それはもちろん防災のため

ですけれども、これいいなあというふうにそんと

きもちょっと思ったんですけれども、西予市は、

このライブカメラ、ケーブルテレビはなんか見た

ことあるような気がするんですけれども、西予市

のライブカメラの設置状況を教えていただきたい

と思います。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

現在防災に対する市単独のライブカメラといた

しましては、津波対策として明浜町俵津、高山、

田之浜、三瓶町朝立、津布理の５つの地区に設置

をしておりまして、先ほど議員が申されましたと

おり、それぞれのカメラの映像につきましては西

予ケーブルテレビの12チャンネルで配信を、13チ

ャンネルですかね、そちらのほうで配信をいたし

ております。 

以上でございます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

西予市内には、西予市の設置したライブカメラ

以外にも、私たちもダムのほうに視察行かしても

らったときに、鹿野川と鹿野川の管理事務所です

か、あそこ見たらあそこにもライブカメラがダム

の様子が映っとったり、高速道路見よってもイン

ターのところにライブカメラがあったりするわけ

ですよね。先ほどもちょっと言いましたが、そう

いうのをホームページに、ケーブルテレビは見え

るかもしれんけど、なかなか災害のときぐらいし

か見られんと思うんで、ホームページに常にライ

ブカメラの情報が見えるようにはできないのかな

と思うんですがいかがでしょうか。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

ライブカメラの映像をホームページで見れるよ

うにできないかというご質問でございますけど

も、国・県におきましては道路、河川に設置して

おりますライブカメラをそれぞれのホームページ

用のサイトで掲載もされているようでございまし

て、そういったものを一元化して市のホームペー

ジでリンクを張るといったことについては、今後

検討してまいりたいと考えております。 

先ほど申し上げました西予ケーブルテレビで流

しております映像につきましても、合わせてホー

ムページ上で見るような方法を今後研究を進めて

まいりたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ぜひ進めていただきたいと思います。このライ

ブカメラには、防災のための機能はもちろんです

けれども、常時映っとるということは、素晴らし

い景観とか、名所などがあるのを知っていただく

というツールにもなるわけですよね。この後ジオ

パークの質問もさせていただくんですけれども、

例えば西予市には大野ヶ原であるとか、狩浜の

段々畑、城川の棚田100選、野福トンネルを抜け

たところからの明浜の景観とか、また法華津峠か

ら宇和海を見た景観など、そういうのを数えれば

切りがないほどたくさんある、だからジオパーク

なんですけれども、そういうところを魅力発信す

るにはこのライブカメラというのは、僕は絶好の

ツールやないかなあというふうに思うわけですよ

ね。ですから今ある現在の５つの西予市が設置し

ているところにプラスして、ぜひそういうところ

も設置して、市民の人に見ていただく、またそれ
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がジオとしての全国に情報発信することになるん

じゃないかと思うわけですよね。 

先日、今回ジオパークの質問しようかなと思っ

たときに、大野ヶ原行ってみようと思って、いろ

いろ情報見てましたら、久万高原町のライブカメ

ラに、四国カルストのほうをちょうど見よったん

ですけど、久万高原町は石鎚山と面河渓と四国カ

ルスト、姫鶴平とか、五段高原ですね、あの辺の

ライブカメラを常時やっとるわけですよ。これい

いなと思って、たまたまその日が天気がよかった

もんですから、本当にこれ効果があるんじゃない

かなというふうに僕は思ったんですけど。そし

て、大野ヶ原から姫鶴平、五段高原、天狗高原と

ずっと走らせてもらったら、大野ヶ原も結構観光

客の人来ていただいておりましたけども、姫鶴平

行ったら桁違いでした。キャンプされとったり県

外ナンバーがたくさんあったり、本当にそれが情

報発信の仕方でなるのかどうかちょっとわかりま

せんけれども、このジオパーク、この後の展開に

ありますけれども、やっぱりそういうところの災

害だけじゃなくて両方が併用できるということか

ら考えても設置に向けて進んでいただければな

と、ぜひチャレンジしていただきたいと、これは

私の要望ですけどもお願いしたいと思います。 

次に、ドローンの活用について質問させていた

だきます。 

近年ドローンというのは、色んなところで利活

用が進んでおりますけれども、西予市のドローン

は何台持たれているのか質問させていただきま

す。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

ドローンにつきましては、平成27年度に林業課

に導入いたしまして、その後平成30年７月豪雨災

害後に建設課、農業水産課に各１台、合計３台を

導入いたしておるところでございます。 

以上でございます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

どんなときに活用されているのかお伺いをいた

します。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

ドローンの活用でございますが、主に被災後に

おきまして安全性の確保が難しい場所等の迅速な

被災状況の把握、また、災害査定時における写真

撮影等に活用をいたしております。 

以上でございます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

先ほど言いましたように、ドローンは様々な分

野で今利活用をされてたり、実証実験が行われた

りしております。私も考えてみたときに、災害の

ときに信宮議員がご自分のドローンを出していた

だいて、我々ちょっと見せていただいたりしたん

ですけれども、本当に便利なツールじゃなという

ふうに思ったんですが、西予市のような地形、も

うちょっとなかなか行くのも大変、山の上のほう

は見るのも大変というふうなところには本当に利

活用が期待されるんじゃないかなと思うんです

が、今３台という話だったですけども、特に野村

とか城川とか、そういう地形のところには、やっ

ぱり１台ぐらい用意しとったほうがいいんじゃな

いかなと私は思うんですがそういう点はいかがで

しょうか。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

議員ご指摘のとおり、安全性の確保が難しいと

ころ、もしくは、なかなか確認がしづらいところ

について、ドローンを活用してそういった現場把

握、現状把握等また、それ以外の活用について

も、いろいろな分野で期待されるところでござい

ます。 

特に野村・城川というようなご質問でございま

したけども、そのあたりにつきましては、今後そ

の活用をどういうふうにしていくかということ

で、内部で十分検討させていただきまして、その

上で、その導入についてはまた考えてまいりたい

というふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 
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ぜひよろしくお願いします。 

東京あきる野市では、安心・安全なまちづくり

の取り組みの一環として、災害発生時の情報収集

とか、支援物資の輸送、人命救助でドローンを活

用するなど防災力の強化を図られており、ここは

大型ドローンなんですけども、その実証実験をし

ていたり、そのためのオペレーターを育成された

り、またよそから研修状況を受け入れて教えてあ

げたりとか、そんな取り組みも東京あきる野市で

はされておるようなので、ぜひ西予市もチャレン

ジをしていただきたいなと思っております。 

次に、３番災害対策本部からの情報発信につい

て質問させていただきます。 

警報が出て災害対策本部が設置されてから、市

民に対しての情報発信の方法はどのようにされて

いるのかお伺いいたします。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

災対本部からの情報発信につきましては、基本

的に防災行政無線、屋外拡声子局、また、戸別受

信機による発信、合わせまして緊急速報メール、

市ホームページ、ツイッターなどのＳＮＳ、そし

て暮らしのアプリなど多様な手段で発信に努めて

おるところでございます。 

また、県の災害情報システムを介しまして、各

テレビ局に対して避難所開設状況や避難情報が配

信されることとなっております。今後、西予ケー

ブルテレビともこの連携につきましてはさらに強

化をしてまいりたいと考えております。 

しかしながらその一方で、多様な情報発信を行

う場合の手間でありますとか人員の確保などの問

題も発生しております。重要な情報が漏れなく確

実に伝達できるよう情報推進室とも連携して研究

を重ねてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ありがとうございます。 

今言われましたその情報発信ですけれども、３

回目になりますけど、恐縮ですが、ホームページ

からの情報発信について質問させていただきたい

んですが。 

情報発信は今言われたようにいろんなチャンネ

ルがあった方がいいと、市民の方もいろんなとこ

ろから、自分の得意なところから情報収集をされ

るわけですから、たくさんのチャンネルあったほ

うがいいと思うんですけど、特にホームページは

市の窓口とも言えるものでありますし、知りたい

ときにやっぱり西予市のホームページをぱっとあ

けたときに、１面というか上げたところの画面

に、今現在コロナ対策というのがありますけれど

も、ああいうような感じで、災害対策本部ができ

たときにはそこを押せば、そのときの災害の情報

がタイムリーにいろんなことが入ってくる。私も

欲しかったんでいろいろ見よったんですけど何ち

ゃないなと。災害対策本部からは何もない。えん

やろかこれでというふうにちょっと思ったわけで

すよ。できたら天気図であったり雨量であった

り、先ほどから言よるダムの情報であったり、川

の状況であったりとか、そういうのがわかったり

すれば、多少安心感もあるという、私のような今

住んでるところがそれほど危険地域ではない自分

でもこの２年間で災害に対する意識というのはや

っぱり多少上がってきてるわけですよ。そういう

人はたくさんおられると思うんで、ぜひこのホー

ムページから情報発信するということは考えられ

ないのかお伺いをしたいと思います。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

災害時の情報発信についてのご質問でございま

すけども、災害時の避難情報等の発信につきまし

ては防災行政無線での発信に合わせて災害対策本

部広報班において対応することといたしておりま

す。 

議員ご指摘のとおりホームページを、その際災

対本部単独で設置をする、開設をするといったこ

とについてまだ取り組みのほうはできておりませ

んけれども、避難情報に限らず災害関連の情報を

逐次発信できるように、今後環境改善に努めたい

というふうに考えております。 

議員が言われました災対本部のページをホーム

ページ上に設けまして、様々な情報を集約して市

民の方々に情報提供できる、先ほど申し上げまし

たライブカメラの映像でありますとか、関係機関

の情報ページとのリンク、そういったことも含め
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て、そういったホームページにできるようまた情

報推進室と合わせて、研究、検討を進めてまいり

たいと考えております。 

以上でございます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

これも合わせてですけれどもＳＮＳが今発達と

いうか、皆さん大分使われるようになって、いろ

いろ進化してるところですけども、一時フェイス

ブックとか、ツイッターとか西予市もいろんな部

署から情報発信がされてたように思うんですけ

ど、最近ちょっとあまりしてないんかなというふ

うな感じをしております。 

ＳＮＳの活用についてはいかがでしょうか。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

ＳＮＳでの発信につきましても考え方は先ほど

申し上げたとおりでございます。ホームページで

発信しました内容をフェイスブック、またツイッ

ターなどのＳＮＳ、そして、せいよ暮らしのアプ

リでも配信をいたしておりまして、多様な手段で

の発信に努めているところでございます。 

今後もそういったところでの配信をしまして市

民の皆様に必要な情報を提供できるよう努めてま

いりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

次に、大きな４番目市道管理について質問させ

ていただきます。 

西予市のこういう広い地域ですけども、まず市

道の総延長がどのぐらいあるのか教えていただき

たいと思います。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

市道の距離についてお答えいたします。 

今年４月１日現在で、まず各地区別になります

けど、明浜地区で39.24キロメートル、宇和地区

で379.02キロメートル、野村地区425.33キロメー

トル、城川231.91キロメートル、三瓶82.09キロ

メートルとなっており、全部で2,413路線、総延

長で1,157.6キロメートルとなっております。イ

メージとしては、高速道路で東京から福岡間の距

離があるということでとらえていただいたらと思

います。 

以上でございます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

今の東京から福岡でちょっとびっくりしました

けども、それほど遠いんやなという、市道が長い

んやなというふうに感じました。 

その市道ですけれども、管理の方法はどのよう

にされているのか。また、市道は巡回パトロール

等もされてると思うんですけれども、そういう頻

度とかもしわかりましたら教えていただきたいと

思います。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

市道の管理、巡回につきましては、本庁の建設

課及び各支所産業建設課に職員がおりまして、市

内業務の現場移動時に点検パトロールを行うとと

もに、特に梅雨どきや台風の出水期前及び大雨の

後には重点的にパトロールを行っております。 

さらに５月から10月にかけましては、会計年度

任用職員を雇用しておりまして、草刈り等を実施

するなど市道の適正管理、安全管理に努めている

ところでございます。 

また、区長さんや通行する市民の皆様から、路

面の損傷等について通報をいただいた箇所は、事

故を防ぐために迅速に応急処置をとるなど対応

し、市道の安全管理に努めているところでござい

ます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ありがとうございます。 

私も走りよって、ここ最近市道に赤いマーク

が、丸付いとったり、ちょっとへこんどるとか、

そういうところがあったのは何カ所か見たんです

けども、そういう市道の不具合があった場合、市
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民の人から通報があるということもあると思うん

ですけれども、そういう頻度みたいなのはわかり

ますかね。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

市道の例えば陥没するとか舗装が傷んでいると

かそのような情報ですけど、令和元年度西予市全

体で750件余りの通報をいただいております。そ

の中でも、先ほどの道路の距離と比例するよう

に、宇和地区で150件余り、野村地区で300件余

り、城川地区で250件余りの通報をいただいてお

ります。 

本年令和２年度では260件余りの道路に関する

情報をいただいているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ありがとうございました。 

今回、ちばレポの導入ということで、今回３回

目の質問になるんかな、質問しようかなと思った

んですけれども、これは2017年６月の議会で、自

治基本条例と市民の協働が必要という中で、ちば

レポの導入ということの提案をさせていただきま

した。 

その時の答弁の一部ですけども、都市部におけ

る顔の見えないと言いますか、そういった社会環

境においてマッチした施策であり、そういった大

きな自治体においてはマッチした手法ではなかろ

うかというふうな考えということと、西予市のよ

うに日頃から近所付き合いのあるコミュニティを

重視した地域においては、そのＩＣＴ活用したや

りとりだけでは、田舎のよさというか強みという

か、そういったものがなかなか発揮できないとい

うふうなことで、余り導入の予定はないという答

弁でございました。 

今の部長の答弁聞いておりますと、本当に多く

の人が協力していただいておるというのはもちろ

んなんですけども、今ちょうど地域づくり活動セ

ンターを西予市が、今後人口減少に伴ってやろう

としている中で、前回の質問で自治基本条例の話

をしましたけども、市民との協働というのが一番

大事だし、今から人口が本当に減ってきて、田舎

が、地域が生き残るにはどうしたらいいかという

中で、市民の人が、今回自治基本条例で新たな仕

組みができても、市民の人にそっぽ向かれたらう

まくいかないわけですよね。だからそういうため

に少しでもかかわっていただくためにどうかとい

うことで、前回は自治基本条例を市全体でつくっ

ていったらどうかというふうに言ったんですけど

も、今回は地域づくり活動センター用の条例をす

るというふうな答弁やったということで、今回も

う１回、このちばレポを引っ張り出しまして、協

働という市民の皆さんから、これは道路の不具合

とかいろんなものの不具合ですけども、そういう

ふうなことで興味を持っていただくということが

大事かなと思って質問をさせていただきました。 

ぜひそういうことも頭に入れながら、今後も進

めていただきたいなと思うんですけれども、先ほ

どと同じように、ＳＮＳも今発達しとるわけで、

ちばレポ自体はなかなか大がかりな仕組みなんで

難しいと思うんですけど、今ＬＩＮＥのアプリを

使って、道路の傷んだ箇所を映して通報するとか

いうような、そういうＳＮＳを活用した方法もあ

るんですけども、そういうふうなものについて

は、道路の管理としてはいかがでしょうかね。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

ＳＮＳの活用についてお答えいたします。 

近年住民の方から貴重な情報を効率よく集め、

迅速に処理対応することで市民サービス向上につ

ながる手段として、ＬＩＮＥによる情報提供を開

始している自治体もあるようです。四国の中でも

高知県四万十市が試験的に導入していると聞いて

おります。 

西予市としても限られた職員で効率的に維持管

理をしていくという意味でも、大変便利なツール

であることは理解はできますけど、現段階でまだ

導入に踏み切っていないところでございます。 

また当市におきましては、現在市のホームペー

ジの市民の声を通して、担当課へ直接質問や報告

をメール連絡できる機能があり、連絡を受けた担

当課が迅速に問題を処理していく仕組みが構築さ

れておりますので、当面はこの仕組みを活用して

いきたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 
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○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

次に、５番目ドライブレコーダーの活用につい

てなんですけども、西予市は公用車に今ドライブ

レコーダーを付けていただいておるんですけど

も、その活用で、先ほどのちばレポではないんで

すけども、今進んでるところは、そういうドライ

ブレコーダーの画像を活用して、いろんな不具合

を検出したり、チェック表をつくったりというふ

うなことで、栃木県日光市では、道路附属物維持

管理システムと言って、言うたら標識とか、そう

いうものをドライブレコーダーの映像を解析する

ことで管理リストというかチェック表を４カ月で

作ったというふうな実績が載っておりました。 

今ＡＩとかＳＮＳが発達している中で、今後ド

ライブレコーダーの活用もお願いしたいと思うん

ですけれども、今あるドライブレコーダーは、何

か活用されているところがありますかね。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

市道の管理におけるドライブレコーダーの活用

についてのご提案でございますけど、西予市は、

現在順次公用車にドライブレコーダーを設置して

おります。またこのドライブレコーダーの本来の

目的としましては、公用車が関係する事故状況等

の記録ではありますが、先ほど提案していただき

ましたように、他県におきましては民間企業とタ

イアップし、システムを開発し、ドライブレコー

ダー等を道路管理に活用している機関もあるよう

でございます。 

今回二宮市議からは、ちばレポ、ＳＮＳ、各種

の情報通信機器を活用し、西予市の広範囲にわた

る市道の維持管理体制への提案をしていただきま

した。それぞれ便利なツールであるとは思われま

すが、道路の維持管理部門だけで導入するとなる

と西予市の地域性や費用対効果を考えると簡単に

導入は難しいと考えられます。これまでどおり当

面は、地域の区長さんや市民の皆様との身近な声

との連携を通して、安全な道路への維持管理に努

めていきたいと考えておりますので、ご理解いた

だいたらと思います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

こういうＳＮＳとかＡＩについては、今後多分

質問の機会が度々あると思いますんで、ぜひまた

よろしくお願いします。 

続きまして、大きな２番目ジオパークについて

質問させていただきます。 

日本ジオパーク委員会の査定についてですけれ

ども、次回の再認定に向けた取り組み状況、再認

定というか再々認定になると思うんですけれど

も、それに対しての取り組み状況と課題等があり

ましたらお伺いしたいと思います。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

二宮議員におかれましては、日頃からジオパー

ク推進にご理解、ご協力を賜り感謝申し上げま

す。 

さて議員ご指摘のとおり、四国西予ジオパーク

は平成25年の認定から来年度は８年目を迎え、２

回目となる再認定審査が行われます。 

審査は、書類審査と現地審査を通じて様々な観

点からチェックされることになっております。 

スケジュールでございますが、例年ですと来年

のちょうど今頃９月中旬ぐらいまでに、ジオパー

クでの地質、地形遺産の保全や拠点施設の状況、

管理運営体制、地域内の学術研究情報と環境教

育、ジオツーリズム、持続可能な地域経済、防

災・減災など、非常に多岐にわたる項目につきま

して、現況報告書と自己評価表を日本ジオパーク

委員会に提出し、その後、10月から11月にかけて

審査委員数名による現地審査を経て、認定か否か

が決定されることになっております。 

再認定に向けた市の取り組み状況でございます

けれども、日本ジオパーク委員会から出されてい

る再認定審査方針では、持続可能な形でのジオパ

ーク運営や活動を目標に、前回審査時に指摘され

た問題点をどのように対処し、解決に向けて具体

的な努力をしているか、また、その地域に合った

やり方で住民、行政、研究者などの関係者がとも

に考え続けて、ジオパークの活動が質、量ともに

充実しているかということが審査の重要な判断基

準になるとされております。 
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平成29年度に実施されました再認定審査時に指

摘された主な事項は、大地と人とのつながりがわ

かるストーリーの構築と共有、推進体制の充実、

ジオサイトの保全、有形無形文化遺産の活用、ジ

オパーク活動への住民参加の拡大などに関するも

のでしたが、これらの指摘事項につきましては、

四国西予ジオパーク推進協議会の中に、保全・教

育・観光・物産といった４つの部会を設け、それ

ぞれの部会が定期的に開催され、市民による活発

な話し合いと活動が行われているところです。こ

の部会ごとの具体的な取り組みの事例報告も審査

時には大きな加点になると考えて取り組んでおり

ます。 

以上になります。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ありがとうございます。 

なかなか私たちの見えにくいところで結構動い

てるんだなということは今の答弁でわかったんで

すけども、２年前の豪雨災害で、そのジオサイト

も大きな災害を受けたわけですけども、そのジオ

サイト、特に桂川渓谷などのジオサイトについて

は、防災教育として活用していくというふうなこ

とだったと思うんですが、その取り組み状況につ

いてはいかがでしょうか。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

お答えいたします。 

前回の再認定を受けた半年後に、平成30年７月

豪雨災害を経験いたしましたが、被災後、日本ジ

オパークネットワークに所属する専門家も現地調

査に入っていただきまして、今回の災害経験をジ

オパークの視点を加えた防災・減災活動として生

かす仕組みづくりや地域の地形を題材とした減災

教材の製作についてご協力いただきまして、現在

では、地域や学校への出前講座などに、この教材

を活用しております。 

また、被災後の桂川渓谷におきましても、昨年

度までに５団体71人が、防災学習の視点を取り入

れたジオツアーを行っていただいております。 

さらに、先般、第２次四国西予ジオパーク推進

計画を策定させていただきまして、その中にも防

災・減災への取り組みといった項目を新たに設け

ましたので、これらを計画的かつ継続的に実施す

ることが重要だと考えております。 

以上になります。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ありがとうございます。 

先日、先ほどの大野ヶ原に続いて、ちょっと法

華津峠どうなっとるんかなと思って、法華津峠見

に行きました。法華津峠行ったら、そこにジオの

字もないんですよね。ジオパークというのが全然

ない。家帰ってホームページ見たら、ジオサイト

にはなってないけれども、肱川上流エリアの見ど

ころというのに法華津峠がなってたり、ジオガイ

ドの紹介の中には、ジオサイトになってるんです

よね。どっちが本当なんかなあというふうにちょ

っと思ったりするんですけど、今後ホームページ

との情報の精査も必要じゃないかなと思っており

ますんで、そこのところもぜひお願いしたいなと

いうふうに思います。 

それで、次にこの認定に必要なものですけれど

も、再認定に本当に必要だと今考えておられるも

のは何なのかお伺いしたいと思います。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

先ほどもジオパークとして行うべきことは多岐

にわたっているというようなことをご答弁差し上

げたところではございますけれども、まず、再認

定審査時の指摘事項に対する対応等も盛り込みま

した第２次四国西予ジオパーク推進計画に基づい

た活動を市民や団体、組織、研究者等の協力を得

ながら計画的に実施していくことが最も重要だと

考えております。もちろん行政内部におきまして

も、部局を越えた連携と情報交換がこれまで以上

に必要だと考えております。 

また、先ほど議員ご指摘ございましたが、活動

の見える化も必要だと考えておりまして、平成

30年度からは、四国西予ジオパークのホームペー

ジやフェイスブックで活動状況やジオサイトの情

報などを積極的に情報発信を心がけております。 

さらにジオパークでは、ネットワーク活動も重

要視されておりまして、再認定審査時に提出する
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現況報告書の中にもその活動内容を記入しなけれ

ばなりません。特に、来年度は２回目となる再認

定審査でもございますので、今までのようにネッ

トワーク活動、ここでいうネットワーク活動とい

うのは日本の全体のジオパークへの貢献という意

味でのネットワーク活動のことでございまして、

それへの単なる参加だけではなく、日本ジオパー

クネットワーク全体に貢献できる活動も視野に入

れる必要があります。 

そこで、来年島根県松江市で開催される予定の

日本ジオパーク全国大会やそれに合わせて本市で

予定されております全国研修会などを通じて、豪

雨災害後の経験事例を他のジオパーク地域と情報

共有し、日本のジオパークにおける新しい防災・

減災活動のあり方について共に考えるような取り

組みを専門家等のアドバイスを受けながら進める

予定でおります。 

以上になります。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

４年前の再認定のときは、やっぱり市民の盛り

上がりがどうのこうのというふうな話だったん

で、それを受けて我々議会も、市民の皆さんはち

ょっとどうなんかなと思うんですけども、市民の

皆さんも忘れないように、議長の許可を得て６月

議会、この議会とこういうジオパークのポロシャ

ツでやらしていただいてるということで、ぜひ市

民に向けての情報発信もよろしくお願いしたいな

と思います。 

それで、このジオの取り組みの中にはジオガイ

ドもいろいろ育成したりしてるんですけれども、

このジオガイドの利用状況というのはどのように

なってるか教えていただきたいと思います。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

ジオガイドの利用状況につきましては、令和元

年度の集計を見ますと、合計54団体、1,448人が

ガイド付ジオツアーに参加していただいておりま

す。その内訳でございますけれども、一般が37団

体で695人、学校関係が17団体で753人となってお

ります。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

思ったより利用していただいてるなと思うんで

すけど、こういう利用状況も先ほど言った情報発

信のツールにぜひしていただきたいなと思います

んでご検討よろしくお願いします。 

続きまして、ジオミュージアムについて質問さ

せていただきます。 

ジオパークの出発点である城川の地質館を移転

して、新たな西予ジオパークの拠点として、城川

に今から建設をするということでございますけれ

ども、このジオミュージアムが果たす役割につい

てお伺いいたします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

ジオミュージアムについてのご質問がございま

した。 

ご質問にありましたジオミュージアムは、西予

市が掲げるジオパークを通じて、地域の魅力を再

発見し、地域に対する郷土愛を育むとともに、経

済への好循環を目指した持続的な取り組みの中核

をなすことを目指す四国西予ジオパークの拠点施

設として期待しているものです。 

期待される役割についてのお尋ねがございまし

たので、４つの視点からお答えさせていただきま

す。 

まず１つ目として、この施設で、幅広くジオパ

ークや地域の自然に関して学ぶ機会を提供し、地

域全体で学びへの意識が高まることを期待してお

ります。特に、市内の小中学校において計画的か

つ効果的な活用をしてもらえるよう、例えば、教

員ＯＢなどが中心になって構成されているジオパ

ーク推進協議会の教育部会で検討していただくこ

とになっております。 

２つ目には、この施設が、各ジオサイトをつな

げるハブ機能になることを期待しております。施

設で楽しく遊びながら四国西予ジオパークについ

て学んでもらい、興味を持って、市内各地のジオ

サイトへ送り出し、回遊を促進することで、地域

活性化に貢献することも整備する目的のひとつで

あります。 

３つ目には、専門家との連携を担う施設になる

ことであります。ジオパークを地域資源の保護に
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役立てていく上で大切なのは、地域の宝を守りた

いという住民の思いとそれを支える専門家との連

携だと言われております。これまで評価されてい

なかったものでも、専門家の調査や研究が加わる

ことでその価値は高まると理解しております。西

予市内におきましても、大学の教員などの専門家

によって、様々な分野で調査・研究が行われてお

りますが、この施設を多面的に活用してもらうこ

とで研究者の連携を深めることができます。そし

て、その成果をミュージアムでの学習会や企画展

等を通じて市民に還元してもらうことで、地域資

源の価値をさらに高め、保護・保全につなげるこ

とが重要だと考えております。 

最後に、地域の人たちや近隣施設との連携を担

う施設になることです。城川地域の中心部に整備

することになっておりますため、近くにはギャラ

リーしろかわや道の駅きなはい屋、城川歴史民俗

資料館などもあります。ミュージアムの屋内及び

屋外には、地域イベントなどで活用可能なスペー

ス等も確保しておりますので、近隣施設と連携し

て、地域の賑わいづくりに寄与できる施設になる

ことも大いに期待しているところです。 

以上、長くなりましたが、４つの視点について

ご説明させていただきました。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

楽しみではあるんですけれども、その場所が城

川地区ということで、この広い西予市の中で、特

にジオは大きな４つのエリアがある中で、城川地

区が拠点ということに対して、情報発信の場とし

てどうなのかなという心配がちょっとあるわけで

すよね。どんぶり館とかにコーナー置いたりして

るんですけれども、今ちょうど隣に駅前の複合施

設できてますけども、ああいうところに情報発信

の場というのはできないものかなと思うんですが

いかがでしょうか。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

情報発信についてご指摘いただきました。 

議員ご指摘のとおり施設の立地から、利用者に

よってはご不便をかける場合もあろうかと思いま

す。ご指摘ございました複合施設での情報発信に

つきましても前向きに検討してまいりたいと思っ

ておりますのでよろしくお願いいたします。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

最後の質問になるんですけども、ジオパークが

もたらす今後の可能性、私の感じではもうちょっ

と広がりが欲しかったかなという、この年数から

したらなんですけども、西予市としては、今まで

のこの７年間になるんですか、それをどの様にこ

のジオパークが認定されてからの西予市としての

状況を分析されているのか、短目にお願いしま

す。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

ジオパークがもたらす可能性につきまして、認

定から７年が経ちました。地域づくりを通じたジ

オパークの活動やジオの恵みを生かした農林水産

業、ジオガイドの活用を観光事業として展開する

ことなど、ジオパークを通じて、西予市ならでは

の観光産業を創出し、地域の持続的な発展につな

がる可能性が生まれていることはジオパークの成

果だととらえております。その他ジオパーク活動

の目的は、地域ごとに違いのある様々な地域資源

に関心を持ってもらい、西予市を好きになる、市

民や子どもたちを増やす活動をベースとしており

まして、こうした活動がこれまで続いてきたこと

によりまして、地域で守るべき地域の宝への理解

や郷土愛が市民や子どもたちに根づき始めている

と、こう考えて、これが主な成果だというふうに

考えております。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

今後の可能性についてはいかがでしょうか。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

先ほどから説明しておりますようにジオパーク

では、行政主導型より地域住民主導型の取り組み

が求められております。 

住んでいる人たちが地元の素晴らしさ、そして

自然や文化の価値を知って大切に守って、教育や
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持続的な開発に生かす取り組みを推進しておりま

すので、これからも息の長い活動を続けていく必

要があると考えております。 

ジオパークは、自然遺産や文化遺産を大切に保

全しながら、教育や観光にも生かして、西予市全

体を元気にするような仕組みにしていく。そして

さらに、市民や県外の方から見ても魅力的な西予

市にし、移住定住にもつなげていくためにも、ジ

オパーク活動を続けていきたいと考えておりま

す。 

引き続き議員各位のご指導、ご協力をよろしく

お願い申し上げまして答弁とさせていただきま

す。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ありがとうございます。 

本当にせっかく認定をされたジオパークですの

で、我々も市民の皆さんとともに活用できるよう

に努力をしていきたいなと思うわけでございま

す。 

以前から、このジオパークの魅力をわかっても

らうためには、私は西予市で足らないものは宿泊

施設であったり、滞在型の施設とかそういう事業

じゃないのかなと思っております。特にこの４つ

のエリアの地域性を生かしながら、ツーリズムの

事業やアウトドアができる場所にはキャンプ用具

をレンタルしたりとか、トレーラーハウスを貸し

出すとか、何かそういうふうな民間主導で、そう

いうのをやっていただけるような仕組みづくりが

いいのかなというふうに思っておるんですよね。

ぜひそういうふうに進めていただきたいと思いま

す。 

そして今回のこの質問ですけれども、防災を含

めて、ホームページやＳＮＳ、ＩＣＴの活用、ド

ローンやＡＩ技術の進歩を市役所改革の中に入れ

ていただきたいと。また部をまたいで効率的な活

用ができるのか専門的に調査研究をしていただき

たいと、そういう思いで今回こういうホームペー

ジのこと何回も言いましたけども、言わせていた

だきました。できれば市長専任の担当とか、そう

いうふうなところでやっていただければ、もう今

から活用していかないかんのは目に見えとるん

で、ぜひ遅れをとらないようにお願いしたいなと

思っております。よろしくお願いいたします。 

もし返事がありましたらお願いします。 

○議長 

最後５分を切っての答弁はやらないということ

で申し合わせておりますのでご了解をお願いいた

します。 

○15番二宮一朗君 

じゃあ終わります。すいません。時間いっぱい

になりました。本当に答弁ありがとうございまし

た。 

○議長 

自席にお帰りください。 

（傍聴席より「すいません、一つだけいいです

か」との声あり） 

○議長 

傍聴の方においては発言はできませんのでお控

えください。 

（傍聴席より「発言できないってのはおかしい

じゃないか」との声あり） 

（「暫時休憩」と呼ぶ者あり） 

○議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午前11時00分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午前11時15分） 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

先ほど二宮議員からの質問の中でライブカメラ

の答弁をさせていただきましたが、その中で西予

ケーブルテレビの13チャンネルでライブカメラの

放送をしているという答弁でございましたが、正

しくは12チャンネルのサブチャンネルということ

でございますので訂正をさせていただきます。大

変失礼いたしました。 

○議長 

次に、９番山本英明君。 

９番山本英明君。 

○９番山本英明君 

議席番号９番山本英明です。 

ただいま議長より発言の許可をいただきました

ので、通告書、会議規則、申し合わせ事項に従い

まして一般質問をさせていただきます。 

今回は大きく２つを質問させていただきます。 

まず、民間企業へ経営移譲した施設と指定管理

施設について、２つ目、コロナ禍における市内
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小・中学校の施設整備と行事計画についてであり

ます。 

若干通告数が多過ぎまして、与えられた時間を

気にしながらの質問になると思いますがよろしく

お願いしたらと思います。 

初めに、民間企業に経営を移譲した施設につい

てお伺いをいたします。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、

世界中で、日本国中で、また、西予市内で数々の

対策が行われており、我々市民生活にも様々な制

約がある現状であります。民間に経営移譲した市

内の諸施設でも、コロナの影響で現在の営業形

態、また、利用者数などは低調であるとは聞いて

います。なかなか思うような成果が上がらず、経

営移譲した民間企業からも情報が入りにくいとも

聞いていますが、それでもあえてここでお伺いを

いたします。 

まず、ありがとうサービスに経営を移譲した游

の里、ほわいとファーム、クアテルメ宝泉坊、宝

泉坊ロッジのその後の状況をどのように把握して

おられますかお伺いをします。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

今年４月１日から株式会社ありがとうサービス

に経営移譲している各施設の状況について報告を

させていただきます。 

游の里健康センターでは、施設ロビーにおいて

昭和初期を思わせるレトロな空間として、その当

時の看板などを設置して雰囲気に変化をもたら

し、軽食コーナーが復活をしております。ほわい

とファームにつきましては、施設販売コーナーに

おいて、日常的に利用する生活必需品、これまで

販売していなかった地域の特産品も販売するよう

になり少し変化をもたらしております。宝泉坊ロ

ッジ、クアテルメ宝泉坊につきましては、通常業

務のほか、健康器具設置箇所において、地元から

ご要望がございましたダンス講座を開設している

と伺っております。 

これら４施設に係る建物の譲渡、貸し付け及び

土地の貸し付けの契約につきましては、最低でも

令和２年度から令和11年度までの10年間施設を運

営していただくこととなっております。 

今後、施設を運営していただくことによって、

雇用の確保、原材料などの調達等地域経済への貢

献、施設を利用していただく市民の皆様へのサー

ビスの提供など、様々な効果が予測されておりま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

山本英明君。 

○９番山本英明君 

それぞれに改善がなされており、10年間は安心

だというふうな、私たちにも非情に心強いご回答

をいただきました。 

私もクアテルメ宝泉坊のプールに通っておりま

すけども、若干コロナの影響で少ないかなという

ふうな感想を持っております。 

施設ごとの具体的な利用状況はどのようになっ

ておりますか。情報が入っておりましたらお伺い

します。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

利用状況でございますが、ほわいとファームに

つきましては４月１日からオープンしております

が、製造機器の故障があり、アイスクリームなど

の商品は７月から製造販売を開始している状況と

報告を受けております。 

次に、游の里健康センター、宝泉坊ロッジ、ク

アテルメ宝泉坊の３施設については、４月11日に

オープンをいたしましたが、新型コロナウイルス

感染症の影響により10日間ほど営業して、その後

６月上旬頃まで休館を余儀なくされました。その

後游の里健康センター、クアテルメ宝泉坊の２施

設については、６月１日に再オープンして、６月

から８月までの客数は、游の里健康センターで約

1万3500人、月平均4,500人と報告を受けておりま

す。クアテルメ宝泉坊につきましては、６月から

８月までの３カ月の総数で約1万1500人と報告を

受けております。 

宝泉坊ロッジにつきましては、温泉施設の女性

用サウナ修繕のため、６月13日から再オープンと

なり、６月から８月までの３カ月の総数で約

1,400人と報告を受けております。 

以上でございます。 

○議長 

山本英明君。 
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○９番山本英明君 

割合それなりの利用をしていただいておるとい

うことで安心をしております。 

さらにお伺いします。 

各施設の従業員の雇用状況ですが、前の指定管

理のときに雇用されていた人たちのことも含め

て、おわかりであれば雇用状況をお尋ねいたしま

す。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

各施設の従業員の雇用状況についてでございま

すが、游の里健康センターの従業員総数は11名、

内訳は、正社員が１名で、パート社員が10名でご

ざいます。その内、西予総合福祉会からの継続雇

用は、パート社員４名でございます。ほわいとフ

ァームの従業員数は５名、内訳は、正職員が３名

で、パート職員が２名でございます。その内、野

村地域振興センターからの継続雇用は５名でござ

います。宝泉坊ロッジの従業員総数は７名、内訳

は、正社員が１名で、パート社員が６名でござい

ます。その内、城川ファクトリーからの継続雇用

はパート社員の６名でございます。クアテルメ宝

泉坊の従業員総数は16名、内訳は、正社員が２名

で、パート社員が14名でございます。その内、城

川ファクトリーからの継続雇用は、パート社員の

９名でございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

山本英明君。 

○９番山本英明君 

地域からもそれなりの雇用があるということで

一安心はしておるところであります。 

次にお伺いします。 

ありがとうサービスの企業と西予市の行政側と

のかかわりはどのようになっておられますか。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

今年４月１日から株式会社ありがとうサービス

に経営移譲しました４施設について、市民の方か

らのお問い合わせは行政側にも寄せられているの

が現状でございます。施設設備などの対応または

近隣住民との地域コミュニティも考慮する上で、

これまで同様、各支所所管課と本庁所管課にて連

携をしながら対応することとしており、総括的に

は産業部経済振興課にて対応することとしており

ます。 

以上、答弁といたします。 

○議長 

山本英明君。 

○９番山本英明君 

ありがとうございました。 

次に、今年度に予定しておられる各施設の修繕

箇所等はありますでしょうか。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

修繕箇所についてでございますが、游の里健康

センターでは、男女のサウナ室の内装、板張りの

修繕を行っております。次に、ほわいとファーム

では、アイスクリーム製造機器の取りかえを行っ

ております。宝泉坊ロッジでは、一部室内エアコ

ンの取りかえと一部室内のメンテナンス、畳の表

替えやクロスの交換と家族風呂ボイラーの交換を

行っております。クアテルメ宝泉坊では、機械室

のメンテナンス、ボイラーの点検などと女性用サ

ウナ室の内装板張りの修繕を行っております。 

今後予想される大きな修繕につきましては、空

調機器の修理が必要になる可能性が高いとお伺い

しております。 

以上、答弁といたします。 

○議長 

山本英明君。 

○９番山本英明君 

ありがとうございます。 

また、ありがとうサービスとも連携とりながら

修繕していただいて、地域住民のためになるよう

な方策をとっていただいたらと思います。 

ありがとうサービスについて最後です。 

ありがとうサービスからの新規イベント等の打

診とか、今年度はこんなことをやりたいんですが

というふうなことはありましたでしょうかお伺い

します。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

イベントなどの開催については、地域との連携
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もございますので連絡をいただくこととなってお

りますが、現段階においては、新型コロナウイル

ス感染症の影響から具体的な計画の話が進んでい

ないのが現状であります。途中に一度計画をされ

ましたが、新型コロナウイルスの影響が強く中止

をされたと聞いております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

山本英明君。 

○９番山本英明君 

コロナ禍の中で、大変な取り組みで成果が上が

ってない状況で、非常に胸の痛いところではあり

ますけども、民間移譲した施設とは申しまして

も、今後の取り組みとか営業実態が地域住民のた

めになるように行政側ともしっかり連携をとって

いただいて実践をしてほしいと思っております。 

次に、今度は指定管理施設のその後についてお

伺いします。 

今年７月に新装オープンしました指定管理施設

あけはまーれの現在までの利用状況、Ｇｏ Ｔｏ

せいよ等もありましたけれども、利用状況はどの

ようになっておりますでしょうかお伺いをしま

す。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

明浜観光交流拠点施設あけはまーれの利用状況

についてお答えをさせていただきます。 

当施設は、令和２年７月４日から新型コロナウ

イルス感染症拡大防止に努めながら、食事、入

浴、宿泊のサービスを提供しております。７月中

旬は長雨の影響により利用者は減少傾向でござい

ましたが、７月下旬に入り各学校の長期休暇や近

隣海水浴場の閉鎖、週末が晴天に恵まれたことに

加え、Ｇｏ Ｔｏトラベルキャンペーンなどの経

済効果もあり、県内外から海水浴場やキャンプ場

も含めて、多数の皆様にご利用いただいておりま

す。 

利用者数は、７月は4,564人で、前年度比78％

となっております。８月は24日までの集計ではご

ざいますが5,961人、前年度比73.8％となってお

ります。 

また、売上額は、７月が436万1000円、前年度

比76％、８月は24日まででございますが565万

8000円、前年度比71％となっておりますが、施設

の規模縮小により運営経費の削減が図られてお

り、現時点では正確な収支状況は把握できません

が、経営改善は確実に進んでいるものと考えてお

ります。 

以上、答弁といたします。 

○議長 

山本英明君。 

○９番山本英明君 

経営改善が確実に進んでおるというふうな自信

のあるご答弁をいただきまして安心をいたしまし

た。 

新施設では、施設新築と同時に従業員の意識改

革も目指しているんだというふうにお伺いをして

いましたが、その従業員の意識改革における実

態、それから啓発活動の状況はいかがでしょう

か。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

新施設になってからの従業員の意識改革、啓発

活動の状況についてお答えをさせていただきま

す。 

明浜観光交流拠点施設あけはまーれは従業員

15名で管理運営業務を行っております。組織改革

の取り組みといたしまして、経営再建と人材育成

を重点的に取り組んでおります。朝礼、終礼、部

門会議、部門責任者会議、全社員職員会を定例化

し、社内のやる気、勇気、元気を創出し、課題の

共有化と利用される方が望む本物のサービスの提

供、データを活用した攻めの営業などに取り組ん

でおります。 

また、毎月の部門別決算書を全社員に周知し、

会社員に経営意識を持たせる取り組みや施設の適

正な管理運営を行うための社員研修も実施をして

おります。 

最後に、啓発活動といたしまして、ホームペー

ジ内に新施設専用の特設コーナーを設けたほか、

複数のＳＮＳを活用した各施設の取り組み内容や

あけはまシーサイドサンパーク内の各種情報を発

信し、市民の皆様に親しみ、ご利用いただけるよ

う情報提供を行っているところでございます。 

以上、答弁といたします。 

○議長 
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山本英明君。 

○９番山本英明君 

次に、平成31年４月にどんぶり館の前にオープ

ンをいたしましたジオ・キッチンについてお伺い

をしたいと思います。 

平成31年のオープン以来、これまでのジオ・キ

ッチンの利用状況、ややもすると市民の方々か

ら、「あそこはやりよるんかな」というふうな声

をたまに聞くことがあるのですが、そのたびに

「いや予約制でちゃんとやっておりますよ」と答

えておるんですけども、もうちょっと詳しく教え

ていただいたらと思います。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

ジオ・キッチンは平成31年４月にオープンし、

地域の農林水産品の加工、調理を行い、付加価値

のついた商品の提供を行うレストラン及びイベン

トホールを備えた施設として指定管理により運営

を行っております。 

レストランの利用状況につきましては、令和２

年７月末現在までの累計で、団体利用者数が

90件、利用人数は1,976名となっております。な

お、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ

り、令和２年２月上旬から７月上旬までレストラ

ンの利用はゼロとなっております。また、この間

に弁当のみの利用が５件、212名ございました

が、キャンセルも約50件ありました。 

イベントホールの利用につきましては、令和２

年７月末現在までの累計で利用件数が22件、利用

人数は約1,590名となっております。集客につき

ましては、当初からホームページや四国全域をは

じめ、広島、岡山方面の旅行会社への広報により

利用向上を図っていますが、今後も利用増加に向

け継続的な広報活動を進めていきたいと考えてお

ります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

山本英明君。 

○９番山本英明君 

やっぱりどの施設もコロナの影響を受けて非常

に厳しい利用状況だというふうな感じがします

が、この施設、食堂それからフロアを含めまし

て、料金とか許容人数とか、利用システムという

ものは具体的にどのようになっておりますかお伺

いをします。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

まず、レストランは団体専用で12名から72名ま

で受け入れ可能で３日前までに予約が必要となっ

ております。食事のメニューにつきましては、西

予市産の食材を使った４種類を用意しており、料

金は税抜で1,200円から2,500円の設定となってお

ります。 

次に、イベントホールは、物販やイベント、会

議室としてご利用いただける施設となっており、

利用人数は80名まででございます。午前８時から

午後10時まで利用可能で、料金設定は、ホール全

体を使用した場合、１時間1,000円で、１日最高

が5,000円でございます。また、ホール半分を使

用した場合は１時間500円で、１日最高2,500円の

料金設定としております。なお、物販での利用の

際は、売り上げに応じた手数料となりますので使

用料は不要となっております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

山本英明君。 

○９番山本英明君 

レストランでは地元の方々の手作りの料理が出

るというふうなことをお伺いしております。地元

の方々が地元の食材を用いて作られる料理、これ

こそ地産地消だと思いますので、あけはまーれ、

ジオ・キッチン問わず、もっともっと広報活動に

精を出していただくというか、いろいろ策を練っ

ていただいて、市内の諸施設が、さらに住民に、

あるいは市外の地域の方々に利活用されるように

啓発していただいたらというふうに思います。 

続きまして、市内小中学校の施設整備と行事計

画等についてお伺いをいたします。 

現在の各家庭での生活スタイル、特にトイレに

ついてですけれども、トイレに関しましては、洋

式トイレの普及が進んで、現在の児童・生徒は家

庭生活や私生活ではほとんど洋式トイレの使用が

普通になってきていると思います。 

今回の補正でも、コロナウイルス感染症拡大防

止対策によりまして、市内体育館施設のトイレ改

修とか、網戸の改修とかが実施される計画になっ
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ております。 

一方、市内の大規模小学校では、これはある１

例ですけども５つあるトイレブースの内、洋式ト

イレが１つというふうな現状があります。児童が

その１つしかない洋式トイレに休み中の使用が集

中して、休憩時間になかなか処理できにくい、１

つのトイレブースにみんなが並んでしまう、和式

トイレには並ばないというようなことがあるとい

うふうに聞いております。そういうふうな状況が

見られることがあります。ですので、早急に市内

の小中学校の洋式トイレを増設していただいて、

児童・生徒が休み時間に余り待ち時間などなく安

心してトイレを使用するようにできるようにする

必要があるんではないでしょうか。そうすること

が、ひいてはコロナウイルス感染防止にもつなが

るんではなかろうかというふうに思っておりま

す。 

市内小中学校の洋式トイレの増設の予定は考え

ておられますかお伺いをいたします。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

今ほどの学校施設のトイレの洋式化ということ

でございますけれども、西予市におけます小中学

校の洋式化率、全体でございますけれども、

41.3％で、県内では上位から12番目とほぼ中位の

状況でございます。 

このような中、今年度におきましては、国の学

校施設環境改善交付金を活用いたしまして、城川

中学校を除きます４つの中学校のトイレ洋式化工

事の設計委託料と工事請負費を予算計上させてい

ただき準備を進めているというところでございま

す。 

議員ご指摘のような支障につきましては、特に

小学校の新入学児でございますが、こちらに和式

に不慣れな児童がいるというところは認識をして

おりますけれども、特に学校から問題として、当

委員会に上がってきているということはございま

せん。 

しかしながら、生活様式の変化や先ほどご提言

いただきました感染症対策の観点から、今後は、

各階に１つ程度和式を残し、他は洋式となるよう

国の学校施設環境改善交付金を活用しながら計画

的に整備を進めていきたいと考えているところで

ございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

山本英明君。 

○９番山本英明君 

計画的な洋式化を進めていくという前向きなご

答弁をいただきましたので、子どもたちも安心を

して、今からも学校生活が送れるんじゃなかろう

かなというふうに期待をしておきます。ぜひとも

早急な洋式整備をお願いしたらと思います。 

次に、コロナ禍で非常に影響があると思うんで

すけども、各小中学校では、修学旅行とか、運動

会とか、体育祭、校内文化祭、児童・生徒にとり

まして人生の中でも大きな思い出になる行事があ

ると思います。なかなか難しい部分もコロナで出

てきているかもしれませんが、現在のところで構

いませんので、実施計画はどのようになっておら

れますかお伺いをします。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

各種学校行事の計画ということでございますけ

れども、まず、修学旅行の実施にあたってでござ

います。行き先の感染状況を踏まえますととも

に、感染症対策を適切に講じた上で、修学旅行の

教育的意義、児童・生徒、保護者の心情等にも配

慮しつつ慎重に判断をいたしまして、可能な限り

実施するということを基本に、行き先や旅行日程

の短縮、実施方法の変更等についても検討すると

いうことといたしまして、現時点では全ての小学

校及び中学校３校が行き先、日程の変更を行い、

残り中学校２校が現在検討を行っているというと

ころでございます。 

各学校において６月下旬から７月上旬にかけま

して１回目の保護者会を開催されまして、また、

６月補正で予算化をしていただきましたキャンセ

ル料や３密回避対策としての修学旅行特別補助金

も保護者に説明をさせていただいた上で、実施の

有無、方向性、旅程の確認、参加承諾の確認等を

行っていくというところでございます。なお、今

年度市内で最も早い出発といたしまして、明浜中

学校が９月１日から４日まで、四国内に行き先を

変更して修学旅行を行っているというところでご

ざいます。 
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また、運動会、体育祭につきましてでございま

すけれども、現在時間を短縮し半日開催としてい

る学校が多く、感染対策のために観客の制限をし

たり、接触の多い種目を取りやめたり、また、会

場に消毒液を置いたりといった感染予防対策を徹

底した上で開催する予定としております。 

また、文化祭につきましては、現時点では全て

の中学校におきまして感染予防対策をした上で実

施する予定としております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

山本英明君。 

○９番山本英明君 

児童・生徒にとりましては、あるいは保護者に

とりましても、修学旅行、体育祭、文化祭等非常

に人生の中でも大きな思い出になる、心の財産に

なる行事ですので、コロナ禍の中で非常に厳しい

状況とは思いますけども、学校や地域の実情に応

じてしっかり対応して最善の策をとっていただく

ようにお願いをしておきます。 

次に、学校校務支援システムについてお伺いを

いたします。 

昔と違いまして、現在では小中学校の教職員の

中には、校務支援システムというものが導入され

ているというふうにお伺いをしています。 

この校務支援システムの導入のきっかけ、ある

いは導入時期、その導入の目的と内容、予算規模

等についてお伺いをいたします。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

校務支援システムの導入等についてでございま

すけれども、教職員の業務負担の軽減は働き方改

革の観点において喫緊の課題となっているところ

でありまして、平成30年度に教職員282人に対し

て行いました校務情報化に関するアンケート結果

につきましては９割以上の教職員から校務支援シ

ステムの導入の希望がありました。学校における

名簿、出欠席、成績、生活の記録、通知表、指導

要録、保健管理などの校務を一元管理できる校務

支援システムを導入するため、平成31年度に予算

計上いたしまして、校務系システム機器等賃貸借

業務の一部として校務支援システムを導入いたし

ました。導入価格は税込みでございますが

3,355万円となっているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

山本英明君。 

○９番山本英明君 

新しいシステム、学校のための教職員のための

導入だというふうなことですけども、各学校への

システムの使い方の研修会とか各職種への研修会

はどの程度実施できているのかはわかりませんけ

ども、各学校の教職員の方々の要望、あるいは希

望等はどのような方法で集約をされたのでしょう

か。 

また、この教職員の要望などはどの程度反映さ

れておると把握しておられますかお伺いをいたし

ます。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

教職員の要望の関係でございますけれども、校

務支援システムの選定につきましては、西予市校

務支援システム及びグループウェア製品選定委員

会設置要綱に基づきまして、行政職員３名、教職

員４名の計７名で構成する選定委員会をまず開催

いたしまして、システムに求める機能やシステム

の評価、選定方法について意見を集約いたしまし

た。これをもとにいたしまして、令和元年９月に

プロポーザルを実施いたしまして、行政職員３

名、教職員11名の計14名の評価委員が評価をいた

しまして、校務支援システムの製品を選定したと

ころでございます。 

また、具体的な校務支援システムの機能や操作

に係る要望については、各学校から西予市教育委

員会へ連絡を受けまして、製品の仕様の範囲内で

代替案を提示するなどして要望に沿うようにいた

しました。その他においては、操作に関する研修

の要望もございました。このようなことから、事

前説明会とオンライン研修会も開催をしていると

いうところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

山本英明君。 

○９番山本英明君 

先ほども働き方改革等からも鑑みて取り入れた

というふうなことを答弁していただきました。 
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この働き方改革に関してですけれども、このシ

ステムは、校長あるいは教頭、教諭、養護教諭等

の職種が互いにリンクしているミライムのソフト

とはつながっていないというふうに聞いています

けれども、当システム導入後の実績、あるいは見

えてきた課題、実際に先生方の事務処理の軽減に

つながっているとは思うんですけれども、その辺

の働き方改革等も含めて教職員の反応等はどのよ

うにつかんでおられますかお伺いをします。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

システム導入後の実績と課題、教職員の反応と

いうことでございましたけれども、導入後の実績

といたしまして、市内全ての小中学校が、校務支

援システムによりまして、日々の出欠や成績など

を入力いたしまして、１学期末に通知表を作成し

たところでございます。当学期が初めての入力作

業ということでありまして、不慣れであったこと

から多少時間を要したところもございましたが、

現在１学期が終わり、特に大きな課題はございま

せんでした。 

今後におきましては、機能の理解や操作を習得

するまでには一定期間が必要なため、課題がある

場合はその都度対応をすることといたしまして、

年度末の学年更新作業や指導要録の作成などに向

けても、年度内に研修会を開催し教職員をサポー

トする予定としております。 

全国的に見ますと、校務支援システムの導入に

より約100時間の削減ができたとの報告もござい

ます。当市におきましても、教職員から校務に係

る時間の削減がされたなどの意見もございまし

て、今後も研修を重ねてシステムに慣れることに

より、校務がより効率化し働き方改革につながる

ものと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

山本英明君。 

○９番山本英明君 

他の市町とはこのシステムが若干違うシステム

になっているというふうなことも聞いておりま

す。いずれにしましても、このシステムの導入の

きっかけは児童・生徒のためになるというふうな

ことが一番の目的であろうというふうに考えてお

ります。コロナの関係で各学校でのこのソフトに

関する研修会もなかなかできずに、教職員への周

知もなかなか進んでない状況かもしれませんが、

今部長も言われましたような１学期はやり上げた

というふうなことでしたので、教職員の方々がで

きるだけこのシステムに早く慣れていただいて、

少しでも事務処理の負担が軽減をされて、その軽

減された時間が児童・生徒のために十分に回せる

ように、児童・生徒のために、学習のために、あ

るいは対話のためにしっかり時間をとっていただ

くようなシステムになってもらうような手だてを

講じていただくようなお願いをしておいたらと思

います。 

最後になりました。心配しておりました時間が

余り過ぎまして安心をして最後にきております。 

学校行事とは関係ありませんけども、市教委主

催のことでお伺いをします。 

今年度、令和３年の成人式の式典でのことなん

ですが、現時点で成人式を挙行するかどうか、ど

のようなお考えでしょうか。開催計画についてお

伺いします。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

成人式の計画ということでございますけれど

も、本市の成人式は例年１月３日に実施をしてお

りまして、今年度に実施する場合の対象者であり

ますが、誕生日が平成12年４月２日から平成13年

４月１日までの方で、西予市に住所のある方、ま

たは平成27年度の市立中学校及び県立学校中等部

などの卒業生の方でございます。この条件に基づ

きます対象者数は360人となっております。 

この新型コロナウイルス感染症のもとでの実施

の判断につきましては、４カ月後となる令和３年

１月３日時点での感染状況が非常に読みにくいと

ころではございますが、女性の場合は既に着物や

前撮り写真の予約時期となっておりまして、対象

者ご本人やご家族の方からお問い合わせもいただ

いているというようなこともございまして、早急

な決定が必要であると認識をしております。 

新型コロナウイルスに関しましては、７月以降

の２回目の感染拡大の中で、県におきましても感

染拡大地域からの帰省を控えることや帰省後の注

意など慎重な対応の呼びかけが継続をされており
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ますほか、県をまたぐ移動に対する地域の不安も

払拭されていないのが実情でございます。 

このたび、対象者の県外転出状況を調査させて

いただきましたところ約50％もの人が県外へ転出

をしているということがわかりました。 

この状況を踏まえ、早急に結論を出し、対象者

には直接文書でお知らせするほか、広報せいよや

市ホームページなどでも周知を図りたいと考えて

いるところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

山本英明君。 

○９番山本英明君 

ただいま部長の答弁にもありましたけれども、

新成人の保護者にとりましては、特に着物、それ

から写真等非常に心配なといいますか、楽しみな

対応や準備があると思いますので、できるだけ早

い時期での決定、啓発、周知をお願いしておいた

らと思います。 

時間が余ってしまいました。以上で私の一般質

問を終わります。 

○議長 

以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

明日９月４日は午前９時より一般質問及び質疑

を行います。 

本日はこれにて散会いたします。 

 

 

  散会 午前11時56分

 



 

 

 

 

第 ３ 日 

 

９月４日（金曜日） 
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令和２年第３回西予市議会定例会会議録（第３号） 

１．招 集 年 月 日 令和２年９月４日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 令和２年９月４日 

          午前 ９時００分 

１．散     会 令和２年９月４日 

          午後 １時２７分 

１．出 席 議 員        

    １番  和 気 数 男 

    ２番  宇都宮 久見子 

    ３番  信 宮 徹 也 

    ４番  宇都宮 俊 文 

    ５番  加 藤 美 香 

    ６番  中 村 一 雅 

    ７番  河 野 清 一 

    ８番  佐 藤 恒 夫 

    ９番  山 本 英 明 

   １０番  竹 﨑 幸 仁 

   １１番  小 玉 忠 重 

   １２番  源   正 樹 

   １３番  井 関 陽 一 

   １４番  中 村 敬 治 

   １５番  二 宮 一 朗 

   １６番  兵 頭   学 

   １７番  森 川 一 義 

   １８番  酒 井 宇之吉 

１．欠 席 議 員 

   な  し 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  管 家 一 夫 

   副  市  長  宗   正 弘 

   教  育  長  松 川 伸 二 

   総 務 部 長  山 住 哲 司 

   政策企画部長  下 澤 広 幸 

   会 計 管 理 者  三 瀬   功 

   医療介護部長  山 岡 薫 彦 

   産 業 部 長 兼 

   生活福祉部産廃処理施設担当部長  酒 井 信 也 

   建 設 部 長  清 水 昭 広 

   生活福祉部長兼 

福祉事務所長  藤 井 兼 人 

   教 育 部 長  宇都宮   裕 

   明 浜 支 所 長  上 中 保 博 

   野 村 支 所 長  和 氣 岩 男 

   城 川 支 所 長  藤 川 忠 男 

   三 瓶 支 所 長  片 山 勇 一 

   消防本部消防長  佐 藤 克 也 

   総 務 課 長  一 井 健 二 

   財 政 課 長  宇都宮 明 彦 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  冨 永   誠 

議 事 係 長  三 好 祐 介 

１．議  事  日  程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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      議  事  日  程 

 １ 一般質問 

 ２ 議案第９８号 西予市卯之町駅前複合施設

の設置及び管理に関する条

例制定について 

   議案第９９号 西予市人権尊重のまちづく

り条例の全部を改正する条

例制定について 

   議案第1 0 0号 西予市手数料条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第1 0 1号 西予市保育所条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第1 0 2号 西予市立学校給食センター

及び学校給食調理場条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

３ 議案第1 0 3号 西予市営住宅管理条例等の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第1 0 4号 市道路線の廃止について 

 ４ 議案第1 0 5号 令和２年度西予市一般会計

補正予算(第７号) 

   議案第1 0 6号 令和２年度西予市育英会奨

学資金貸付特別会計補正予

算(第１号) 

   議案第1 0 7号 令和２年度西予市国民健康

保険特別会計補正予算(第

３号) 

   議案第1 0 8号 令和２年度西予市後期高齢

者医療特別会計補正予算

(第１号) 

   議案第1 0 9号 令和２年度西予市介護保険

特別会計補正予算(第２号) 

   議案第1 1 0号 令和２年度西予市農業集落

排水事業特別会計補正予算

(第２号) 

   議案第1 1 1号 令和２年度西予市公共下水

道事業会計補正予算(第１

号) 

   議案第1 1 2号 令和２年度西予市野村介護

老人保健施設事業会計補正

予算(第２号) 

５ 認定第 １号 令和元年度西予市一般会計

歳入歳出決算の認定につい

て 

  認定第 ２号 令和元年度西予市住宅新築

資金等貸付事業特別会計歳

入歳出決算の認定について 

   認定第 ３号 令和元年度西予市育英会奨

学資金貸付特別会計歳入歳

出決算の認定について 

   認定第 ４号 令和元年度西予市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算

の認定について 

   認定第 ５号 令和元年度西予市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について 

   認定第 ６号 令和元年度西予市介護保険

特別会計歳入歳出決算の認

定について 

   認定第 ７号 令和元年度西予市農業集落

排水事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

   認定第 ８号 令和元年度西予市公共下水

道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

認定第 ９号 令和元年度西予市簡易水道

事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

認定第１０号 令和元年度西予市水道事業

会計決算の認定について 

   認定第１１号 令和元年度西予市病院事業

会計決算の認定について 

   認定第１２号 令和元年度西予市野村介護

老人保健施設事業会計決算

の認定について 

６  陳情第 １号 西予市内建築業者の育成に

関する要望書 
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本日の会議に付した事件 

 １ 一般質問 

 ２ 議案第９８号 西予市卯之町駅前複合施設

の設置及び管理に関する条

例制定について 

   議案第９９号 西予市人権尊重のまちづく

り条例の全部を改正する条

例制定について 

   議案第1 0 0号 西予市手数料条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第1 0 1号 西予市保育所条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第1 0 2号 西予市立学校給食センター

及び学校給食調理場条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

３ 議案第1 0 3号 西予市営住宅管理条例等の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第1 0 4号 市道路線の廃止について 

 ４ 議案第1 0 5号 令和２年度西予市一般会計

補正予算(第７号) 

   議案第1 0 6号 令和２年度西予市育英会奨

学資金貸付特別会計補正予

算(第１号) 

   議案第1 0 7号 令和２年度西予市国民健康

保険特別会計補正予算(第

３号) 

   議案第1 0 8号 令和２年度西予市後期高齢

者医療特別会計補正予算

(第１号) 

   議案第1 0 9号 令和２年度西予市介護保険

特別会計補正予算(第２号) 

   議案第1 1 0号 令和２年度西予市農業集落

排水事業特別会計補正予算

(第２号) 

   議案第1 1 1号 令和２年度西予市公共下水

道事業会計補正予算(第１

号) 

   議案第1 1 2号 令和２年度西予市野村介護

老人保健施設事業会計補正

予算(第２号) 

５ 認定第 １号 令和元年度西予市一般会計

歳入歳出決算の認定につい

て 

  認定第 ２号 令和元年度西予市住宅新築

資金等貸付事業特別会計歳

入歳出決算の認定について 

   認定第 ３号 令和元年度西予市育英会奨

学資金貸付特別会計歳入歳

出決算の認定について 

   認定第 ４号 令和元年度西予市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算

の認定について 

   認定第 ５号 令和元年度西予市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について 

   認定第 ６号 令和元年度西予市介護保険

特別会計歳入歳出決算の認

定について 

   認定第 ７号 令和元年度西予市農業集落

排水事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

   認定第 ８号 令和元年度西予市公共下水

道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

認定第 ９号 令和元年度西予市簡易水道

事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

認定第１０号 令和元年度西予市水道事業

会計決算の認定について 

   認定第１１号 令和元年度西予市病院事業

会計決算の認定について 

   認定第１２号 令和元年度西予市野村介護

老人保健施設事業会計決算

の認定について 

６  陳情第 １号 西予市内建築業者の育成に

関する要望書 
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  開会 午前９時00分 

○議長 

おはようございます。 

本日は早朝より傍聴にお越しいただきまことに

ありがとうございます。 

ただいまの出席議員は18名であります。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配信のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 

日程第１、一般質問を行います。 

質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

してください。 

それでは、通告順に発言を許可いたします。 

まず、12番源正樹君。 

12番源正樹君。 

○12番源正樹君 

おはようございます。議席番号12番源正樹で

す。 

中村議長より発言の許可を得ましたので、通告

書の内容について、会議規則及び申し合わせ事項

に従い一般質問いたします。 

本日もお足元の悪い中、多くの皆様に傍聴に来

ていただいております。心より感謝を申し上げた

いと思います。 

今回は、地方創生についてと財政についてお尋

ねをいたします。質問を通じて、我がまち西予の

市政発展と住民福祉の向上の一助となれば幸いに

思います。 

最初に地方創生に関してお尋ねいたします。 

去る先月８月28日、憲政史上最長の通算在任、

連続在任をされておりました安倍晋三内閣総理大

臣が体調不良を受けて辞意を表明されました。政

治家の人生は、その成しえた結果を歴史という法

廷において裁かれることでのみ評価される。これ

は、中曽根康弘元総理が自叙伝にて述べられてい

る言葉であります。安倍政権の評価は今後定まる

と思いますが、２度目の総理就任から７年８カ月

の長きにわたり課題難題多き我が国日本を率いる

という重責を果たされましたことに心から敬意を

表するとともに感謝を申し上げたいと思います。

まずは療養に専念いただき、今後とも国民のた

め、国のためにご活躍いただきたいと強く思いま

す。 

その安倍政権において、地方創生が国の重要政

策となってはや６年が過ぎようとしています。地

方活性化は歴代政権が力を入れて取り組んできた

重要課題ですが、必ずしも十分な成果が上がって

こなかった大変難しいものであります。我が国の

人口は平成20年の1億2808万人を頂点に減少段階

に入っており、高齢化や人口減少が急激に進む中

で地方活性化は一層困難となっています。 

西予市の最大人口は、昭和の大合併前、昭和

25年の国勢調査における8万7940人です。それか

ら一貫して減少をしております。合併時の平成

16年は4万7034人でしたが、今年７月末時点で3万

6790人と1万244人減少し、高齢化率は32.9％から

43.1％と10.2％上昇しており、急速に人口減少と

高齢化が進行しています。また、旧地区別で見る

と、宇和町においては平成16年からの人口減少率

が8.6％、今年７月末時点の高齢化率は35.7％に

とどまっていますが、他の４町では、減少率は

27.4％から34.9％、高齢化率は45.8％から53.6％

と市内でも大きな差が生じております。 

人口減少と地方活性化が共通の課題として広く

認識されたのは、元気で豊かな地方創生に取り組

む大きな契機となりましたのは、平成26年に日本

創生会議人口減少問題検討分科会により提言され

た、通称増田レポートの発表であります。ここ西

予市も、令和22年に人口の再生産力が半減以上と

なる消滅可能性都市896自治体の一つとして挙げ

られております。地方創生は、こうした状況を踏

まえ、人口減少と地方衰退の問題に一体的に取り

組もうとするものです。しかしながら、東京圏へ

の人口集中はいまだ止まらず、時間の経過ととも

に地方創生とは何を意味するのか、また、何を最

終の目的としているのか非常に曖昧になっている

ように感じています。 

地方創生を成功の軌道に乗せたいのであれば、

改めてこの意味を意識し真摯に取り組むことが重

要だと考えます。創生という言葉が使われている

のは、初めて生み出すこと、初めて創ることが求

められているからであり、初めての政策や他の自

治体と違う政策を積極的に行う必要があるのでは

ないでしょうか。そのことを念頭に、西予市の地

方創生の現状と今後についてをお尋ねいたしま

す。 
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平成28年３月策定の西予市まち・ひと・しごと

創生総合戦略では、10ページに以下のように基本

的視点が記されています。 

人口減少を緩和し地方創生を成し遂げるため、

次の基本的な視点から、人口、経済、地域社会の

課題に対して一体的に取り組むことが何より重要

である。具体的に、都市圏への人口流出に歯どめ

を、若い世代にもチャンスを、地域間連携を図る

とされています。 

この創生総合戦略の計画期間が今年令和２年３

月に終わりました。第２次西予市総合計画と連動

させ、多種多様な政策を策定されています。 

最初に、第１期に当たる西予市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略で、具体的に基本計画をもとと

して、どのような成果があったのかお尋ねいたし

ます。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

ただいま源議員から西予市まち・ひと・しごと

創生総合戦略第１期の成果、具体的なものについ

ての問いに対しましてお答えをさせていただきた

いと思います。 

議員からもありましたように、人口の首都圏へ

の一極集中、そして地方の人口減少問題を解決す

るためには、各地域がそれぞれの特色を生かし、

自立的で持続的な社会創生を目指すことを目的と

しまして、平成26年にまち・ひと・しごと創生法

が公布されました。同法に基づきまして、西予市

では平成27年度に第１期まち・ひと・しごと創生

総合戦略を策定し、西予市の特性を生かし、独創

的で質の高い地方創生を目指し、国の財政支援、

人的支援を最大限に活用してまいりました。 

本市が取り組んだ具体的な事業といたしまして

は、想像力豊かな異能人材を育てる目的とした西

予開成塾を重要伝統的建造物群保存地区の末光家

住宅で開講し、人材育成事業を展開いたしまし

た。平成28年度以降は愛媛県と連携をいたしまし

て、自転車を生かした観光施策としてＳＥＡ Ｔ

Ｏ ＳＵＭＭＩＴを展開しているところでござい

ます。また、施設整備では、観光振興を目的とし

た明浜町のあけはまーれ、医療確保の観点から事

業所内保育・病児保育を併設しました宇和町のス

マイル保育園、魅力的な子育て環境と林業活性化

を目的とした認定こども園しろかわ保育所、そし

て、誰もが活躍できる社会づくりを目的とした三

瓶町のなごみかんなど、平成27年度から令和元年

度までの５年間で地方創生関連の総事業費約16億

5000万円、内約7億4000万円は交付金を活用して

おり、ハード・ソフトの両面で地方創生の取り組

みを推進することができました。 

人的支援におきましては、地方創生に積極的に

取り組む市町村に対し国家公務員などを首長の補

佐役として派遣する地方創生人材支援制度を活用

し、令和２年７月から２年間、総務省より下澤部

長を派遣いただき政策企画部長に任命をしており

ます。下澤部長には、「生涯暮らせるまちづくり

の実現」「若い世代の起業・創業支援」「近隣市

町との連携による効率的な行政運営」を基本視点

とした人口減少の緩和を図る地方創生を推進して

いただくため、小規模多機能自治センターの推進

や行政改革を推進する他、復興対策事業を進めて

いただくこととしておりますので、豊富な経験を

生かして西予市の地方創生に尽力していただける

ものと期待をしているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

源正樹君。 

○12番源正樹君 

ただいま管家市長より、第１期における様々な

成果について答弁をいただきました。 

それでは次に、今年４月に第２期となります西

予市まち・ひと・しごと創生総合戦略が策定をさ

れております。その目標とどのような政策を策定

されておるのかお尋ねをいたします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

お答えいたします。 

西予市では、切れ目のない地方創生を推進する

ため、令和２年第１回定例会におきまして、西予

市総合計画基本構想について変更の議決をいただ

き、令和２年４月に第２期西予市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略を策定いたしました。 

人口減少の緩和を目的としております地方創生

を成し遂げるため、本市では「人材の育成」「起

業・創業支援」「地域間の連携」「移住・定住対

策」「関係人口の創出拡大」「誰もが活躍できる
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地域社会の実現」「持続可能な地域づくり」を基

本視点とし、人口、経済、地域社会の課題に対し

て、総合的かつ一体的な取り組みにより、第２期

西予市まち・ひと・しごと創生総合戦略の目標で

あります2035年の合計特殊出生率2.00人、2025年

の総人口3万5000人の維持を目指し、引き続き人

口減少対策に取り組んでまいります。 

昨今では、新型コロナウイルス感染症の拡大に

より、生活や仕事に対する価値観に変化が生まれ

ており、地方創生につながる移住定住対策や働き

方改革の施策を進めるため、関係人口の創出や拡

大を目指したワーケーションやＩＣＴを活用した

テレワークを推進する他、行政手続の見直しにつ

きましても一体的に進めてまいりたいと思いま

す。 

以上になります。 

○議長 

源正樹君。 

○12番源正樹君 

それでは次に、その戦略の事業の管理体制につ

いてどのような形で行うのか。また合わせて、戦

略の柔軟な対応についてお尋ねをしたいと思いま

す。 

創生総合戦略は５年間、また、第２次西予市総

合計画は10年間という中長期の計画ですが、今回

の新型コロナウイルス感染症拡大や一昨年７月に

発生した豪雨災害など、情勢が大きく変化し計画

等の見直しが必要となる可能性もあります。国に

おいても、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦

略を昨年12月に決定されていますが、創生基本方

針2020や骨太の方針2020では、ポストコロナ時代

の新しい未来、新たな日常を実現するため、10年

かかる変革を一気に進めることなどが新たに盛り

込まれています。 

西予市の財政基盤は非常に脆弱であり、政策を

実現するためには国や県の支援なしには難しいと

考えます。また、今月16日には臨時国会が招集さ

れ新内閣が誕生する予定であり、大きな変革も考

えられます。計画や戦略は中長期の方向性を定め

るために欠かせませんが、同時に現状に応じた柔

軟さも求められると考えます。どのように対応さ

れるのか理事者の考えをお尋ねします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

事業管理体制につきましてお尋ねがございまし

た。 

第２期西予市まち・ひと・しごと創生総合戦略

に基づく事業の実施状況及びＫＰＩの達成状況に

つきましては、事務事業、基本事業の進捗管理を

適正に行うため、平成30年度に市役所の内部管理

システムとしまして、行政経営システムを導入

し、令和元年度に試行運用を行い、令和２年度よ

り本格稼働させ、事業及び施策の進捗管理や目標

管理を行うとともに成果に基づく予算への反映を

行うこととしております。加えて、西予市まち・

ひと・しごと創生総合戦略事業評価委員会の委員

による評価検証も合わせて実施しており、内部評

価と外部評価の両輪による事業評価を行っており

ます。 

近年では、頻発、激甚化する災害に加え、新型

コロナウイルス感染症などの突発的な事案への対

策についても考慮しながら地方創生を推進するこ

とが必要となっております。 

国におきましても、今回の新型コロナウイルス

感染症の拡大により、地域の経済や生活に影響が

生じるとともに、デジタル化の遅れなどが顕在化

したことから、雇用の維持と事業継続の支援を行

いながら経済活動の回復を図るとともに、感染症

克服と経済活性化の両立の視点を取り入れデジタ

ル・トランスフォーメーションを推進することな

どを盛り込んだ、まち・ひと・しごと創生基本方

針2020が令和２年７月に閣議決定されておりま

す。 

本市におきましても、どのような状況下であっ

ても持続可能な行政サービスの提供を行うため、

中長期的な方針と足元の着実な取り組みの両輪を

念頭に置きつつ、市民、議会の皆様の知恵をおか

りし政策を推進してまいりたいと思います。 

以上になります。 

○議長 

源正樹君。 

○12番源正樹君 

それでは次になりますが、まち・ひと・しごと

創生長期ビジョンについてをお尋ねします。 

創生長期ビジョン（令和元年改訂版）及びこれ

を実現するため、今後５カ年の目標や施策の方向

性等を提示する第２期まち・ひと・しごと創生総
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合戦略が取りまとめられ、令和元年12月20日に閣

議決定されています。この中では、２つの横断的

な目標として、多様な人材の活躍を推進する、新

しい時代の流れを力にするが掲げられ、政策を進

めるとされています。新しい時代の流れを力にす

ることの事例として、地域におけるＳｏｃｉｅｔ

ｙ5.0の推進と地方創生ＳＤＧｓの実現など持続

可能なまちづくりが挙げられています。 

Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0は日本が提唱する未来社会

の概念であります。仮想空間と現実空間を高度に

融合させたシステムにより、経済発展と社会的課

題の解決を両立する人間中心の社会を意味しま

す。狩猟、農耕、工業、情報社会に続く新たな社

会像を示すもので、第５期科学技術基本計画にお

いて初めて提唱されました。第２期西予市まち・

ひと・しごと創生総合戦略においても、基本的視

点の中で持続可能な開発目標ＳＤＧｓまちづくり

を挙げられており、少子高齢化、地域格差、貧富

の差などの問題を解決し、一人ひとりが快適に暮

らせる社会を実現するため、Ｓｏｃｉｅｔｙ

5.0の様々な技術を活用することで新しい価値や

サービスをつくり出し、いつまでも住み続けられ

るまちづくりを実現されるとされています。Ｓｏ

ｃｉｅｔｙ5.0では、ロボット化、自動化された

スマート農業、データを駆使した戦略的な生産、

自動運転による過疎地域における公共交通の維

持、遠隔医療、無人店舗など、技術革新をもとに

大きく社会が変革すると想像されます。 

今年度からはＳｏｃｉｅｔｙ5.0タイプの地方

創生交付金が新設され、未来技術を活用した新た

な社会システムづくりの全国的なモデルとなる事

業を支援することとなっています。目標値とし

て、令和６年度までに未来技術を活用して地域課

題を解決、改善した地方公共団体の数及びその課

題解決、改善事例数を600団体、600件とされてお

り、市としても積極的に推進すべきと考えます。 

まず今後、市としてＳｏｃｉｅｔｙ5.0の推進

にどのように取り組まれるのかお尋ねします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

議員ご指摘のとおり、地域におけるＳｏｃｉｅ

ｔｙ5.0の推進は大変重要な点であります。 

Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0を支える情報通信技術など

の未来技術は距離と時間の制約を克服する点や人

の能力、活動を拡張、効率化、代替するなど、地

域が抱える多くの課題を解決、改善するための重

要な鍵です。 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、人々

がこれまで当たり前と感じていた価値観を大きく

変える転機となり、オンラインショッピングやテ

レワーク、オンライン授業、遠隔医療など、テク

ノロジーを活用したサービスが一気に拡大してお

ります。 

西予市におきましても、まずは長期化する新型

コロナウイルス感染症対策の取り組みとして、Ｓ

ｏｃｉｅｔｙ5.0の技術を活用した取り組みを加

速させることとしております。 

具体的には、行政手続における申請書のデジタ

ル化、キャッシュレス決済、支所・公民館の証明

書発行の迅速化、本庁と公民館を結ぶウェブ会議

システムの導入により公民館を利用した遠隔授業

の実施や生涯学習講座の複数配信によるメニュー

の充実、新型コロナウイルス感染症拡大防止に対

応したオフィス改革など、基本目標、施策、基本

事業などを定め、全庁的に推進することとしてお

ります。 

これらの取り組みにより、窓口のワンストッ

プ・ワンスオンリー化、教育のＩＣＴ化、オフィ

ス環境の整備、情報通信機器の整備を推進し、新

型コロナウイルス感染症対策を図りつつ市民サー

ビスの向上と業務の効率化を進めてまいります。 

今後も議員ご指摘も踏まえまして、Ｓｏｃｉｅ

ｔｙ5.0の技術を活用した各般の取り組みを研究

し西予市の課題解決を探ってまいります。 

○議長 

源正樹君。 

○12番源正樹君 

それでは次に、横断的な目標として同じく挙げ

られております地方創生、ＳＤＧｓの実現などの

持続可能なまちづくりについてお尋ねをいたしま

す。 

持続可能なまちづくりや地域活性化に向けて取

り組みを推進するに当たっては、ＳＤＧｓの理念

に沿って進めることにより、政策全体の最適化、

地域の課題解決の加速化という相乗効果が期待で

き、地方創生の取り組みをより一層充実、進化す

ることができるため、これを原動力とした地方創
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生を推進するとされております。 

ＳＤＧｓにおいては、17のゴール、169のター

ゲットが設定されるとともに、進捗状況を図るた

めの約230の指標が提示されており、これらを活

用することにより行政、民間事業者、市民の皆様

等のステークホルダー間で地方創生に向けた共通

言語を持つことが可能となります。これにより政

策目標の理解が広がり、自治体業務の合理的な連

携が進み、相乗的な効果により地方創生を一層促

進されることが期待されておるところです。 

令和６年度までにこの達成に向けた取り組みを

行っている都道府県及び自治体の割合を６割とす

る目標が挙げられており、西予市に関して言え

ば、現在取り組んでいます四国西予ジオパークと

理念が共通しており、密接なかかわりがあり早急

に取り組むべきと考えます。 

今後市としてどのように取り組まれるのか、理

事者の考えをお尋ねいたします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

議員ご指摘のとおり、人口減少が進む中におき

まして、経済成長と環境保全を両立し持続可能な

発展社会を構築するため、自治体や企業がＳＤＧ

ｓの理念を取り入れ事業を推進することは重要な

ことであると認識しております。 

本市におきましては、ＳＤＧｓが掲げる17の基

本目標がそもそも総合計画や創生総合戦略で掲げ

る目標と合致しているものが多く、計画の着実な

推進がＳＤＧｓの推進につながるものと考えてお

ります。そのため、17の基本目標が総合計画や創

生総合戦略の基本計画のどこに該当するのか見え

る化のできる計画変更を現在進めており、計画推

進の際にＳＤＧｓを意識することができる仕組み

を整備することとしております。 

また、ＳＤＧｓの国内実施を促進しより一層の

地方創生につながることを目的に、広範なステー

クホルダーとのパートナーシップを深める官民連

携の場としまして、内閣府が地方創生ＳＤＧｓ官

民連携プラットフォームを設置しておりますが、

そちらにも令和２年５月に加盟いたしました。 

今後におきましても、持続可能な地域社会を実

現するためＳＤＧｓの考え方を取り入れながら事

業の推進、企画立案を行ってまいります。 

○議長 

源正樹君。 

○12番源正樹君 

冒頭の市長の答弁にもありましたが、西予市と

して４年ぶりに総務省より下澤部長を派遣いただ

いております。部長がこれから所管される政策企

画部は、豪雨災害からの復旧・復興、まちづくり

や政策推進など今後の西予市の未来を形づくるた

め非常に大きな役割を担われております。２年間

という限られた時間ではありますが、豊かな見識

とこれまでの経験を十分にご発揮いただき、西予

市のために、日本の未来のために、これからも尽

力いただけるようお願いを申し上げたいと思いま

す。 

それでは次の質問施策区分であります財政につ

いてお尋ねをいたします。 

平成16年の西予市誕生から16年の月日が流れま

した。平成の大合併と呼ばれた市町村合併で、市

町村数は平成10年の3,232団体から現在の1,724団

体へと大きく減少しました。愛媛県内でも、合併

により70ありました市町村が現在の20市町となっ

ています。この背景には、地方分権の推進、少子

高齢化の進展、国と地方の厳しい財政状況、日常

生活圏の拡大という４つがあります。そしてこれ

らを踏まえた場合に、市町村の行財政基盤を強化

するとともに、より効果的、効率的な行政運営の

実現を図るために、市町村合併を行う必要があっ

たとされています。 

国は合併を選択した市町村に対して、市町村の

合併等の特例等に関する法律による合併特例債の

創設や地方交付税の特例措置といった手厚い財政

支援を行いました。その制度を有効に活用され、

西予市の行財政基盤は合併により基本的に強化さ

れたと考えています。 

しかしながら、合併新法による特例措置が終わ

り合併特例債等の市債償還もあることから、これ

から財政に大きな影響があると考えます。 

当初予算、歳入における繰入金の内、財政調整

基金繰入額が平成27年度の1億3531万4000円から

令和２年度には11億3229万4000円に増加していま

す。また、基金年度末現在高総額は平成28年度の

144億2434万9000円から令和元年度の121億5731万

9000円と22億6703万円減少しています。特に財政

調整基金は平成28年度の48億3092万1000円から令



 

- 69 - 

 

和元年度の29億5919万3000円と18億7172万8000円

の減少であります。当然、一昨年７月に起こりま

した西日本豪雨災害に対して機動的な財政支出に

より復旧・復興に力強く素早く対応したため基金

残高が減少したことも大きく影響していると思っ

ております。 

今回の新型コロナウイルス感染症対策として、

国の感染症対応地方創生臨時交付金の概要が決定

する前の今年３月、市内の事業者の皆様からの要

請を受ける形で、上限50万円となる中小企業者等

経営安定補助金を素早く決断、実行され、市内経

済の安定に大きく寄与されました。しかしなが

ら、今後財政調整基金が減少することで緊急的な

事象が発生した場合に対応できるのか、安定した

予算編成ができるのか、非常に気になるところで

あります。 

そこで、財政の現状と今後の見通しについてお

尋ねします。 

まず地方交付税について、合併算定替特例が令

和元年度に段階的縮減が終了し令和２年度から一

本算定に移行しました。交付税にどの程度の影響

があるのかお尋ねします。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

それでは、ただいま源議員からございました普

通交付税の一本算定に伴う影響について答弁させ

ていただきます。 

普通交付税につきましては議員ご指摘のとお

り、合併後10年間の特例期間が終了いたしまし

て、11年目に当たります平成27年度算定からは合

併算定替から一本算定への段階的縮減期間に移行

し、令和元年度で５年間の激減緩和措置が終了、

一本算定によることとなっております。査定結果

につきましては、令和２年度から新たに創設とな

りました地域社会再生事業費や公債費においての

基準財政需要額が増額となりましたので、交付決

定額は対前年度比1.7％、1億8124万9000円増の

107億804万8000円となりました。 

以上でございます。 

○議長 

源正樹君。 

○12番源正樹君 

それでは、ただいまの点について何点か再質問

させていただきます。 

令和２年度の基準財政需要額が増額になったと

のことでしたが、段階的縮減による基準財政需要

額の推移はどのようになっているのか、まずお尋

ねいたします。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

基準財政需要額の推移についてのご質問でござ

いますけれども、合併したことによります市町村

の面積が拡大するなど、市町村の姿が大きく変化

したことを踏まえまして、合併時点では想定され

ていなかった財政需要を普通交付税に反映させる

取り組みが平成26年度から５年程度期間をかけて

行われております。 

当市においての財政需要額も、平成26年度と平

成27年度の２年間におきまして、支所、消防出張

所等に係る経費が加算されておりまして、平成

25年度と比較しまして約7億6000万円財政需要額

が増額となっております。当初平成25年度の合併

算定替と一本算定との差が約27億円ありました

が、令和元年度では約11億円になりますので約６

割分につきましては補填がされているということ

で理解をさせていただいております。 

以上でございます。 

○議長 

源正樹君。 

○12番源正樹君 

それではもう１点お尋ねします。 

今年度ちょうど国勢調査の年でございます。人

口減少により個別算定経費や包括算定経費につい

て人口に関する測定単位があります。このことか

ら基準財政需要額が減少すると考えるんですが、

今後の交付額をどのように見込まれているのかお

尋ねをします。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

今後の交付額の見込みでございますけれども、

人口の減少によりまして人口を測定単位といたし

ました各行政項目におきましては基準財政需要額

の減額が見込まれます。議員ご指摘のとおりのこ

とでございます。 

その一方、建設事業の財源といたしまして借り
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入れをいたしました地方債の償還額が増加してま

いりますので、公債費に係る基準財政需要額が増

額となり、交付額全体としましては横ばいで推移

していくものと考えております。 

以上でございます。 

○議長 

源正樹君。 

○12番源正樹君 

それでは次に、実質公債費比率についてお尋ね

をします。 

比率の推移を見ますと、平成17年度は13.9％、

最大であった平成19年度が14.0％でありました。

それから年々減少し平成29年度には8.5％と最も

低い状況でしたが、令和元年度決算における実質

公債費比率は9.7％であり、昨年度より0.9％増加

をしております。また、市債残高についても

448億9446万2000円と増加傾向であります。 

今後もジオミュージアムや支所建設工事などの

大型事業が行われますが、この実質公債費比率の

見通しについてお尋ねをいたします。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

それでは実質公債費比率の今後の見通しにつき

まして答弁させていただきます。 

当市の令和元年度実質公債費比率でございます

が、先ほど議員がご質問されました中にありまし

たように9.7％であり、前年度の8.8％から0.9ポ

イント増加、つまりは悪化いたしております。増

加の要因といたしましては、防災行政無線デジタ

ル整備事業や愛媛国体施設整備事業の財源として

借り入れをいたしました合併特例事業債や過疎対

策事業債の元金償還が開始となったこと、また、

西予市民病院建設の財源として借り入れをいたし

ました病院事業債等の元金償還開始により、公営

企業会計への繰出金が増額となったことによるも

のでございます。 

今後の見通しでございますけれども、議員ご指

摘のとおり大型建設事業の元金償還開始がこれか

ら本格化されるということ、また、新たな大型建

設事業の実施も今後予定もされておりまして、実

質公債費比率は増加する見込みでございます。 

以上でございます。 

○議長 

源正樹君。 

○12番源正樹君 

ただいまの答弁の最後に、今後比率が増加する

見込みであると答弁いただきました。 

今後、財政計画において実質公債費比率がどの

ようにまず推移していくのか、どのように見通さ

れているのかお尋ねをします。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

実質公債費比率の見通しでございますけれど

も、令和２年度に改定をいたしました令和11年度

までの当市の中長期財政計画におきましては、令

和５年及び令和６年にはこの実質公債費比率

12.4％まで増加して、その時点でピークとなる見

込みでございます。それ以降につきましては、現

状といたしましては漸減していくという見込みと

させていただいております。 

以上でございます。 

○議長 

源正樹君。 

○12番源正樹君 

それではこの比率について、愛媛県内の自治

体、西予市の比率はどのような状況になっている

のか、わかりましたら答弁をお願いします。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

令和元年度の決算につきましてはまだ確報が出

ておりませんので平成30年度決算で比較をさせて

いただきますと、実質公債費比率の平均値は全国

市町村で6.1％、愛媛県内11市の平均値は8.1％と

なっております。平成30年度においては、当市は

県内11市の中で４番目に高い数値となっておりま

す。 

以上でございます。 

○議長 

源正樹君。 

○12番源正樹君 

もう１点関連になるんですが、先ほどの市債の

総額の中には臨時財政対策債があるかと思いま

す。この現在の発行残高やこれからの発行見込み

についてお尋ねをしたいと思います。 

○議長 
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山住総務部長。 

○山住総務部長 

臨時財政対策債につきましてご答弁させていた

だきます。 

まずその臨時財政対策債がどういったものかを

若干説明させていただきますが、国におきまして

は毎年度の地方公共団体全体の歳入歳出額を見込

む地方財政計画を作成いたします。その計画にお

ける歳入の不足額に対しまして、所得税、酒税、

法人税、消費税等の一定割合を原資とする地方交

付税の額が満たない場合に、その財源不足を補完

するために地方公共団体自ら発行する地方債が臨

時財政対策債というものでございます。 

形式的にはその団体の地方債発行という形をと

りますが、本来的には地方交付税として交付され

るべき性質のものであることから、その使途につ

きましては目的が限定されておらず、また、償還

に要する費用は理論上でございますが後年度の普

通交付税において100％措置されるというもので

ございます。 

本来、この地方財政計画における財源不足額

は、臨時財政対策債の発行に限らず地方交付税と

して交付されることが理想ではございますけれど

も、景気低迷による国税収入の伸び悩み、新たな

財政需要への対応等から、平成13年度の制度創設

以来毎年度臨時財政対策債の発行が続いている状

況でございます。 

そこで、当市における令和元年度末の発行残高

でございますけれども97億4103万9000円。令和２

年度の新たな発行額は4億5597万2000円となって

おります。 

今後の発行の見込み額でございますけれども、

地方財政計画における地方交付税の原資不足が続

くものと想定をいたしておりまして、中長期計画

におきましても、毎年度4億円程度を見込んでい

るところでございます。 

以上でございます。 

○議長 

源正樹君。 

○12番源正樹君 

それでは、最後の質問項目となりますが、それ

を踏まえて今後の財政の見通しについてお尋ねを

いたします。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

今後の財政見通しにつきまして答弁させていた

だきます。 

最初に当市の財政力について説明をさせていた

だきたいと思います。 

当市の財政力指数は令和元年度におきまして

0.25と非常に低い水準にあり、県下11市の中で最

下位の状況でございます。財政力指数の低い地方

公共団体は市税等の自主財源が少ないため、国・

県支出金、地方交付税、市債等の依存財源の割合

が大きく、当市におきましても令和元年度決算に

おける依存財源は歳入全体の約75％と極めて高い

水準にございます。特に地方交付税は依存財源の

約半分を占めておりまして、地方交付税の動向が

財政運営に直接的に影響することになります。 

先ほどの答弁のとおり、地方交付税のうち普通

交付税につきましては、合併算定替による優遇措

置が令和元年度で終了いたしまして、令和２年度

からは一本算定に移行いたしましたが、令和２年

度の交付決定額は算定項目における地域社会再生

事業費の創設、公債費に係る交付税措置が増額と

なったため、先ほど申し上げましたが対前年度

1.7％の増となっております。 

今後、人口の減少等の減額要因はあるものの、

引き続きまして公債費の増加が想定されるという

ことで、普通交付税は横ばいでの推移ということ

で先ほど申し上げましたとおりそういう見込みを

立てております。ただし、この公債費に係る普通

交付税措置につきましては、元利償還金の支払い

に対してのものでございます。特定財源とも考え

られることから、公債費措置分を除いた自由に使

える交付税は総額で横ばいの場合、当然のことで

ございますけれども減少するということになりま

す。 

一方、市税等の自主財源の割合でございますけ

れども、令和元年度決算において約25％、その内

基金繰入金は約４分の１を占めておりますけれど

も、市税の増加が見込めない中、自主財源の向上

は困難な状況であると。従いまして今後も基金を

繰り入れての財政運営が続くものと予想されてお

ります。 

このような厳しい財政見通しの中にありまして

も、広範多岐にわたります行政需要、平成30年７
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月豪雨災害からの復旧・復興、新市建設計画に基

づく大型事業、また、新型コロナウイルス感染症

への対策、そういった様々な事業への対応が引き

続き必要となっております。 

しかしながら、先ほどから申し上げております

通り、市税の伸び悩み、普通交付税の横ばい傾向

といった厳しい歳入見通しの中、現状のまま基金

の取り崩しを続けますと、ご指摘のとおり財政調

整基金の減少のみならずその他の基金も将来的に

は枯渇してしまう、そういった可能性もございま

す。従いまして、持続可能な財政運営の方策とい

たしまして、歳入に見合った適正な財政規模へ向

けた取り組みを行わざるを得ないと考えておりま

す。 

今後、限られた財源の中で職員のさらなる意識

改革、また、働き方改革による業務効率の向上を

図るとともに、事業の見直し、公共施設の統廃合

等を検討いたしまして、スクラップアンドビルド

の考えに基づく財源調達を行い、重要かつ必要な

事業を選択した上で健全な財政運営に努めてまい

りたいと考えております。 

議員各位におかれましても、ご理解とご協力を

いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

源正樹君。 

○12番源正樹君 

ただいまの答弁の中で、今後とも基金の繰り入

れにより予算編成を行うという形で答弁があった

かと思います。財政調整基金や減債基金等、今後

の基金の見込みはどのようになってるのか、まず

お尋ねいたします。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

基金の今後の見込みについて答弁させていただ

きます。 

先ほども申し上げましたが、今後も基金を繰り

入れての財政運営が続くものと予想されておりま

す。人口減少が進むことによりまして、市税や地

方交付税などの一般財源は減少、対しまして社会

保障費関係経費の増大や公債費の後年度負担増が

見込まれるということで、その収入不足を財政調

整基金をはじめとする基金の取り崩しによって補

填する対応をとらざるを得ないと考えておりま

す。 

本年度作成いたしました当市の中長期財政計画

では、予算規模の縮減を図りつつ財政運営に努め

てまいりましても、財政調整基金につきましては

今年度末の残額見込みが約23億6000万円のとこ

ろ、８年後令和10年には約7億円と16億6000万円

の減。減債基金につきましても、現在約10億

1000万円が3億1000万円と7億円近く減少する見通

しとなっております。その他の基金につきまして

も、総額でいきますと約35億円余りを取り崩さな

いと令和10年度における予算の編成は難しいとい

った状況となっております。 

ただしこれはあくまでもシミュレーションでご

ざいますので、必ずしもそのとおりになるといっ

たものではございません。ただし、いずれにいた

しましても、厳しい財政運営を迫られているとい

うことは十分に認識する必要があるというふうに

考えております。 

以上でございます。 

○議長 

源正樹君。 

○12番源正樹君 

この本当に厳しい状況の中、歳入に見合った適

正な財政規模へ向けた取り組みを行わざるを得な

いとの答弁もあったかと思います。 

どのように取り組まれるのか、最後にお尋ねし

ます。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

それでは適正な財政規模への取り組みというこ

とでございますけれども、具体的には毎年度予算

編成方針におきまして、３つの目標といいます

か、ことを念頭に予算編成に取り組んでおりま

す。 

まず１つ目でございますが、既存事業は実績と

評価に基づく要求とし、成果が認められない場合

は事業は廃止する。 

２つ目で、国または県の事業に伴い市が事業化

した事業は、国または県が事業を廃止した場合は

原則廃止とする。 

３つ目といたしまして、計画性の低い新規事業

は今後の財政状況を悪化させる可能性があるとい
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うことから、事業効果、事業期間、計画の見直し

手法等の計画性がある場合のみの要求とすると。 

この３つの考え方を基本として予算編成に取り

組んでおります。いわゆる「入りを量りて出ずる

を制する」ということを心がけまして、この取り

組みを重ねつつ適正な財政規模の実現を図ること

といたしております。 

議員の皆様にもご理解とご協力をお願いいたし

ます。 

以上でございます。 

○議長 

源正樹君。 

○12番源正樹君 

財政状況について、そして今後の見通しについ

て様々なことを質問して、丁寧かつ真摯な答弁を

いただいたと思います。 

国においても、新型コロナウイルス感染症対策

で、過去最大の予算そして過去最大の国債発行と

なっており、今後、地方交付税等への影響も非常

に懸念をされております。 

最先端技術の導入や行財政改革による業務効率

化、事業の見直しを進めると同時に、市民の皆様

にも行財政について、現状と将来見込みについて

正しくわかりやすくお伝えすることが必要になる

と考えます。 

これからも市民の皆様に必要な施策を実施しつ

つ、適正な財政運営に努めていただきたく思いま

す。 

以上をもちまして一般質問を終わります。 

○議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午前９時57分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午前10時10分） 

次に、18番酒井宇之吉君。 

18番酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

議長に通告した件につきまして、許可を受けて

おりますので、ただいまより一般質問を行いま

す。 

先ほどからマスクはどれが一番ものが言いやす

いか３つほど変えてみたんですけど、マスクを着

けているとどれもこれも言いにくいですね。 

その中で、質問通告いたしておりました観光行

政についてと情報化社会の対応についての２点に

つきまして質問を行います。 

先般市長が、せいよＧｏ Ｔｏジオツアー27日

までで265人だったというお話がございました。

先般私は、８月29日、30日とせいよＧｏ Ｔｏジ

オツアーに行ってまいりました。あけはまーれ集

合で海体験、狩浜沖を周遊しながら海からの段々

畑を見させていただきまして、そしてその中で久

しぶりに恒ちゃん灯台へ行ってまいりました。あ

れは田中恒利先生が要望して作った灯台だそうで

ございますが、久しぶりに海からの素晴らしい景

観を見させていただきまして、そして、あけはま

ーれで１泊して翌日は、タコ漁体験コースと真珠

アクセサリー作り体験と養殖場見学コースに分か

れて行かしていただきました。 

市長の挨拶にありましたが、これは750万円予

算組んでたように記憶をいたしております。その

中で、265人ですから300人ぐらい行って、次も市

長の話では、方法・内容を検討して実施するとい

うことでございます。その中で、ジオパークのあ

り方とか、そういうものを見ながらやっておりま

したが、そのあたりも含めて今回質問いたします

観光協会について、観光協会のこれまでの経緯、

歴史、組織、予算、活動についてお尋ねをいたし

ます。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

酒井議員のお尋ねにお答えをしたいと思いま

す。 

西予市観光協会は平成16年10月に各旧町の観光

協会が合併し設置された任意団体で、協会全体を

総括する本会と５つの支部で構成されており、と

もに市職員が事務局として協会の運営に当たって

おります。また、平成24年度からは、本会に協会

が雇用する専門職員を配置し、業者との折衝など

観光活動の専門性を高めることができ始めまし

た。 

組織的には、本会に会長１名、副会長５名、理

事10名、監事２名を役員として構成しておりま

す。各支部は、それぞれ単独でこれまでの役員体

制を維持しております。 

今年度までの事業内容として、本会では、西予

市の観光ＰＲ、ふるさと納税返礼品取扱業務、せ

い坊維持管理、物産販売等を主に行い、各支部で
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は、れんげまつりや乙亥大相撲などの看板イベン

トの実施、独自の各種事業が主な活動となってお

りました。 

運営費につきましては、今回各支部ともに、市

からの補助金を主な財源とするとともに、自主財

源として会費や物販収入も確保しています。ま

た、本会では、近年市からのふるさと納税返礼品

発送業務受託収入を自主財源として確保しており

ましたが、現在は観光物産協会で対応をしており

ます。 

以上、答弁といたします。 

○議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

私も観光協会の副会長をしてた時期がございま

すのでよくわかるんですけれども、当時から比べ

ますといろんな形が変わっております。 

各支部でのイベントにつきましてお尋ねします

が、城川は、奥伊予どろんこ祭りを中止したり延

期したりしてますけれども、このあたりの独自の

各種事業をもう少し教えていただきまして、ま

た、途中で乙亥大相撲につきましては特別扱いの

予算つけたりしたことが記憶にございますが、こ

のあたりにつきましては各種事業等々についても

お尋ねをいたします。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

ただいまのお尋ねの件は、例えば宇和町であれ

ばれんげまつり、明浜であればかっぱＭＡＴＵＲ

Ｉ、野村であれば乙亥大相撲、それと三瓶であれ

ば奥地のカーニバルという意味のご質問でござい

ましょうか。 

 （酒井議員「はい」と答える） 

○酒井産業部長 

今までは、各支部の観光協会が主催をしまし

て、それに対して、市の職員、明浜のかっぱＭＡ

ＴＵＲＩであれば、明浜支所の職員並びに本庁に

勤務しておる明浜の職員が、一番酒井議員がわか

られておると思うんですけど、もうかっぱＭＡＴ

ＵＲＩであれば、前日、当日、その次の日の後片

づけまでずっとしているような状況でございま

す。主催ということになると協会がしていただい

て、それのお手伝いを事務局が持っているうちの

職員がしているとそういうような状況でございま

す。 

○議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

ただいまの答弁は、各実行委員会を設けて、そ

の中へ観光協会から補助金を出すという形になっ

てると思います。 

それはさておきまして、市の職員がどれぐらい

かかわって、観光協会の職員がどれぐらいかかわ

ってるか、私の記憶ではもうほとんど明浜町の場

合は市役所がやってるような感じ、城川町の場合

は、消防団とか高校生がやったり、そういういろ

いろ各イベントのやり方があるようでございます

が、これにつきましてはもう終わってることでご

ざいますので、あり方がいろいろ違うと、乙亥に

ついては、非常に西予市を代表する歴史あるイベ

ント、重さも違うと思うんです。これから観光協

会のあり方につきましては、いろいろとそういう

ものを考えながら対応していただきたいなと思っ

てる次第でございます。 

続きまして、観光物産協会設立経緯、目的、組

織、事業計画、財源等についてお尋ねをいたしま

す。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

初めに観光物産協会の設立につきましては、皆

様に周知が遅れておりましたことをおわび申し上

げます。 

また、平成23年からの協議が始まったところで

はございますが、なかなか設立にまで至らず、長

時間かかったことを回答の前にお断りをしてか

ら、酒井議員の通告いただきましたご質問にお答

えをさせていただいたらと思います。 

設立経緯、目的につきましては、平成23年度か

ら西予市観光協会の法人化についての協議を行

い、平成27年７月に設置した西予市観光協会法人

化検討委員会から平成28年３月に法人化について

の方向性を示した答申を受けました。その後、平

成30年５月から地域おこし協力隊１名を専任職員

として採用し、法人化の検討を進め、令和元年

10月に西予市観光協会法人化推進委員会を設置し

３回の協議を重ねてきました。 
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会社形態につきましては、法人格を持つ団体と

して信用がつくこと、社会的認知度の向上、収益

事業を主な目的とすることが可能な点などを踏ま

えて一般社団法人としております。 

事務所は、西予市商工会１階の一部を借用し、

名称は、一般社団法人西予市観光物産協会として

４月１日付けで設立をいたしました。組織体制と

いたしましては、会長１名、理事６名、監事１名

の役員のほか、事務局としては、事務局長、次

長、職員２名、計４名の体制で運営を行っており

ます。また、今後の観光協会との統合を目指し

て、事務局職員の増員を現在計画しているところ

でございます。 

次に、目指す姿といたしましては、１．具体的

な事業展開、２．地域の特性を生かした取り組

み、３．観光商品の企画、造成、販売を通じた経

済効果の追求、４．行政の補完ではなく公益を主

体に担う組織へ、５．収益事業の充実、６．ふる

さと納税返礼品取扱事務の受託、観光振興業務の

受託、指定管理施設の受託など観光地としての経

営を担う観光物産協会を目指してまいります。 

令和２年度の運営につきましては、収入として

市からの補助金1500万円、会費100万円、また、

事業収入として、ふるさと納税返礼品取扱受託収

入9000万円、物産販売手数料など総額1億1320万

円を見込み、進める事業といたしましては、現観

光協会から引き継いだ観光ＰＲ事業、ふるさと返

礼品発送業務を含む物産ＰＲ事業、せい坊維持管

理事業などを進めてまいります。 

また、今年８月から旅行業を開業しており、市

内で着地型観光業務を進めるとともに、ふるさと

納税返礼品、発送業務受託事業を合わせて、収益

事業による増収を目指してまいりたいと考えてお

ります。 

以上、答弁といたします。 

○議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

これは、前三好市長のときに法人化を目指すと

いう形で、観光協会を一生懸命やっておりました

けれども、先ほど部長が挨拶されまして、お詫び

しましたように、設立の報告なりが遅れているこ

とは、これはそのとおりでありますし、こうして

私が質問するまで、対外的な広報とかそういうこ

とに載せてないということは、しかるべきことで

ございますので、こういうことのないようにひと

つ市民には徹底して、観光協会の発展のために、

そして、できてある観光物産協会の発展のために

も留意をしていただきたいと思う次第でございま

す。 

続きまして、観光物産協会に観光物産協会就業

規則だとか観光物産協会給与規則、観光物産協会

旅費規則と観光協会役員の報酬等に関する規定と

か、観光物産協会の会員規定があるわけでござい

ますが、会員についてお尋ねしますが、会員はど

のような形で募集したり、正会員、賛助会員いろ

いろあろうと思いますけど、現在の人数、そして

どのような方法で募集したのかお尋ねをいたしま

す。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

会員の募集につきましては局長、次長と現場に

回りましてお願いに行っております。それから、

先ほどの何名かというところの資料は、現在持ち

合わせておりませんので、また後ほどお伝えをし

たいと思います。 

○議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

私の手元にありますが、これは時間も多分くい

ますので言いませんけれども、正会員2万円、法

人１口、そして法人賛助会員が1万円以上という

ことになっているようでございます。先般のお中

元のパンフレットができて見まして、その人たち

が会員になってるんだろうと、そういうように解

釈をいたしております。 

続きましてお尋ねしますのが、今後の観光協会

と観光物産協会の関係でございますが、活動範囲

は、市はどのように関与するのか。この活動範囲

っていいますのは、いろいろ観光協会から社団法

人観光物産協会へ移行する業務とか、そういうも

のについて、どのように今後考えているのかお尋

ねをいたします。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

今後の観光協会と観光物産協会についてでござ
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いますが、この観光物産協会は、西予市と観光協

会が協会の法人化を目指す第一歩として設立した

法人であり、現状は、任意団体の観光協会と法人

化した観光物産協会の２つの組織が存在している

状況であります。そのような中で、観光物産協会

は、市内観光物産関連産業の活性化を目指し、旅

行業をはじめ、各種収益事業等様々な事業に取り

組んでおり、また、観光協会は、本会の業務は観

光物産協会に引き継ぎますが、各支部において、

伝統ある地域イベントの実施をメインとして、地

域の活性化に取り組んでまいります。 

なお、現在市が事務局をしております西予市観

光協会及び５つの支部につきましては、新法人設

立後も任意団体として残しつつ、これから進める

５つの支部及びイベントなどを新法人へ整理統合

していく過程で、現協会を解散することとして進

めてまいります。しばらくの間は、新法人と任意

団体の観光協会が存在する形となりますが、役割

を分担しておりますのでご理解をいただきたいと

思います。 

平成28年３月に法人化の答申をいただいてから

４年間が経過し、大変ご心配をかけておりまし

た。一般社団法人西予市観光物産協会が、地域の

誇りと愛着を醸成する観光地経営の視点に立ち、

これからの観光地域づくりのかじ取りを担うこと

を期待しております。 

今後ともご理解、ご協力をよろしくお願いをい

たします。 

○議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

観光協会と社団法人観光物産協会の役割はわか

ってきたんですけれども、これにつきまして、こ

れから今後、ジオパークを中心にした観光開発と

いうことで西予市は結構進めております。ジオパ

ークの性格は文化財的な要素もあります。 

市長は、先日の答弁で、行政主導ではなく地域

主導型で進めていきたいというジオパークの推進

をしておりお答えなられましたけども、ジオパー

クを観光協会が事務局で持つ場合とまちづくり推

進課が持つ意味合い、これはどっかで一緒にしな

いと、発展したジオパークの売りができないので

はないかと思っておるんですけども、この組織体

制につきまして、ウエイトの持ち方、今後教育委

員会も入ってくると思います。いろんなものがご

ざいますので、このあたりのトータルのものにつ

いて今後どのように考えておられるかお聞きをい

たします。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

ただいま酒井議員からジオパークの推進体制に

ついてのご質問がありました。 

教育、そして観光も含めて、いろんな面でまち

づくり、合わせて四国西予ジオパークというの

は、西予市にとって、その発信力と、そして、み

んなが期待する、そういう大きなものでございま

して、今ご提案いただきましたことも踏まえて、

検討をさせていきたいと思います。ただ、観光に

ついては、今までいろんな意味で発信力が足らな

かったなということがありますので、今後もジオ

をよそから来ていただくツールとして、皆さん

が、観光を含めてジオをよく知っていただくツー

ルとして推進をしていきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

先日二宮議員が尋ねたことと重複するかもしれ

ませんけれども、四国西予ジオパークと観光物産

協会がジオパークに対してどのような発信をする

つもりがあるのかをお尋ねいたします。 

ジオの恵みだとかいろんなものがあります。そ

ういうものを物産協会が、どのようにして四国西

予ジオパークを、発信力というかそういうものを

どのように負わせるのか。そのあたりはいかがか

考えておられますでしょうか。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

酒井議員がおっしゃられた今の質問でございま

すが、私どもも観光物産協会がどのようにジオパ

ークを利用して、また観光に生かしていくかとい

うようなことを考えているところでございます

が、４月１日に設立して、人員的にも、事務的に

は局長が１人で、今まだ規則とかつくっている状

況でございますので、今しばらくお待ちをいただ
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きたいと思います。 

以上です。 

○議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

西予市のジオパークを中心として、そして、先

般のＧｏ Ｔｏジオツアーなんかも非常に素晴ら

しいアイデアだと思っております。このあたりを

しっかりと推進して、下へおりるような施策を進

めていただきたいと思います。 

また、法華津・野福峠観光開発推進協議会とい

うようなものもございます。そのあたりも利用し

て、観光資源は素晴らしくあるように私は思って

おりますし、それを観光だけではなしにお金にか

えていく、こういう施策もしっかりと望みたいと

思います。よろしく頑張って、お互いに頑張って

いきましょう。 

続きまして、２番目の質問に対して質問をさせ

ていただきます。 

実を言いましたら、この情報機器の情報社会の

対応についてということでございますけれども、

これにつきましては、私自身が非常に、愛媛県下

最初にタブレットを入れた西予市議会でございま

す、その中でも、私と何人かはなかなかこれにつ

いていけない状態でありますので、親切に教えて

いただくということでご質問をさせていただきま

す。 

それよりも先に、先ほど源議員がお話ししまし

たけれども、安倍首相が体調不良で辞任をいたし

ました。トップというのはやれて当たり前という

ことでございます。管家市長、トップというのは

本当に大変だと思いますけれども、体に留意され

て、安倍首相のようにならないように、ひとつ元

気が一番で西予市を引っ張っていっていただきた

いと思う次第でございます。 

このような情報機器を扱うのは、私のように

70歳を超えてくるとアナログ人間、というのは、

活字型文化で育った人間、若い人たちはデジタル

人間でございますが、これは、映像型文化で育っ

た人という形で分けさせていただいてもいいかと

思います。市長もどちらかというと活字型文化で

育った方でございますので、この行政の大きな情

報化社会の機器の対応については、難儀をなされ

てるんじゃないかなとお察しするところでござい

ます。 

それでまずお聞きしますが、職員教育の対応、

情報機器などの研修、なかなか今情報は大量化、

スピード化の中、正確性が望まれておりまして、

マスコミの本当にどれが本当かわからないという

ようなところも私どもは感じるところがありま

す。このような中に、将来の西予市のために、機

器の利用は避けて通れない大河のうねりのような

気がいたしております。これについては、職員の

教育が一番先頭を走っていただかないといけない

と思っておりますので、この研修、勉強について

どのようにされているのかお尋ねをいたします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

情報化社会の対応につきまして、また、特に職

員教育の対応につきましてお答えいたします。 

まず、世の中の状況について少しばかり触れさ

せていただきますと、総務省が情報通信の分野に

おける産業の現況や政策の動向などを取りまとめ

ております情報通信白書によりますと、令和元年

における世帯内のモバイル端末全体の保有率は

96.1％となっておりまして、特に、スマートフォ

ンの保有率は83.4％とパソコンの保有率の69.1％

を大きく上回る結果となっております。年々スマ

ートフォンの所有率は増加傾向にあり、今後も増

えていくものと予想されております。 

こうした状況も踏まえまして、西予市の職員研

修におきましても情報関係の研修を重視すべきと

考えております。本市の情報機器に関する研修と

いたしましては、従来ワープロソフトや表計算ソ

フトなどの使用方法等についての研修を行ってま

いりましたが、マイナンバーの関係が開始されて

以降、情報の管理等のセキュリティに関係した研

修を中心に行っております。 

研修内容といたしましては、番号制度の概要、

それに伴う情報連携のフローや異常時発生時の対

応、また、サイバーセキュリティに加えまして、

不審メール対応訓練など多岐にわたってやらせて

いただいております。 

今般、新型コロナウイルス感染症との共存を前

提とした新生活様式に対応する行政サービスの構

築に当たりまして、これまで以上に様々な情報機

器を利用することになりますので、機器やソフト
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ウェアの基本的な操作研修だけでなく、より高度

で効率的な使用方法、こういったものを身につけ

る研修が必要であると認識しております。将来の

西予市のため、スマートな行政を目指し、市民サ

ービスの向上につながる職員研修に取り組んでま

いります。 

○議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

昔井戸端会議で情報を集めて、それから電報

で、合格のときに桜散るとか桜咲くとかいうよう

な話がありまして、それから後、電話、ポケベル

であるとか、いろんな携帯電話があって、今はス

マホ、今はいろんなもんが出ておりまして、この

通信機器の発展は、過疎化が進んでるところほど

なかなか普及していないという形があります。 

先ほど、下澤部長は東京から来られてますん

で、そしてお若いですから、この点につきまして

はよくご存じだと思いますんで、よく私にもわか

るように教えていただきたいと思いますが、また

それも、市民が43％の高齢化率の社会ですから、

なかなかわかりにくい、先般もスマホが使えるか

っていったらスマホの能力が100％で、今しっか

り使ってる職員に聞いてみますと、私らで20％ぐ

らいですよと。酒井さんなんか１％が２％じゃな

いですか、こういう返事だった。ですからスマホ

の能力だとか、そういうものが情報化の中で非常

に進んでおります。そして白書の中では80何％っ

て言いましたけれども、西予市の中には50％いっ

てないんじゃないかなとそういうような危惧があ

りますので、このあたりも含めて再質問をさせて

いただきますが、研修方法というのはどのような

方法でやってるかお尋ねをいたします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

研修の方法につきましては、従来型といいます

か、１カ所に集合して行う集合研修もございます

し、各個人のそれぞれのパソコンなどを利用して

行うｅ－ラーニングというものをやらせていただ

いております。 

ｅ－ラーニングにつきましては、各個人のパソ

コンで、いつでもどこでも好きな時間に行うこと

ができるので、時間や場所に縛られず、空き時間

を有効に活用して効果的に研修が行えるものと理

解しております。 

以上になります。 

○議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

本年度の研修予定、研修内容はどのようなこと

をされる予定でございますか。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

今年度につきましては、先ほど申し上げました

ｅ－ラーニングで番号制度の入門から始まりまし

て、それに関係する情報連携のフロー、また、異

常発生時の対応、セキュリティ対策を行っており

ます。 

また、新規採用職員研修も６月に実施をしてお

ります。研修に加えまして、職員に対して不審メ

ール訓練を行い、またウイルス付きメールへの対

処方法などについてもレベルの向上を図っており

ます。 

以上になります。 

○議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

研修の受講者数はどのような形になっておりま

すか。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

研修の受講者数につきましては、今年度、番号

制度の関係のｅ－ラーニングが86名、昨年度は、

番号制度関係のｅ－ラーニングが54名、税率のシ

ステム管理に関するｅ－ラーニングは15名、また

オープンデータの研修が２名、外部の情報化セミ

ナーに参加するというのが４名となっておりまし

て延べ75名が参加しております。 

以上になります。 

○議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

情報セキュリティの研修についてお尋ねいたし

ますが、民生委員さんにも情報セキュリティがや

はりのしかかってきております。職員だけではな
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しに、職員のセキュリティの研修もありましょう

けども、情報セキュリティの研修とは何かについ

てお尋ねをいたします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

情報セキュリティの研修につきましては、そも

そものマイナンバーの関係の入門のところから始

まりまして、一連の業務がどういうふうに流れて

いるのかというその情報連携を理解してもらうと

ともに、何かエラーが発生したときにどういう行

動をとればいいのか、また、そもそもの外部から

の不正アクセス等々の基礎的なセキュリティに対

する理解、そういったセキュリティ対策等こうい

ったものが情報セキュリティの研修となっており

ます。 

○議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

これまで情報漏えいとかそういう事故は西予市

にはございますか。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

情報漏えいの事故に関しましては西予市では確

認されておりません。 

○議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

市長も５年後に、クラフト事業なんか委員会を

つくるとかなんとかいう話もございましたけれど

も、新生活様式対応行政サービス構築事業を行う

に当たり、具体的にどのような研修を考えており

ますか。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

セキュリティに関する研修はもちろんのこと、

パソコンだけでなく、タブレットやオンライン会

議システム等を駆使したものになりますので、そ

の操作法の説明に加えまして、よりスムーズな使

用方法や利活用を考えており、市民サービスの向

上につながる研修としたいと思っております。 

いずれにいたしましても、情報関係の研修につ

きましてはより充実させることが必要だというふ

うに思っておりまして、しっかりと中身について

も検討してまいりたいと考えております。 

○議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

ＡＩだとか、５Ｇだとか言っておりますけれど

も、ＡＩと５Ｇに西予市の導入だとか、５Ｇにつ

いて、先般の知事陳情のときにも５Ｇがなかなか

地方に入ってくるのは難しいというようなお話も

お聞きしました。デジタル化していく社会の中

で、この点は避けては通れないと思いますけれど

も、将来に向けての答弁を、５Ｇ、ＡＩについて

一緒にご答弁願ったらと思います。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

ＡＩと５Ｇについてのお尋ねがございました。 

ＡＩにつきましては、今、県内他自治体も含め

まして、業務量調査というものをやっておりまし

て、そういった他市とも連携をして、ＡⅠで処理

をするようなことが劇的に業務を改善できるかと

いったことを共同で調査研究を行っていくという

計画をしております。 

５Ｇにつきましては、今年通信キャリア大手が

一部エリアでサービスを開始しておりますが、西

予市は現在のところエリアになっていないと承知

しております。また商用の５Ｇとは別にローカル

５Ｇということで、自治体などが免許を取得し利

用できる５Ｇというものもございますけれども、

現在県で実証実験を行っている段階でございま

す。またコストの問題だけでなく、電波が届く範

囲が狭いため、アンテナを多く立てなければなら

ないといった問題がございます。５Ｇでなければ

なしえないサービスにつきましても、ＡＩと合わ

せまして、今後も調査研究を行ってまいりたいと

考えております。 

○議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

続いてお尋ねいたしますが、ＳＮＳの話は、恐

怖と期待が非常にあるものだと思っております。 

断片的なＳＮＳの発信、ただし発信力の強さ、

量、このようなものにつきましては、非常に便利
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なものでありますけれども、誹謗中傷、そして、

あおり運転等々につきましていろんな社会的な問

題も報じられていますが、西予市の利用実態、現

状把握はされておるか、そのあたりをお尋ねいた

します。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

ＳＮＳの利用実態についてのお尋ねがございま

した。 

西予市に限ったＳＮＳの利用実態というものを

把握しておりませんが、先ほど申し上げました情

報通信白書によりますと、令和元年の全国的なＳ

ＮＳの利用率は69％となっておりまして、利用の

増加に伴いトラブル事例も増加しております。例

えば、総務省の調査によりますと、ＳＮＳで情報

発信を行う利用者の内23.2％が自分の発信が自分

の意図とは異なる意味で他人に受け取られてしま

った。ネット上で他人と言い争いになったことが

あるなど、何かしらのトラブルを経験したと回答

されております。 

また、警察庁の報告によりますと、平成29年に

おけるＳＮＳに起因する犯罪の被害児童数の数

が、平成20年から平成29年にかけて増加傾向にあ

り、平成29年は1,813人で過去最高となっている

とのことでございます。 

このように、ＳＮＳに端を発した犯罪は増加傾

向にありますが、最近では、誹謗中傷や名誉毀損

による事件が社会問題にもなっておりまして、イ

ンターネット上で自己の権利を侵害されたとする

者が、関係通信事業者が保有する発信者情報の開

示を請求できることについてなど、現在国でも関

係した取り組みがなされているものと承知してお

ります。 

以上でございます。 

○議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

ただいまのいろんな答弁を踏まえまして、教育

現場での情報機器教育について、児童生徒の実態

利用は。また、利用範囲については、まず１点、

お尋ねをいたします。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

今ほどお尋ねの児童生徒のスマホ等の利用の状

況でございますけれども、まず、所持状況であり

ますけれども、昨年平成31年１月に実施をいたし

ました西予市内の小学４年生から中学３年生まで

を対象といたしました調査によりますと、小学校

４年生から６年生の児童で、携帯電話、またはス

マートフォンの所持率は844人中271人で32.1％、

中学校１年生から３年生が821人中417人で50.8％

の所持率でございました。 

利用の範囲といいますか、利用の内容でござい

ますけれども、インターネットの利用も含みます

けれども、動画を見たり、音楽を聞いたりする、

また、調べ物をする、お金のかからないゲームを

する、メールのやりとりをする、ＬＩＮＥやツイ

ッターをするなどが多くなっているという状況で

ございます。 

また、それぞれの年代においてどれぐらいの時

間スマホと接しているのかというところでござい

ますけれども、小学校４年生から６年生の児童で

一番多かったのは、30分から１時間で32.9％、二

番目に多い１時間から２時間が29.8％、中学１年

生から３年生までは、一番多い１時間から２時間

が38.5％で、二番目に多い２時間から３時間は

24.7％の利用時間でございました。小学生よりも

中学生のほうが利用時間が長くなる傾向が見られ

ているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

スマホの利用率が、中学生でとりますと38.5％

と２時間から３時間が24.7％、100％にならない

んですが、どういうことでしょう。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

それぞれの中学生の中でということですので、

これ未満であるとかこれ以上の時間があるという

ところでございますが、詳細の数値は現在手元に

持っておりませんので、もし必要でしたら後ほど

お答えをいたします。 

○議長 

酒井宇之吉君。 
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○18番酒井宇之吉君 

これの利用範囲、もちろん学校にはスマホの持

ち込みは禁止という、禁止なのか指導なのかちょ

っとわからないんですけども、文科省もそういう

ような指導をしているようでございますが、学校

ごとにも違うようでございますし、このあたりの

ものが、スマホの管理の後で聞いてからにいたし

ますが、スマホの管理は、学校側、家庭、ＰＴＡ

どのようにされているのかお尋ねをいたします。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

スマホの管理ということでありますけれども、

基本的にはご家庭で購入をされて、子どもさん方

に所持をされているということであれば、ご家庭

で管理ということが基本になろうかと思っており

ます。 

学校におきましては、小学生、中学校、どちら

においても基本的には持ち込みは禁止していると

いう状況でございまして、登下校等においてどう

しても必要な状況がある場合がありましたら、そ

の際には、申請を保護者から学校にされまして、

必要な状況に応じて対応しているという状況であ

ります。学校に持ち込みをした場合においては、

学校で預かっているという状況でございます。 

○議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

この中でお尋ねいたしますが、２時間から３時

間という人が、中学生の場合24.7％、これは、非

常に問題になりますのは、現実にスマホのゲーム

をやってる人が実態のところが、過度の使用によ

る生活体調の支障が、現場で見られるのではない

かという指摘がありました。 

これについては、教育委員会はどのようにとら

えておりますか。例えば、夢中になって夜中まで

やって、授業中に非常に集中力がなくなったりす

る場合が結構見られるというような話をお聞きし

ますが、このような現状について把握されておる

か、把握されておりましたら指導はどのようにさ

れているかお尋ねします。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

今ほどゲームの利用状況というところもあった

かと思いますけれども、携帯電話またスマホのみ

での調査ではございません。パソコンやゲーム機

を含めたところでの調査になりますが、先ほど行

いました時期と同じ時期での調査でございますけ

れども、過去１年間にゲームをしたことがあるか

ということについては、小学生で93.8％、中学生

で91.6％の状況でございました。ゲームをしたこ

とがあるという者の内、平日の１日でございます

けども、この１日にゲームをしている時間につき

ましては、小学生で63％、中学生で55.9％が１時

間未満という状況であるものの、３時間以上して

いる小学生が3.5％、中学生で4.4％の状況でござ

いました。 

ゲームをやり過ぎて授業中に支障がということ

も想定されるところではあろうかと思いますけれ

ども、直接ゲームのやり過ぎが授業中に支障が出

るかどうか、そこのところの因果関係というとこ

ろはなかなか難しいところがございますので、総

合的に判断をしてでございますけれども、市の養

護教員部が行いました令和元年度の調査によりま

すと、午前中に眠いと感じることが度々あるかと

いう質問に対しまして、小学校５年生、６年生で

62.5％、中学２年生で64.3％が眠いというふうに

回答をしているというところでございます。 

先ほど申しましたとおり、これらの原因が全て

ゲームやＳＮＳの利用によるものではございませ

んけれども、多くの児童・生徒が十分な睡眠がと

れていないということがわかるという状況でござ

います。 

現在、養護教諭が中心となりまして、睡眠の質

の向上を目指して、デジタルデトックスタイムを

中心とした睡眠の指導を行っているというところ

でございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

ＳＮＳで児童的なことは社会的な問題が起きた

り、そして、いろんな問題が起こっております。 

ゲームだけではなしに、こういうものの情報機

器につきましては、便利性があるかわりに、いろ

んな落とし穴があるということは、今後の社会全

体が負っていかなければいけないんではなかろう
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かと思う次第でございます。 

続きまして、新型コロナウイルスでの情報機器

の利用は、現在、本当に新型コロナウイルスが出

て言葉もいろんな言葉が出ておりまして、テレワ

ークにいたしましても、生活様式が変わるであろ

うというようなところまで来ておりますが、この

新型コロナウイルス対策での情報機器の利用はど

のようにされておるかお尋ねをいたします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

新型コロナウイルス対策での情報機器の利用に

ついてお尋ねがございました。 

西予市におきましては、場所にとらわれない働

き方を推進することとしておりまして、市役所の

職員について言えば、職員間の情報共有のシステ

ムでありますグループウェアのクラウド化を行

い、状況に応じて設定を行うことで、職場のパソ

コン以外からでもインターネットに接続されてい

る端末であればどこでも利用できる環境を構築し

ております。さらに、市役所内部におきまして

は、これまでの状況から一歩進み、書面・押印対

面主義から脱却するため、この８月から電子決裁

を一部の部署で本格的に運用しており、今後段階

的に全庁へ広げていきたいと考えております。 

また、児童生徒一人ひとりへ配布される端末、

パソコンを最寄りの公民館に持ってきていただけ

れば、インターネットに接続できる環境を整備す

るとともに、児童生徒以外の市民向けにも利用可

能なフリーＷｉ－Ｆｉも整備することを計画して

おります。 

このように、市として情報機器を積極的かつ有

効に利用するための整備を今年度計画しておりま

す新生活様式対応行政サービス構築事業におきま

して、一体的に構築することとし、新型コロナウ

イルス感染症対策を踏まえた新しい生活様式の変

化に対応することとしております。 

以上でございます。 

○議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

新生活様式対応行政サービス構築事業というの

を、このコロナ対策においてやってる情報機器に

は関連しないかもしれませんけれども、簡単に説

明できれば説明をいただきたいと思うんですがよ

ろしいですか。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

新生活様式対応の関係の新しい事業につきまし

て簡単にご説明させていただきますと、まずその

ハード・ソフトの両面があると考えておりまし

て、ハード面につきましては、先ほど申し上げま

したような本庁と公民館を結ぶような回線の整備

ですとか、それに伴うソフトウェアの更新、こう

いったものを中心、これは職員主に内部の話です

けれども考えております。市民の皆様との関係で

言いますと、これまで本庁とか支所などに来てい

ただかないとできなかったようなこうした申請が

最寄りの公民館でタブレットなどを用いて簡単に

できる、こういったシステムを導入することを考

えております。 

また合わせて、学校の関係で申し上げますと、

児童生徒一人ひとりの端末を配備しまして、そち

らにつきましても例えば公民館に持ってきていた

だければインターネットを活用できる、またある

いはオンラインでの授業、こういったものもこう

いった端末を利用すればこれまで以上に行うこと

ができる。こういった様々な面における事業を一

体的に推進するといった事業を考えております。 

以上になります。 

○議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

これから西予市は、テレワーク及びウェブ会議

なんかはどのように進めていく予定でございまし

ょう。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

テレワーク、ウェブ会議についてのお尋ねがご

ざいました。 

新型コロナウイルス感染症対策といたしまして

も、テレワークは非常に重要だと考えておりまし

て、公民館をテレワークの一種であるサテライト

オフィスとして利用できるような環境整備を行う

とともに、外部から西予市の情報ネットワークに

接続できる環境も構築し、持続的な行政サービス
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の提供を行うこととしております。その一環でウ

ェブ会議、こちらもう既に市役所では大分導入し

ている部分もございますけれども、より一層様々

な面において活用を考えていきたいと考えており

ます。 

○議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

全般的な情報化社会の対応について情報機器の

問題も大分わかってきましたが、まだまだわから

ないところがありますし、実態は私どもはまだ利

用できませんので、これから私ども年寄りにもわ

かるように、できるように今度一つまたチャンス

をいただけるように、また新型コロナウイルスに

よって、人間の対面の一つの感情だとか、そうい

うものがわかりにくいような社会になりつつあり

ます。マスクをやってる関係もありますけれど

も、人間の表情、喜怒哀楽の表情がテレワークと

かそういうものではなかなかつかみ切れないよう

な社会が生まれるのではないかというような危惧

もいたしておりますので、その点につきまして

は、これからの社会にリメンバーミーヒューマニ

ティと言うて人間性はやはり忘れることなく、お

互いの対面的なことも、これから新しいテレワー

クの中でも生まれるような社会づくりを目指して

いただきたいことを、我々もまたそれを教えてい

ただきたく実践いたしたいと思いますのでご指導

願いますようにお願いいたしまして、私の一般質

問を終わります。ありがとうございました。 

○議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午前11時06分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午前11時20分） 

次に、１番和気数男君。 

１番和気数男君。 

○１番和気数男君 

１番和気数男です。 

議長の許可がありましたので質問をさせていた

だきます。 

私も、先ほどありましたように典型的な活字型

人間でございます。今回も時間がオーバーするん

じゃないかと皆さん大変心配してもらっておりま

すが、答弁のほうできるだけ簡潔にご協力をお願

いしたいと思います。よろしくお願いします。 

まず１番目の質問、平成30年７月豪雨災害につ

いて、６月議会において避難指示の遅れについて

最善の策をとったとの回答でありました。 

しかし、６名の犠牲者を出し、多くの市民の財

産を失ったこと、さらに、市長は「６名の尊い命

が失われたことには大変重く受けとめている」と

の回答があった。これでは最善の策とは言えない

のではないか。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

ただいま和気議員からのご質問の内容につきま

しては、６月定例議会におきまして市長が答弁い

たしました内容の繰り返しとなりますので、私か

らご答弁を申し上げさせていただきます。 

当時、夜間で雨も強まる中、暗闇で道路や水

路、河川が見えない状況で避難することは、過去

の豪雨災害での人的被害の教訓から、かえって危

険であること、また、防災行政無線が聞こえなか

った場合や地域住民の皆様に事の重大さと緊急性

を伝えるためには、消防団による戸別訪問による

避難の呼びかけ及び避難誘導が最も円滑かつ安全

に避難することができる方法であるということを

考えまして、消防団の参集に要する時間、消防団

の各戸呼びかけ及び要支援者搬送に必要な時間等

を鑑みまして、避難指示発令時間を５時10分と決

定させていただいたものでございます。 

このように、当時考えられる最善の策をとった

ところではございますが、先の答弁にありました

が、６名の尊い命が失われたということを重く受

けとめまして、二度とこのような被害を発生させ

ないよう、野村ダム下流域におけます防災・減災

対策を進めているところでございます。 

また、今回の災害で得られました教訓について

は、様々な場面や時点での対応を振りかえり、改

善を重ねるとともに、後世につなぎ、西予市にお

けます今後の豪雨災害のみならず、南海トラフ巨

大地震のような大規模災害への取り組みに生かし

てまいりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

次にいかせてもらいます。 
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緊急放流の連絡が野村ダムからありました。最

悪の事態に備えるようにというふうな連絡があっ

たかと思いますが、そのことをまず直ちに住民に

知らせる、万全の体制をとってからではなくて、

住民に知らせることが一番大事なことではなかっ

たかと思っております。 

市民の方からは、緊急放流の連絡は住民に直ち

に知らせるべきもので、市役所に一時とどめるべ

きものではなかったと。避難所ができていようが

いまいが避難勧告を出しておけばよかったのでは

ないかという声がたくさん届いております。 

このことについてお伺いをいたします。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

緊急放送の連絡を一時とめておくべきではなか

ったのではないかということでございますけれど

も、当時ダムからの連絡を受けまして、浸水想定

もない中、過去に例のない放流によりどの程度の

浸水が予想されるのか、また、降りしきる雨の中

での避難におきまして、住民の安全を確保した上

での避難情報の発信など、災害対策本部内で検討

をいたしまして、先に述べました午前５時10分の

避難指示発令、また、考えうる最大の範囲に対す

る戸別訪問による避難の呼びかけを行ったという

ことをご理解いただきたいと存じます。 

豪雨災害後、水位周知河川の指定、浸水想定図

の作成によりまして、ハザードマップ、タイムラ

インの作成を行い、野村ダムも含めた防災関係機

関との連携を強化し、より効果的な避難情報の発

信に努めてまいりたいと考えております。 

なお、この避難指示に関するご質問でございま

すけれども、現在係争中のため、これ以上の答弁

は控えさせていただきますのでご了承を願いま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

ありがとうございました。 

係争中ということでございますので、その推移

を見守っていきたいと思っております。 

次にいかせていただきます。 

伊方原発問題で西予市の見解を問うということ

で、西予市は、大半が伊方原発の30キロ圏内に入

っており、住民の方には重大な事故を心配される

方がたくさんおられます。 

まず、今年１月に起こった多発するミス・事故

についてでございます。 

今年に入って１月12日制御棒引き抜き、20日燃

料集合体点検時の落下信号発信、25日外部電源一

時喪失し、燃料プールの冷却43分間停止など、甚

大な事故につながるあってはならないミスが連続

して、住民の不安が一層増加、マスコミからは、

「運転する資格なし」「慎重に扱う意識が欠如し

ている」と報じられて、中村知事も原因徹底究明

や再発防止の検討、安全対策の総括的な検討を四

国電力に強く要請したと伝えております。 

このことについて、西予市としてどのように受

けとめておられるのかお伺いいたします。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

ご質問にありますように、伊方原子力発電所に

おきまして、定期検査中の３号機で、１月期に４

回の大きなトラブルが発生をいたしました。 

原子力発電所に関しましては、運転を行うに当

たり細心の注意が求められる施設であるだけに、

今回の短期間で相次いで発生したトラブルに関し

ましては、西予市民ならず、愛媛県民ひいては半

径30キロメートル圏に入る周辺自治体全てが大き

な不安を感じられたことと思います。 

トラブルは、放置をすれば重大事故につながり

かねません。原子力発電所から半径30キロメート

ル以内のＵＰＺ区域に位置する西予市にとって、

今回の度重なるトラブルは看過できない重大な事

態であるととらえ、原子力発電所に対しまして、

トラブル後の立入検査時や長井社長が報告のため

に市役所に来庁された折に、原因究明と再発防止

を徹底するように厳しく申し入れを行いました。 

８月に入りまして、伊方原子力発電所では中断

していた定期検査が再開されることになりました

が、伊方町などでは「信頼感の回復は容易なこと

ではない」といった厳しい見解を示しておりま

す。 

原子力災害対策重点区域内に位置する西予市と

いたしましても、伊方原子力発電所に対しまして

は、今後さらなる安全性向上を目指した取り組み
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を行っていただきたいと考えております。 

このためにも、愛媛県、周辺の自治体と連携を

とりつつ、安全確保や信頼確保に向けた要請を今

後も行っていく所存でございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

西予市は、平成24年に伊方原子力発電所周辺の

安全確保に関する覚書を四国電力と県、周辺自治

体と取り交わしております。 

今回の事故において、覚書どおりの連絡や説明

があったのかお伺いをいたします。 

それで続けての質問も重ねてやらしてもらいま

す。 

事故発生から連絡はどのようにあったのか、四

国電力が最初に連絡をした愛媛県伊方町とのタイ

ムラグはどのようになったのか続けてお願いをし

たいと思います。 

○山住総務部長 

今回のトラブル発生につきましても、先ほど議

員が申されました伊方原子力発電所周辺の安全確

保等に関する覚書に基づきましてきちんと連絡説

明を受けております。ちなみに、１月に発生をい

たしましたこれらの事象だけではなく、伊方原子

力発電所でトラブルが発生するたびに、小さな事

象でありましても必ず危機管理課の原子力防災担

当者に電話またはファクスなどによりまして遅滞

なく報告が来るようになっております。 

また、トラブルが発生した場合、直ちに県の防

災局原子力安全対策課原子力監視グループの主導

のもと、伊方町、八幡浜市、大洲市、西予市の担

当職員が発電所へ立入検査に入ることとなってお

ります。これも覚書に基づいて実施をされている

ということでございまして、立入検査ではトラブ

ルの発生原因や発生後における対応などについて

詳細な説明を求めるとともに、トラブル事象が発

生した場所まで実際に赴きまして、現地でも詳細

な説明を受けることになっております。 

続いて、タイムラグの関係でございますけれど

も、伊方原発からの電話での報告につきまして

は、まず関連自治体の防災担当者の携帯電話に向

けた通報が機械によって一斉に行われます。した

がいまして県や原子力施設から半径５キロ圏内、

いわゆるＰＡＺ自治体である伊方町と比べまして

も、その通報のタイムラグはほとんど発生をいた

しません。その他にもあらかじめ定められました

自治体担当部署へファクスでも報告書が届けられ

るということとなっております。 

また、万が一担当職員が電話に出られないとい

った場合につきましては、危機管理課の別の職員

に通報されることになっておりまして、通報の漏

れも発生しない、そういった仕組みになっており

ます。 

今回の相次いだトラブルにおきましても、遅滞

なく担当部署に原子力発電所からの報告を受け取

っているということでご理解をいただきたいと思

います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

覚書どおりの連絡があったということで安心を

いたします。 

さらに連絡を受けて、西予市はどのような対応

を行ったのかお伺いをいたします。 

○山住総務部長 

連絡を受けた後の対応でございますけれども、

情報はまず危機管理課内で共有をされた後に、そ

の事態の重要性に応じまして理事者への報告が行

われるということになっております。先に述べま

したとおり、県の原子力安全対策課の職員、また

周辺自治体の職員とともに、間髪入れず立入検査

が行われますので、担当職員が職場内で待機を行

うようにいたしております。 

今回発生したいずれのトラブルにおきまして

も、この対応方針に基づき危機管理課で対応を行

ったところでございます。立入検査が実施された

後は、持ち帰った資料や得られた情報を理事者ま

で報告を行い、また情報の共有を図っているとこ

ろでございます。 

以上でございます。 

○議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

この対応の中で、重大なミスや事故を起こし、

西予市が立入検査を行ったと。さらに四電が何度

も来て説明をするというような非常に重大な事態
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であったと思います。 

そのことについて、西予市民にお知らせはどう

もなかったのではないかと、やはり原発に対して

の意識を市民の方に持ってもらうためにも、この

ことについては、市民に広報誌を使ってなど、ぜ

ひ知らせていただきたいと思っておりますがいか

がですか。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

四国電力からは、伊方発電所での異常、いわゆ

る正常状態以外の全ての事態について、先ほどの

覚書に基づきまして直ちに通報連絡、そして通報

連絡を受けました各自治体が必要に応じて立入検

査を行うということといたしております。その上

で、愛媛県におきましては全ての異常に関する事

項を公表するということといたしております。 

こうした迅速で透明性の高い情報公開の取り組

みにつきましては、えひめ方式として全国の先進

事例となっております。 

伊方発電所の異常に関しましては、マスコミ等

を通じて西予市民はじめ、愛媛県民に広く周知が

徹底されているものと認識をいたしております

が、西予市といたしましては、県の公表する内容

の他に、本市市民にとりまして有意な情報があれ

ば別途周知すべきものもあるというふうに考えて

おります。 

今後とも県や周辺自治体とともに、伊方発電所

周辺の安全確保及び環境の保全に関する活動を注

視してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

これからできるだけ広報紙で、西予市民に西予

市から直接このような事態があったということを

お知らせしてもらうようにお願いをしたいと思い

ます。 

このようなトラブルが連続することは過去にあ

りませんでした。重大な事故の前兆として見逃す

ことができない、四国電力の原発を管理する能力

を疑わざるをえない事態であります。 

次に移らせていただきます。 

広島高裁の伊方原発３号機の運転差し止め判決

について、令和２年１月17日広島高裁により、伊

方原発３号機の運転差し止め判決がなされまし

た。この判決の決定は地震と火山の両面で具体的

な危険性があるとされております。 

まず、市長はこの高裁の判断をどのように受け

とめておられるのかお伺いをいたします。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

広島高裁の判断につきましては、司法的判断の

ため答弁を差し控えさせていただきますけれど

も、先ほど議員からございました運転差し止めの

仮処分決定についてでございますけれども、現在

この処分に対しましては、四国電力が不服として

異議申し立てを行い、決定の効力を一時的に止め

る執行停止も広島高裁に対して行われているとこ

ろでございます。 

本件に関しましては、伊方原子力発電所の安全

性に関し、原子力規制委員会が安全性に問題なし

と判断した内容に不合理があると広島高裁が指摘

をしているところでございます。科学的、専門的

技術的な知見が高いレベルで求められる内容に関

しまして、裁判所が不適との司法判断を下した事

例でございまして、これに関しましては、今後の

推移を注視しているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

四国電力の長井社長、今年の令和２年２月19日

広島高裁への異議申し立て時の記者会見で「高裁

決定は、科学的、専門技術的な知見に基づかない

として、佐田岬半島沿岸部に活断層は存在しない

ことを確認している」と述べております。 

しかし、第１に四電社長が言う科学的知見につ

いてでありますが、平成29年12月19日地震調査推

進本部調査委員会の中央構造線断層体の長期評価

で「中央構造線断層体では、これまで数多くの調

査研究は行われている。しかし、本断層体は長大

で我が国の断層帯で最も規模が大きく活動度の高

い断層体であり、さらに調査を行って、本断層体

の特性を明らかにする必要がある」と述べており

ます。重大な指摘であると思われます。 

京大の芦田譲教授は、今年松山で行った講演で
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「四国電力は東西の直線上に行った二次元反射法

地震探査で断層はないと断定しているのは誤り

で、近年開発された三次元反射法地震探査により

詳細な地層が分析できる」と述べられておりま

す。 

つまり、現在調査技術が進歩し、ＭＲＩやＣＴ

で詳細な立体的な分析ができるのにレントゲンで

調べたので十分だと断定するのは誤りだと述べら

れております。 

四国電力の長井社長が、高裁の判断を科学的、

専門技術的な知見に基づかないという根拠は崩れ

ております。 

西予市として、近年技術進歩によって数億円で

できる三次元反射法地震探査の速やかな実施を県

と四国電力に強く要請するべきではないかと考え

るがいかがでしょうか。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

ご指摘の活断層の問題に関しましては、今後、

異議申し立て審におきまして議論が行われるもの

と思っております。 

議員がおっしゃるとおり、この探査の方法につ

きましては非常に科学的で高度な専門性を有する

ものであるというふうに認識をいたしておりまし

て、当市といたしましても、原発の安全性を担保

する上で、より高い精度の調査が求められるとい

うことは理解ができるところでございますけれど

も、本件につきましてはそういった専門家の知

見、議論を注視しつつ、また、それを踏まえた裁

判所による総合的な判断を待つべきではないかと

いうふうに考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

次に移らせていただきます。 

さらに、四国電力は１月以来止まっていた原発

の定期点検を愛媛県、伊方町容認のもと再開をし

ております。 

３度のトラブルの原因究明と再発防止策は、十

分とは言えず、さらに、１月に広島高裁が運転差

し止めを求める決定を下しております。にもかか

わらず、運転再開を目指す定期点検を開始したこ

とは、安心安全を求める県民世論に逆行するもの

で認められるものではないと思います。 

この夏場でも電力不足は起こっていない。再稼

働を断念し、再生可能エネルギーに切りかえるべ

きではないでしょうか。 

改めて、今回高裁が判断の根拠とした近年の火

山活動地震の激化、そして、あってはならない相

次ぐトラブルを考慮され、原発に対して自ら判断

を表明されるべきだと思うがいかがですか。 

判決翌日の愛媛新聞の県民アンケートで68％が

原発に否定と一面に報じておりました。西予市民

を代表する市長として、曖昧にできない課題だと

思うがいかがでしょうか。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

伊方原子力発電所の稼働の賛否につきましては

答弁を差し控えさせていただきますが、かねてよ

り市としての見解は、国は将来的な再生可能エネ

ルギーへの転換方法を明示し、積極的な投資研究

を行うことで段階的に原発を減らすべきだという

考えを示してまいりました。 

ただ、そうした道筋が示されるまでの間は、原

子力発電に向き合わざるを得ないと考えていると

ころでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

えらいスムーズに進んでおるのでちょっとびっ

くりしとるんですが、それでは次に移らせていた

だきます。 

コロナ対策と行き届いた教育へ少人数学級の実

現をということで、まず１番目に身体的距離が確

保できる分散登校の経験、いわゆる一斉休校明け

から40人学級に戻る生徒もたくさんいる中、今年

の骨太方針では、行き届いた教育として、小人数

学級の実現をうたわれております。 

各小中高の学校長会や全国知事会、全国市長

会、全国町村会、その他の団体から要望がたくさ

ん出されており、もはや少人数学級の実現につい

ては、全国的な趨勢としても急がれておると思い

ます。 

まず教員の加配、教室の確保が必要であるが、
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西予市での状況はいかがでございますか。お伺い

いたします。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

今ほどの教室の確保の関係でありますけれど

も、学校により状況が異なりますけれども、市内

には余裕教室がない学校が多いというような状況

でございます。学校によっては、余裕のある普通

教室を少人数指導や多目的に利用できます教室と

して活用しているという状況であります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

ちょっと飛んでおりました。 

まずは40人学級、宇和中学校ではほとんどのク

ラスが40人、またはそれに近い学級になっておる

んですが、この状態でソーシャルディスタンスち

ゃんととれていると思いますか。どうでしょう

か。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

各小中学校においては、学校におけます新型コ

ロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル

（学校の新しい生活様式）に沿いまして、新型コ

ロナウイルス感染症対策を行っているというとこ

ろでございます。 

議員ご指摘のとおり40人学級では十分な座席の

間隔の確保が難しいというところもございます。

実際に宇和中学校の人数が、多い学級では横６

列、縦７列になる場合がございます。その際の机

の間隔が約60センチでございまして、人との間隔

は、隣とは１メートル20センチ、前後では約90セ

ンチとなっております。 

学校の新しい生活様式に示してあります横１メ

ートルの目安は何とか達成しているというところ

でございますが、可能な限り学級内で最大限の間

隔をとるように努めているところであります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

宇和中学校ではなかなか密の問題は厳しい状況

にあるという答弁だったと思います。 

宇和中学校へ将来進学されるだろう小学生の数

を見ておりますと、やはり後３年、ですから在校

生入れてこれから５年間はそのような状況が続く

数字が出ております。現在クラスを担任する先生

も、例えば野村中や城川中であれば、１クラス

20人、またはそれ以下、同様のクラスが大半であ

ろうかと思います。三瓶中学が40人近い人数のク

ラスがありますが、このような状況で、クラスを

担任する教員、それから他の学校の教員と比べる

と過重負担は非常に明らかではないかと思いま

す。 

この間の再開では、身体的な距離の確保を新し

い生活様式の重要な一つとして取り組んでいると

きに、教室を例外とすることは問題ではないかと

思います。当面せめて、小学校は最大で30人、中

学校は35人以下の学級にすべきではないでしょう

か。 

私は、実際にどのようなものなのか宇和中学校

へ行って教室を見させていただきました。生徒さ

んおられなかったんですが、やっぱりかなり狭い

ですね。机が40並んでそこに生徒さんが座ってお

られると相当な密状態、圧迫感があるんではない

かなというふうに思っております。教壇のすぐ間

近まで机が並んでおりました。生徒さんもこれで

はちょっとストレスが生まれるのではないかなと

いうふうに感じました。 

先ほど言われましたように、生徒間の距離は大

体横で1.5メートルぐらいかなと前後で１メート

ル弱、密状態は明白であると。ちょっと感じたん

ですが、宇和中の教室は他校より若干狭いような

感じですね。それで、狭い教室の中に40人のたく

さんの生徒、これは若干ストレスが心配でありま

す。宇和中学校は、１学年の数が先ほども言いま

したように153人から158人ということで、今後少

なくともこのような状況が５年間は続くと。さら

に宇和町は、これからも人口増の可能性が西予市

では一番あると思います。１人、２人転校生があ

れば、すぐに40人学級が増えるということです

ね。それで私が思ったのは、各学年１クラスずつ

教室を増やし、授業中の身体的距離の確保を行う

ことは、コロナ禍の今必要な措置であると思うが

いかがでしょうか。 
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○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

今ほど議員から宇和中学校に３クラス増やすと

いうようなことでの適正な教員の配置をというこ

とでございました。 

宇和中学校は先ほどおっしゃったとおり、南予

で最も生徒数が多く、５月１日現在の生徒数は１

年生が156人、２年生が157人、３年生が153人

で、合計476人という状況でございまして、学級

数は特別支援学級を含めて17学級というような状

況になっております。 

学級編制につきましては、公立義務教育諸学校

の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に

よりまして、中学校では同学年の生徒で編制する

学級は40人と定められておりまして、当該年度の

５月１日現在の児童生徒数を基準に行うというこ

ととなっておりますため、直ちに各学年１学級増

にするということはできません。 

しかしながら、宇和中学校におきましては、各

学年における各学級の生徒数が学級編制の人数基

準に非常に近い状態でありまして、教室内のスペ

ース的余裕がほとんどないということも事実でご

ざいます。 

議員ご指摘のとおり、今年の経済財政運営と改

革の基本方針、いわゆる骨太の方針の中で少人数

によるきめ細やかな指導体制の計画的な整備につ

いて記載をされますとともに、全国都市教育長協

議会から国への陳情や全国市町村教育委員会連合

会からの要望にも初等中等教育の振興として、法

整備による少人数学級の早期実現、加配教職員定

数の拡充の早期実現などが挙げられている状況で

ございます。 

今後は、国の動向を注視しながら、よりよい教

育環境となる方策について協議できるよう西予市

としても声を出していきたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

宇和中学校が続いて申しわけないんですが、宇

和中学校を伺いますと築59年ということで、私も

中へ入らせてもらって非常に落ちついて雰囲気の

いい学校であるなというように感じました。しか

し、やはり古いだけの弊害はあります。 

若干申しますと、教室の窓はガラスで割れると

非常にケガが心配であると。それから戸も木製な

のでひずみが出てすき間があり法に問題があるの

ではないかと。天井の照明は旧式の照明器具で、

球の長さが通常の２倍ぐらいあるようなどこにも

代替品がないような状況であって、壊れると全部

交換しなければならず修理費は高くついておると

いうようなことを聞いております。 

さらに水洗トイレの便器は、赤い錆が常時付着

をしております。見た目が悪く衛生面でも大丈夫

なのかなと心配でもあります。グラウンドには水

たまりもできるというふうに聞いております。そ

して生徒のロッカーも、教室の後ろに木製である

んですが、少ないので２人で１個使っているとい

う状況です。 

今、順次整備をしていくというようなお答えで

はありましたが、やはり今のような状況の中で、

できるだけ早期に行っていただきたいなというふ

うに思っております。 

追加の質問ですが、築59年ということで耐震診

断を受けておられますかお伺いをいたします。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

耐震診断の状況ということでございました。 

市内小中学校施設の内、耐震基準、旧基準の昭

和56年以前に建設をされました校舎につきまして

は、平成20年度、21年度に耐震診断を行いまし

て、平成24年度までに耐震化工事を済ませており

ます。宇和中学校におきましては、平成20年度に

耐震診断を行い、平成22年度に耐震化工事を実施

しているという状況でございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

ありがとうございました。 

骨太方針で、行き届いた教育として、少人数学

級実現をうたわれる今、建てかえの時期が来てい

るのではないでしょうかと思います。 

以上で質問を終わらせていただきますが、かな

り早く終わるのでちょっと私びっくりしておりま

す。どっか飛ばしたんではないかと。以上で終わ
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らせていただきます。ありがとうございました。 

○議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午後０時00分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午後１時00分） 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

午前中の源議員からの一般質問の中で、基金の

見通しについての質問がございましたが、その答

弁といたしまして、その他基金で35億円を取り崩

すというふうに答弁をいたしましたが、25億円を

取り崩し残りが35億円となるということで誤って

おりましたので、おわびして訂正をいたします。

大変失礼いたしました。 

○議長 

ただいまから議案順に質疑を行います。 

 （日程２） 

○議長 

日程第２、議案第98号「西予市卯之町駅前複合

施設の設置及び管理に関する条例制定について」

から、議案第102号「西予市立学校給食センター

及び学校給食調理場条例の一部を改正する条例制

定について」までの５件を一括議題といたしま

す。 

これより本案５件に対する一括質疑を行いま

す。 

質疑の通告がありますので発言を許可いたしま

す。15番二宮一朗君。 

15番二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

それでは、議案第98号「西予市卯之町駅前複合

施設の設置及び管理に関する条例制定について」

質問させていただきます。 

条文の第７条を見てみますと、第１項に指定管

理の期間５年間というふうにありました。２項に

は、ＰＦＩの契約の期間にも準ずるというふうに

あるわけですけれども、この駅前施設については

当初からＰＦＩで契約していることであり、この

５年間という指定管理の期間が必要なのかなと思

うんですけれども、これ条文の性質上入れないと

いけないのかどうかちょっと質問させていただき

ます。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

議案第98号に関するお尋ねがございました。 

西予市卯之町駅前複合施設の設置及び管理に関

する条例案第７条第１項指定管理者の指定の期間

につきましては、既に締結済みであるＰＦＩの特

定事業契約が令和14年３月に終了した後のことも

想定しまして、その後も継続して維持管理してい

くために５年間という指定管理期間を一般的な規

定として定めるものでございます。 

ただし、本事業につきましては、先ほども申し

上げましたとおり、特定事業契約内で当該施設の

運営並びに維持管理の期間を令和14年３月末と定

めておりますので、条例案第７条第２項に規定す

るとおり、今後議会の議決も得ていただきました

上で、西予まちづくりサービスを指定管理者とさ

せていただければ、令和14年３月末が指定管理期

間となります。 

以上でございます。 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

ただいま議題となっております議案第98号及び

議案第102号の２件は総務常任委員会へ、議案第

99号から議案第101号までの３件は厚生常任委員

会へ付託いたします。 

 （日程３） 

○議長 

次に、日程第３、議案第103号「西予市営住宅

管理条例等の一部を改正する条例制定について」

及び議案第104号「市道路線の廃止について」の

２件を一括議題といたします。 

これより本案２件に対する一括質疑を行いま

す。 

質疑の通告がありますので発言を許可いたしま

す。15番二宮一朗君。 

15番二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

それでは、議案第103号「西予市営住宅管理条

例等の一部を改正する条例制定について」の質問

をさせていただきます。 

この条例は、現行市営住宅入居時に２名いる保

証人を１名にということで条例改正をしていただ

いたものでございますけれども、これは本当に、

特に今から入居予定の高齢者の皆様にはうれしい

ことではないのかなと思います。ただ、この２名
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から１名に見直す際に保証人ゼロという選択肢は

なかったのかなということと、最近ですけれど

も、県内の新居浜市では保証人を不要にしたとい

う経緯もあります。そういうところとの差という

か違いはどうなのかということで１点質問させて

いただきます。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

お答えいたします。 

新居浜市では、保証人の確保ができずに入居を

諦める例があったことから、本年４月から保証人

を不要とされておりますが、西予市においては、

入居希望者の努力により、２名は難しくても１名

ならお願いすることができるとの申し出がほとん

どであること。また、県内で公営住宅を管理する

愛媛県を含め21の自治体の状況が、保証人を不要

とした新居浜市を除き、西予市を含めた14自治体

が２名を要件としており、本年４月から２名を１

名とした愛媛県を含め６つの自治体が１名の保証

人を求めていることなどから、西予市も保証人を

不要とすることではなく１名にて運用することで

条例改正を提案したところでございます。 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

ただいま議題となっております議案第103号及

び議案第104号の２件は産業建設常任委員会へ付

託いたします。 

 （日程４） 

○議長 

次に、日程第４、議案第105号「令和２年度西

予市一般会計補正予算（第７号）」から、議案第

112号「令和２年度西予市野村介護老人保健施設

事業会計補正予算（第２号）」までの８件を一括

議題といたします。 

質疑の通告がありますので発言を許可いたしま

す。まずは、13番井関陽一君。 

13番井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

議案第105号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第７号）」19ページ、4款1項1目保健衛生

総務費、医療機関新規開業促進事業について質問

させていただきます。 

６月の一般質問におきまして、もう準備をして

いるという市長の答弁をいただいておりました。

早速９月にこの予算を上げていただきまして本当

にありがとうございます。 

そこでお伺いをするんですが、補助対象者の要

件としまして、経験年数がいるのかとか、あるい

は年齢上限があるのかまずお伺いしたいと思いま

す。 

それからまた周知の方法なんですが、県内を対

象にされるのか、四国内あるいは全国を対象にさ

れるのか、どういうふうに周知をされるのかをお

伺いしたいと思います。 

○議長 

山岡医療介護部長。 

○山岡医療介護部長 

質問のありました医療機関新規開業促進事業に

ついてお答えいたしたいと思います。 

現在事業要綱を作成中ですので、案の段階での

内容としてお答えをしたいと思います。 

ご質問いただきました補助対象者の要件につき

ましては、開業する医師の年齢が55歳未満であり

まして、市内で10年以上継続して開業見込みであ

ることなどを主な要件としまして、市が実施する

健康増進事業や地域医療に関する事業への協力や

西予医師会の加入など、幾つかの要件を予定とし

ております。 

また周知方法につきましては、市のホームペー

ジへの掲載はもちろんのこと、各種のメディアを

通じまして県内外に発信していく予定です。その

他にも、計画段階からも相談や協力をお願いさせ

ていただいております医師会や愛媛大学医学部等

へも再度事業創設内容を説明いたしまして、協力

をお願いするなど、医師の掘り起こしを進めたい

と考えております。 

議員各位におかれましても、いろいろな機会を

通じまして、本事業のご紹介をいただきますよう

ご協力をお願いいたします。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

次に、15番二宮一朗君。 

15番二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

同じく、一般会計補正予算（第７号）の2款8項

1目地域振興費ですけれども、ご説明では地域発

「せいよ地域づくり」事業について、狩浜地区を
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モデルとして、地域づくり活動センターの試験運

用にあたり、今回の予算62万9000円を計上されて

いると。その中で地域人材を雇用するための経費

に対し、基礎型地域づくり交付金を増額するとい

うふうにありました。 

それでこの基礎型地域づくり交付金の説明とと

もに、今回地域人材を雇用するということやった

んですけれども、モデルのタイムスケジュールは

どのようになっているかというのが１点と、その

後、狩浜地区以外にこういうモデル地区を進めて

いく計画はあるのかという質問をさせていただき

ます。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

地域発「せいよ地域づくり」事業についてお尋

ねがございました。 

まず、地域発「せいよ地域づくり」事業は、自

分たちの地域は自分たちの手でを基本理念とし、

地域の自主・自立を目指し、地域の住民が主体と

なって、地域課題解決型の住民自治に取り組む活

動を支援するもので、今年で10年目を迎える事業

になっております。 

その主な財政的支援の一つといたしまして、基

礎型交付金がございますが、その使い道は、地域

づくり組織が自ら考え、実行する地域課題解決の

ための公益的な事業に幅広く活用できる交付金と

なっております。基礎型交付金は7000万円の予算

を確保させていただいておりまして、27の地域づ

くり組織に分配しております。 

狩江地区の地域づくり組織であります、かりと

りもさくの会により、狩江公民館を拠点とした地

域づくり活動センターの試験運用として、この

10月より地域が雇用する地域任用職員を配置し、

モデル地区としてスタートさせる予定としており

ます。 

当該職員は、地域づくり組織の事務局用務を担

うことを想定しており、例えば、交付金事業の運

用、例えばですけれども、都市部の学校からの修

学旅行の受け入れですとか、または防災情報の利

活用を目的とした中高齢者のスマホ教室の企画で

すとか、そういったことの事務を担当されます。

また、狩浜地区の文化的景観を活用した取り組み

の支援、これはガイドの支援ですとか、そういっ

たことなどについて取り組まれるものと承知して

おります。 

今後、モデル地区による試験的取り組みを行う

ことで、運用上の課題を抽出いたしまして、令和

５年度の運用開始に向けたスムーズな移行が図れ

るよう取り組んでまいりたいと考えております。 

また、他の地域での試験運用につきましては、

本年４月より地域づくり活動センター推進室担当

係長を配置しております横林公民館、三瓶南公民

館、土居公民館において、それぞれの地域に応じ

て、令和５年４月のセンター化に向けた取り組み

の展開、調整をしてまいりたいと考えておりま

す。 

なお、その他の地域から積極的にモデル地区へ

の申し出がありましたら、またその地区での試験

的運用についても検討してまいりたいと考えてお

ります。 

○議長 

次に、14番中村敬治君。 

14番中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

議案第105号でございますが、１つ目は、予算

書17ページ、和泉地区デマンド乗合タクシー運行

事業について２点ほどお伺いいたします。 

ここは宇和島バス路線となっておりますが、宇

和島バス路線といいますのは市内に16路線ぐらい

ございますが、市内だけ運行するのが９路線あっ

て和泉地区も該当しておるようでございますが、

今回宇和島バスが和泉地区のバス路線を廃止する

理由は何かということが第１点。 

２点目として、宇和島バスからデマンド乗合タ

クシーに代わることで、市の予算はどのように変

わるのかなということでございます。 

また、同じ議案でございますが、予算書の21ペ

ージ、ため池等農地災害危機管理事業についても

３点ほどお伺いいたします。 

最初に市内にある現在のため池総数とこの内防

災重点ため池総数は幾らあるのか。 

２点目として、ハザードマップ作成が完了して

いるため池数と今年度作成予定数、また、作成に

要する補助率はどうなっているのかということ。 

それから３点目として、残りのため池について

は、作成計画とハザードマップの市民への周知方

法についてはどうなるのかなということについ
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て、こちらは３点お伺いいたします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

和泉地区デマンド乗合タクシー運行事業につい

てお尋ねがございました。 

まず、宇和島バスが和泉地区のバス路線を廃止

するという結論に至った理由でございますけれど

も、西予市内及び市町間を結ぶ宇和島バス路線に

つきましては、今年度全体で19路線を運行してお

るというふうに承知しておりまして、運行経費か

ら運行収入及び国・県の補助金を差し引いた赤字

部分につきましては、市民の日常生活に必要な交

通手段を確保するため、市が補助する形で路線を

維持していただいております。 

これまでに路線の再編や時刻の見直し等によ

り、運行の効率化や利便性の向上を図りながら路

線を維持してきたところではございますが、交通

事業者におきましては、運転士の高齢化と運転士

不足が大きな課題となっており、現在運行してい

る路線を今後も維持していくことが大変困難な状

況となっていると伺ってございます。 

こうしたことから、昨年５月に宇和島自動車様

より、特に利用者の少ない路線については、代わ

りの交通手段が確保でき次第廃止したいという旨

の申し出がございまして、利用状況の調査や和泉

地区住民との意見交換、タクシー事業者との協議

を経て、本年６月の西予市地域公共交通活性化協

議会においてデマンド乗合タクシーを運行するこ

との承認を受け、この10月１日より運行開始した

いという結論に至りました。 

２つ目に、宇和島バスからデマンド乗合タクシ

ーに代わることで市の予算的にはどうかというご

質問をいただきました。 

和泉地区を運行する宇和島バス２路線につきま

しては、令和元年度に市から224万9000円を支出

しております。デマンド乗合タクシーの運行につ

きましては、予約制で１日１往復とし、自宅から

三瓶中心部18カ所の目的地の間を運行する予定と

しておりまして、運行したときのタクシーメータ

ー料金から利用者負担額の合計額を差し引いた金

額を運行事業者に補助することとし、今回は半年

分として53万1000円を計上させていただいており

ますけれども、年間で見ますと106万円ほどとな

りまして、宇和島バス路線の現在の補助224万

9000円と比較すればおよそ半分程度となる見込み

でございます。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

お尋ねのため池についてでございますが、西予

市の農業用ため池は全部で292あります。その

内、防災重点ため池が187、既にハザードマップ

が完成しているところが32カ所、そして令和２年

度、今年度ですけど、78カ所を予定しておりま

す。残り77カ所を令和３年度以降にハザードマッ

プを作成する予定でございまして、これは国費で

100％の補助金がついております。 

それから、広報、周知の方法でございますが、

ホームページに掲載するとともに、マップを対象

地区へ全戸配布いたします。ホームページにつき

ましては、完成次第素早くホームページに掲載し

ますが、ハザードマップにつきましては、印刷に

つきましては補助対象外でございますので一般財

源での対応となり、順次でき次第配布することと

いたしております。 

以上、答弁といたします。 

○議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

先ほどの17ページの和泉地区デマンド乗合タク

シーについて再質疑させていただきます。 

先ほどタクシー会社へ委託するということで、

バスを購入したりするわけではございませんの

で、224万円今まで補助しておったところが、こ

れからは当面２倍すれば106万円だと言われてお

りますが、ただ心配がございますのでお尋ねした

いのは、このバス路線といいますのは西予市民の

足でありますので、公共交通ということでござい

ますので、この運行主体が、順次宇和島自動車か

ら次々と西予市や地元のタクシー会社、引き受け

手があれば、タクシー会社ということになって車

も買う必要はないんでしょうけれども、市からの

補助金や委託料での運行ということになっており

ますので、今後公共交通の維持確保ということ

は、西予地域づくりの根幹をなすものでございま

すので、そういうところからこのままでよいのか

と。長期的に見て今後の対応について何かお考え
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があればお聞かせ願いたいと思っております。 

以上です。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

今後の本市における公共交通のあり方について

のお尋ねがございました。 

これまでは、宇和島バスが運行していない交通

空白地域に廃止代替バスや生活交通バス、デマン

ド乗合タクシーなどを運行することで、市民の生

活交通としての移動手段の確保を行ってまいりま

した。しかしながら、自家用車による移動の増大

や少子高齢化、人口減少が急速に進行する中で、

公共交通利用者は減少の一途をたどっており、そ

のため、運行に係る市からの支出は年々増加して

おります。 

交通事業者においては、運転士の高齢化、運転

士不足により、現在の路線を維持していくことが

非常に困難な状況となっているというふうに伺っ

ております。これは、宇和島自動車様だけではな

く、市内の交通事業者全般に言えることであり、

本業のタクシー、貸切バス事業の他に、市が委託

する生活交通バスやスクールバスなど様々な運行

を担っていただいておりますが、新たな運行を担

っていただくのにも限界があるというふうに承知

をしております。 

宇和島自動車様が運行する路線、市内の交通事

業者が担っていただく路線だけでなく、地域主体

の運行により、それぞれの地域の需要に細やかに

対応できる交通によって、移動手段の確保はもと

より、様々な地域課題の解決に活用していくこと

も必要と考えております。 

いずれにいたしましても、西予市においては、

地域づくり活動センターの取り組み等と合わせ

て、近隣市町とも連携しながら、過疎地における

公共交通のあり方を検討していかなければならな

いと考えております。 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

ただいま議題となっております議案第105号は

関係各常任委員会へ、議案第106号は総務常任委

員会へ、議案第107号から議案第109号までの３件

及び議案第112号は厚生常任委員会へ、議案第

110号及び議案第111号の２件は産業建設常任委員

会へ付託いたします。 

 （日程５） 

○議長 

次に、日程第５、認定第１号「令和元年度西予

市一般会計歳入歳出決算の認定について」から、

認定第12号「令和元年度西予市野村介護老人保健

施設事業会計決算の認定について」までの12件を

一括議題といたします。 

質疑の通告がありませんので質疑を終結といた

します。 

お諮りいたします。 

ただいま議題となっております認定第１号から

認定第12号までの12件については、決算審査特別

委員会に付託することにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、認定第１号から

認定第12号までの12件は決算審査特別委員会に付

託することに決定いたしました。 

 （日程６） 

○議長 

次に、日程第６、陳情第１号「西予市内建築業

者の育成に関する要望書」を議題といたします。 

陳情１件の詳細につきましては、お手元のタブ

レットに配信いたしております陳情文書表をご参

照ください。 

本件につきましては、常任委員会付託表のとお

り産業建設常任委員会へ付託いたします。 

各常任委員会及び特別委員会においては、各議

案、陳情について十分に審査を行い、各常任委員

会については９月18日の本会議において、特別委

員会については最終日の本会議において、委員会

審査の経過と結果について各委員長の報告を求め

ることといたします。 

以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

９月18日は午前10時から会議を開きます。 

本日はこれにて散会いたします。 

 

 

  散会 午後１時27分 

 



 

 

 

 

第 ４ 日 

 

９月 18日（金曜日） 
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の設置及び管理に関する条

例制定について 

   議案第９９号 西予市人権尊重のまちづく

り条例の全部を改正する条

例制定について 

   議案第1 0 0号 西予市手数料条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第1 0 1号 西予市保育所条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第1 0 2号 西予市立学校給食センター

及び学校給食調理場条例の
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議案第1 0 3号 西予市営住宅管理条例等の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第1 0 4号 市道路線の廃止について 

   議案第1 0 5号 令和２年度西予市一般会計

補正予算(第７号) 

   議案第1 0 6号 令和２年度西予市育英会奨

学資金貸付特別会計補正予

算(第１号) 

   議案第1 0 7号 令和２年度西予市国民健康

保険特別会計補正予算(第

３号) 

   議案第1 0 8号 令和２年度西予市後期高齢

者医療特別会計補正予算

(第１号) 

   議案第1 0 9号 令和２年度西予市介護保険

特別会計補正予算(第２号) 

   議案第1 1 0号 令和２年度西予市農業集落

排水事業特別会計補正予算

(第２号) 

   議案第1 1 1号 令和２年度西予市公共下水

道事業会計補正予算(第１

号) 

   議案第1 1 2号 令和２年度西予市野村介護

老人保健施設事業会計補正

予算(第２号) 

   陳情第 １号 西予市内建築業者の育成に

関する要望書 

２ 意見書案第２号 新型コロナウイルス感染症

の影響に伴う地方財政の急

激な悪化に対し地方税財源

の確保を求める意見書

（案）の提出について 
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  開会 午前10時00分 

○議長 

おはようございます。 

ただいまの出席議員は17名であります。これよ

り本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配信のとおりであ

ります。 

 （日程１） 

○議長 

日程第１、議案第98号「西予市卯之町駅前複合

施設の設置及び管理に関する条例制定について」

から議案第112号「令和２年度西予市野村介護老

人保健施設事業会計補正予算（第２号）」までの

15件及び陳情第１号「西予市内建築業者の育成に

関する要望書」を一括議題といたします。 

各委員会における審査の経過と結果について、

各委員長の報告を求めます。 

まず、総務常任委員会委員長兵頭学君の報告を

求めます。 

兵頭学君。 

○兵頭総務常任委員会委員長 

総務常任委員会の審査報告をいたします。 

去る９月４日において当委員会へ付託されまし

た議案４件につきましては、９月10日に委員会を

開催し審査を行いました。その経過と結果につい

てご報告申し上げます。 

委員会結果はお手元に配信のとおりであり、議

案４件は原案のとおり可決決定いたしました。 

これより、議案審査の過程におきまして、各委

員より出されました質疑並びに部課長の答弁を抜

粋して報告いたします。 

議案第98号「西予市卯之町駅前複合施設の設置

及び管理に関する条例制定について」では、卯之

町駅前複合施設チャレンジショップのテナント募

集の現状についての質疑があり、８月31日までの

締め切りで、６スペースに対し３件の申請者提出

があった。残りの分については、フェイスブック

を活用してのターゲットを絞った募集や近隣市町

及び松山方面への広告などでさらなる募集をかけ

る予定となっているとの答弁でした。 

議案第105号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第７号）」の消防総務課所管分では、非常

備消防費で購入の耐切創性手袋の種類と数量など

についての質疑に対し、難燃性があり、切創防止

のあるアラミド素材の手袋で耐久性に優れ、火災

現場をはじめ、様々な現場活動に対応できるオー

ルラウンドな手袋であり、全消防団員1,684人に

支給する。また、現状は、消防団に手袋の支給は

しておらず、各方面隊に任せている現状で、現場

では軍手などの軽微な手袋をしている団員が多

く、安全面で不安を感じるところであったため、

安全性を鑑み予算計上に至ったとの答弁でした。 

学校教育課所管分では、デジタル補聴器の使用

方法についての質疑があり、生徒側が受信機を持

ち、教師が話した言葉を生徒が受信し、その音を

大きくした上で聞き取るという機器である。ま

た、受信機は、補聴器との接続も可能で、教師の

話している内容を正確に聞き取ることができるよ

うな仕組みになっているとの答弁でした。 

政策推進課所管分では、行政サービス構築事業

に係る会計年度任用職員任用の予算について、デ

ジタル化・キャッシュレス化を推進するに伴って

事務量が増大し、任用により正職員の負担軽減を

図るとの説明がありました。委員から、この事業

は人力省力化につながるのかとの質疑に対し、中

長期的に職員数が減ってもサービス水準を落とさ

ないようデジタルの力を借りてサービス向上を図

る構想の事業であり、導入の準備期間は、既存の

業務方法を見直すなどの様々な課題を整理する必

要があるため、事務量は増大するが、移行後は省

力化につながっていくとの答弁でした。 

まちづくり推進課所管分では、地域発「せいよ

地域づくり」事業について、公民館の自治センタ

ー化に向け、10月から先行的に狩江公民館で行う

事業に任用する地域任用職員の採用状況について

の質疑に対し、狩江地区の地域づくり組織「かり

とりもさくの会」が公募していたが、応募者はな

かった。しかし、当会で任用職員として活動でき

る方を当該地域で人選し内定しているとの答弁で

した。 

危機管理課所管分では、防災行政無線配信アプ

リ「コスモキャスト」の機能についての質疑があ

り、同アプリをインストールしてスマートフォン

を携帯すると、家庭にある戸別受信機を持ち歩く

ような感覚で放送を受信し聞くことができる。ま

た、将来的には研究を重ね、戸別受信機から変え

ていく形も考えているとの答弁でした。 

以上、総務常任委員会審査報告といたします。 
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令和２年９月18日、総務常任委員会委員長兵頭

学。 

○議長 

次に、厚生常任委員会委員長二宮一朗君の報告

を求めます。 

二宮一朗君。 

○二宮厚生常任委員会委員長 

厚生常任委員会の審査報告を行います。 

去る９月４日の本会議において当委員会に付託

されました議案８件について、９月11日に委員会

を開催し審査を行いましたので、経過と結果につ

いてご報告を申し上げます。 

議案８件については、お手元に配信のとおり原

案可決決定をいたしました。 

これより、議案審査の過程において委員より出

された質疑並びに部課長の答弁を抜粋してご報告

申し上げます。 

議案第99号「西予市人権尊重のまちづくり条例

の全部を改正する条例制定について」では、新し

く設置される人権施策推進協議会ではどのような

協議を想定しているかとの質疑があり、施策の推

進に関する重要事項について協議するための協議

会で、人権に関する難しい案件が発生した場合な

どにその問題について協議する受け皿としての機

能を期待しているとの答弁でありました。また、

条例の全部を変えるのであれば新しい条例名にす

るほうが市民にとってインパクトがあると思う

が、条例改正検討委員会の中で意見はなかったの

かとの質疑があり、検討委員会の中で、新たな条

例制定という声は出ていたが、あくまでも基本条

例的な西予市人権尊重のまちづくり条例を改正す

る形で行うことになったとの答弁でありました。 

議案第101号「西予市保育所条例の一部を改正

する条例制定について」では、定員を認可定員に

改めているが基準はあるかとの質疑があり、認可

定員とは、保育所が園児室面積に応じた定員につ

いて、認可を受ける際の定員として条例で定めな

ければいけないものであるとの答弁でありまし

た。 

議案第105号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第７号）」の福祉課所管分では、関連質問

として、新型コロナウイルスが発生して全国的に

生活保護の申請が増えているが、西予市の状況は

との質疑があり、相談等の件数に大きな変化はな

く、本年度８月末での保護決定は13件で、昨年度

の新規決定者と比較して著しく増えてはいない。

新型コロナウイルスの影響で雇用情勢は悪化して

いるが、雇用調整助成金や生活資金の貸し付けな

ど制度の整備が進み、生活保護以外の支援を活用

する方が増えているとの答弁でありました。 

人権啓発課所管分では、シトラスリボンのスタ

ンプ配布に限らず、大々的に啓発できるような西

予市独自のアイデアを考えてはとの質疑があり、

今回はまずスタンプということで予算計上を行う

が、議会からも提案をいただいており、今後も市

民の方に啓発運動が広がっていくよう検討してい

きたいとの答弁でありました。 

委員からは、職員や議員のみでなく、市民を巻

き込んでアイデアを募集するというような考え方

を行うよう意見がありました。 

医療対策室所管分では、市立病院経営支援推進

事業の委託先について質疑があり、県や八幡浜・

大洲圏域でも実績があるなど、ある程度地元に精

通した医療コンサルタントに委託したいと考えて

いるとの答弁でありました。 

また、医療機関新規開業促進事業について、当

初予算ではなく補正予算で多額の予算を計上して

いるが、新しく開業する産科・小児科医師にあて

はあるのかとの質疑があり、西予市医師会や愛媛

大学医学部等に事業についての協議を進めている

ところであるが、現在あてがあるということでは

ない。事業要綱策定後、ホームページ等で全国募

集し事業の周知を進めていきたいとの答弁であり

ました。また、近隣では大洲市が同様の補助制度

を設けているが実績はあるのかとの質疑があり、

大洲市では昨年度小児科開業の補助要綱を策定

し、今年度小児科１医院が開業しているとの答弁

でありました。 

委員からは、医療従事者等の確保に係る補助年

数の延長や全国には開業支援補助金だけでなく開

設資金や運転資金の貸し付けなどを行い、成果を

上げている自治体があるため、要綱作成時に研究

をするよう意見がありました。 

議案第108号「令和２年度西予市後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）」では、後期高齢

者医療広域連合納付金は今後増えていくのかとの

質疑があり、2025年問題があるため、数年は現状

維持で2025年頃から増額する見込みであるとの答
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弁でありました。 

議案第112号「令和２年度西予市野村介護老人

保健施設事業会計補正予算（第２号）」では、新

型コロナウイルス感染症対策として購入するアク

リルパーテーションの設置場所について質疑があ

り、対面による飛沫感染防止のため、つくし苑の

デイケア１階部分の机に設置するとの答弁であり

ました。 

以上、委員会審査報告とさせていただきます。 

令和２年９月18日、厚生常任委員会委員長二宮

一朗。 

○議長 

次に、産業建設常任委員会委員長井関陽一君の

報告を求めます。 

井関陽一君。 

○井関産業建設常任委員会委員長 

産業建設常任委員会審査報告をいたします。 

去る９月４日に当委員会に付託されました議案

第103号、第104号、第105号、第110号、第111号

の５議案につきましては、９月10日に審査しお手

元に配信のとおり全会一致にて原案可決決定いた

しました。 

陳情第１号「西予市内建築業者の育成に関する

要望書」につきましては採択と決しました。 

以下、審査経過及び意見等を抜粋して報告いた

します。 

議案第103号「西予市営住宅管理条例等の一部

を改正する条例制定について」では、入居希望者

に対して２人の保証人を１人に改めること、野村

の惣川天神団地と野村の愛宕団地の廃止について

説明を受け、関連質問にて、現在の入居率と今後

の建てかえ計画について質疑があり、入居率は

95.8％、宇和においては入居待ちが20戸前後ある

状態で、実際には年間７戸から８戸にて入退居が

されている状況であり、建てかえに関しまして

は、宇和町の一ノ瀬団地において10戸の住宅を除

却し、隣の敷地と合わせて20戸に建てかえを計画

しており、最終的には人口減少もあるので、宇和

地区において76戸を統合し60戸に建てかえる計画

であるとの説明がありました。また、保証人ゼロ

の要望はなかったのかという質疑に関しまして

は、今までには伺っていないとの答弁でありまし

た。用途廃止となる野村町の惣川天神団地と野村

の愛宕団地の跡地利用について質疑があり、天神

団地は更地として、愛宕団地は新岩村団地の駐車

場として考えているとの答弁がありました。 

議案第104号「市道路線の廃止について」は、

一ノ瀬団地の建設事業地拡大に伴い廃止するとの

説明がありました。 

議案第105号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第７号）」については、上下水道課所管分

では、議案第110号と第111号との関連があり同時

説明を受け、農業集落排水事業では、繰越金の確

定による財源調整、公共下水道事業では、過疎対

策事業債の減額調整に伴う市債額の調整及び人事

異動に伴う職員給与費の調整であるとの説明があ

りました。 

建設課所管分では、災害復旧工事を優先するた

めに今回やむなく取りやめた、がけ崩れ防災対策

事業1700万円や住宅リフォーム事業における不足

分となる620万1000円、野村地区河川改修工事に

よる石久保橋架けかえのための測量設計委託費

1750万円などの説明を受け、橋梁新設撤去事業の

測量設計は、監理も委託するのかとの質疑があ

り、測量設計の委託料で1750万円を計上している

との答弁でありました。 

林業課所管分では、林業経営管理制度に係る補

正額1021万9000円について、次世代森林産業推進

協議会の運営費、報償費、旅費等に54万円、林業

労働安全教育に関する経費、委託料に 5 9万

9000円、林業労働確保を図るための次世代森林産

業体制整備補助金908万円の補正に対し、特定財

源として、林業就業支援事業費県補助金120万

円、森林環境譲与税基金繰入金901万9000円が充

当されるとの説明がありました。次世代森林産業

体制整備補助金908万円の内訳について質疑があ

り、移住者支援として128万円、新規就労者支援

として480万円、労働力確保支援として180万円、

自伐林家安全対策支援として120万円の補助金で

あるとの説明がありました。 

農業水産課所管分では、農業用機械施設整備事

業138万6000円、新規作物等産地育成事業39万

1000円、ため池等農地災害危機管理対策事業のハ

ザードマップ作成 3 0 0 0万円（国庫補助率

100％）、城川町下相の日ノ浦池改修の事業費

3000万円、この他、農地災害復旧事業や農業用施

設災害復旧事業等の補正について説明を受け、日

ノ浦池の工事費3000万円に対する分担金210万円
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について質疑があり、７％の地元分担金であると

の答弁がありました。さらに、防災重点ため池の

特別措置法についても質疑があり、現在、ため池

数は292カ所の内、187カ所が防災重点ため池であ

り、要改修ため池を61カ所選定しており、今後、

国庫補助等を活用して順次改修できるよう計画を

立てていくとの答弁がありました。 

経済振興課所管分では、雇用創造推進事業

211万4000円について、西予市地域雇用創造促進

協議会が、厚生労働省所管の令和２年度地域雇用

活性化推進事業に応募し、８月31日に全国で西予

市を含めた９カ所が採択地域に決定され、国から

の委託費は四半期ごとの概算払いであり、１回目

の支払いが１カ月ほど遅れるため、当該事業を円

滑に進めるために必要な10月の１カ月分の事業資

金を貸し付けるとの説明がありました。事業期間

について質疑があり、令和２年から令和４年の３

カ年であり、シニア向けの再就職セミナー、人間

力とコミュニケーション力向上の講習会、西予市

地域雇用創造促進協議会のホームページのリニュ

ーアル、ＩＣＴスキル習得講習会、女性のための

ＩＣＴ、ビジネススキル習得の講習会、生き残る

ための商品づくり、経営者育成講習会などを計画

されており、地域求職者、高校３年生、大学生を

対象とした合同就職面接会なども計画するとの答

弁がありました。 

陳情第１号「西予市内建築業者の育成に関する

要望書」の採択の理由ですが、市内建築業者の育

成は非常に重要であり、陳情内容も妥当であると

の意見に全員が一致し採択と決定いたしました。 

以上、産業建設常任委員会審査報告といたしま

す。 

令和２年９月18日、産業建設常任委員会委員長

井関陽一。 

○議長 

以上で各委員長の報告は終わりました。 

これより各委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

これより議案順に採決を行います。 

まず、議案第98号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第98号「西予市卯之町駅前複合施設の設置

及び管理に関する条例制定について」は原案のと

おり決定することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第98号は原

案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第99号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第99号「西予市人権尊重のまちづくり条例

の全部を改正する条例制定について」は原案のと

おり決定することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第99号は原

案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第100号から議案第103号までの４件

を一括採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第100号「西予市手数料条例の一部を改正

する条例制定について」から議案第103号「西予

市営住宅管理条例等の一部を改正する条例制定に

ついて」までの４件は原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、議案第100号か

ら議案第103号までの４件は原案のとおり決定い

たしました。 

次に、議案第104号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第104号「市道路線の廃止について」は原

案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、議案第104号は

原案のとおり決定いたしました。 
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次に、議案第105号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第105号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第７号）」は原案のとおり決定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第105号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第106号から議案第112号までの７件

を一括して採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第106号「令和２年度西予市育英会奨学資

金貸付特別会計補正予算（第１号）」から議案第

112号「令和２年度西予市野村介護老人保健施設

事業会計補正予算（第２号）」までの７件は原案

のとおり決定することに賛成の議員の起立を求め

ます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第106号か

ら議案第112号までの７件は原案のとおり決定い

たしました。 

次に、陳情第１号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

陳情第１号「西予市内建築業者の育成に関する

要望書」は原案のとおり採択することに賛成の議

員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、陳情第１号は原

案のとおり採択することに決定いたしました。 

 （日程２） 

○議長 

次に、日程第２、意見書案第２号「新型コロナ

ウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪

化に対し地方税財源の確保を求める意見書（案）

の提出について」を議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

議会運営委員会委員長酒井宇之吉君。 

酒井宇之吉君。 

○酒井議会運営委員会委員長 

「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方

財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求め

る意見書（案）の提出について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、

わが国は、戦後最大の経済危機に直面しておりま

す。地域経済にも大きな影響が及び、本年度はも

とより来年度においても、地方税・地方交付税な

ど一般財源の激減が避けられない状況がありま

す。 

地方自治体では、医療介護、子育て、地域の防

災・減災、雇用の確保など喫緊の財政需要への対

応をはじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、

地方財政は巨額の財政不足を生じ、これまでにな

い厳しい状況に陥ることが予想されます。 

国においては、令和３年度地方財政対策及び地

方税制改正に向け、下記事項を確実に実現される

よう強く要望するものであります。 

１．地方の安定的な財政運営に必要な地方税、

地方交付税などの一般財源総額を確保すること。

その際、臨時財政対策債が累積することのないよ

う、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を

確保すること。 

２．地方交付税については、引き続き財源保障

機能と財源調整機能の両機能が適切に発揮できる

よう総額を確保すること。 

３．令和２年度の地方税収が大幅に減収となる

ことが予想されることから、思い切った減収補填

措置を講じるとともに、減収補填債の対象となる

税目についても、地方消費税を含め弾力的に対応

すること。 

４．税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地

方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方税

の政策税制については、積極的な整理合理化を図

り、新設・拡充・継続に当たっては、有効性・緊

急性を厳格に判断すること。 

５．とりわけ、固定資産税は、市町村の極めて

重要な基幹税であり、制度の根幹に影響する見直

しは、土地・家屋・償却資産を問わず、断じて行

わないこと。先の緊急経済対策として講じた特別

措置は、臨時・異例の措置として、やむを得ない

ものであったが、本来国庫補助金などにより対応

すべきものである。よって、今回限りの措置と
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し、期限の到来をもって確実に終了すること。 

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書

を提出するものであります。 

なお、意見書案はお手元に配信のとおりであり

ますのでご確認ください。 

以上、提案理由の説明といたします。 

○議長 

提案理由の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

本案については、会議規則第37条第２項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

意見書案第２号「新型コロナウイルス感染症の

影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財

源の確保を求める意見書（案）の提出について」

は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立

を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、意見書案第２号

は原案のとおり決定いたしました。 

ただいま議決されました意見書案の字句、数

字、その他整理を要するものについては、その整

理を議長に委任願いたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、字句、数字、そ

の他の整理は議長に委任することに決しました。 

以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

10月９日は午後２時から会議を開きます。 

本日はこれにて散会いたします。 

 

 

 散会 午前10時38分 
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  開会 午後２時00分 

○議長 

ただいまの出席議員は18名であります。これよ

り本日の会議を開きます。 

本日の議事日程はお手元に配信のとおりであり

ます。 

 （日程１） 

○議長 

日程第１、認定第１号「令和元年度西予市一般

会計歳入歳出決算の認定について」から認定第

12号「令和元年度西予市野村介護老人保健施設事

業会計決算の認定について」までの12件を一括議

題といたします。 

委員会における審査の経過と結果について委員

長の報告を求めます。 

決算審査特別委員会委員長山本英明君の報告を

求めます。 

山本英明君。 

○山本決算審査特別委員会委員長 

それでは、西予市決算審査特別委員会の審査報

告を行います。 

令和２年９月４日の本会議におきまして、当特

別委員会に付託されました認定12件につきまし

て、９月23日から25日の３日間にわたり分科会を

開催し慎重に決算審査を行い、10月１日の特別委

員会におきまして全て認定と決しました。 

これより決算審査の過程において、委員より出

された質疑並びに部課長の答弁をお手元の報告書

より抜粋をして報告をいたします。 

なお抜粋をいたしましたが、３日間の慎重審議

の結果の報告ですので、若干長めの報告になりま

すことをお許しください。 

認定第１号「令和元年度西予市一般会計歳入歳

出決算の認定について」危機管理課所管分の自主

防災組織活動育成補助金事業では、地区防災計画

の策定について質疑があり、令和元年度、三瓶の

垣生地区、二及地区、長早地区については策定が

完了し、明浜の俵津地区、宮野浦地区においても

策定に取り組んでいるが、新型コロナウイルスの

関係もあり、地域住民への周知には至っていな

い。未策定の組織からは策定に向けた動きはない

が、策定に向けての啓発や支援等に取り組んでい

きたいとの答弁でありました。 

まちづくり推進課所管分のジオパーク推進事業

では、平成30年７月豪雨で被害を受けたジオサイ

トの復旧状況について質疑があり、専門家にご指

導をいただき、ジオの地形を変えることのないよ

うに大きな修繕は行わず、最小限の復旧を行って

いるとの答弁でありました。 

バス路線維持対策事業では、デマンド乗合タク

シーや生活交通バスなども含めた地域公共交通の

総合的な見直しについて質疑があり、愛媛県が策

定する南予地域公共交通再編実施計画の事業につ

いて、愛媛県地域公共交通網再編協議会で協議し

ながら、南予地域の公共交通網の再編に関して計

画的に進めているとの答弁でありました。 

移住交流促進事業では、移住者から、農作業を

したくても農業経験がない場合、畑を買うことが

出来ず困っていると聞くが、農業委員会と連携し

た対策は講じていないのかとの質疑があり、移住

者の中には農地の購入を希望される方もおられる

ため、農業委員会と協議を行い、空家登録と合わ

せて、それに付随する農地の記載をしていただく

必要もあるなど様々な制約もあり、今後担当課と

連携を図りながら希望に応えられるよう努めてい

きたいとの答弁でありました。 

政策推進課所管分のふるさとＣＭ大賞事業で

は、応募者数について質疑があり、令和元年度は

応募団体が１団体と少なかった。各学校や保育

園、地域づくり団体などに紹介はしているが、引

き続き積極的な呼びかけを行うとの答弁でありま

した。また、委員からは、テレビを通して西予市

をＰＲしてもらうまたとないチャンスであり、報

償費を増額するなど、応募者が増えるような取組

を検討するよう意見がありました。 

消防総務課所管分の消防団管理運営事業では、

機能別消防団員の枠を増やす考えはとの質疑があ

り、機能別消防団員は、基本的に災害時の出動の

みで、点検業務や各種行事には出動しないという

ことが条件となっており、機能別消防団員の枠を

増やすことで基本団員の負担が大きくなるため、

制限をしているとの答弁でありました。 

学校教育課所管分のせいよ西学校給食センター

運営事業では、地場産物の使用割合について質疑

があり、明浜・宇和地区の小中学校に1,680食の

給食を提供しており、地場産物だけでは賄うこと

が出来ない状態である。旬のものや大量に取れる

場合は活用することを進めており、減農薬50％の
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米を直接東宇和農業協同組合から納入し、新鮮な

米を提供する取組は続けているとの答弁でありま

した。 

スポーツ・文化課所管分の全国かまぼこ板の絵

展覧会事業では、応募数が減少している状況につ

いて質疑があり、平成14年度に1万5000点を超え

る応募があったが、令和元年度は8,201点とピー

ク時の半数近くまで減少している。常連応募者の

高齢化や事業のマンネリ化など様々な要因を分析

しながら新たな取組を検討している。西予市独自

の文化ということを市民に共有していただき、一

緒に盛り上がれるような事業展開を図っていきた

いとの答弁でありました。また、委員からは、応

募を有償化するなど変革を行い、魅力ある事業を

期待するとの意見がありました。 

市民課所管分のマイナンバーカード交付事業で

は、窓口に来られた方に対して、国からの支援策

であるマイナポイントなどの説明は行っているの

かとの質疑があり、現在のところ、マイナンバー

カードの交付窓口においては、説明及び登録支援

を行っていることから、その他の窓口においては

特に行っていない状況であるが、マイナポイント

の関係で多くの方が日々申請に来られている状況

であるため、今後、その他の窓口においても周知

したいと考えているとの答弁でありました。 

環境衛生課所管分の可燃ごみ処理委託事業で

は、１人当たりの可燃ごみの量について質疑があ

り、平成30年度の一般廃棄物処理実態調査結果で

は、県下で１番排出量が少ない自治体が東温市

で、西予市は市の中で２番目に少ない量という結

果が出ているとの答弁でありました。また、関連

質疑として、八幡浜市の焼却場の年数もかなり経

過しているが、広域化を含めた今後の方向性はと

の質疑があり、国や県はごみ処理のさらなる広域

化を推進しており、愛媛県においても県が中心と

なり、県内市町を５ブロックに分けて、ブロック

別に広域化を推進しているところである。西予

市、大洲市、八幡浜市、内子町、伊方町の３市２

町を八幡浜ブロックとして、約10年後の広域化計

画を検討していく予定となっており、第１回目の

検討会議が開催されたところであるとの答弁であ

りました。 

健康づくり推進課所管分の予防接種事業では、

予防接種率向上のための周知方法について質疑が

あり、市のホームページや広報、チラシによる周

知を行っているが、新型コロナウイルス感染症の

影響からか肺炎球菌予防接種率も少し上がってい

る。今後も接種率の向上を後押しするような周知

方法を考えていきたいとの答弁でありました。 

がん検診等事業では、がん検診受診率の他市の

状況について質疑があり、西予市の11.3％に対

し、八幡浜市7.3％、宇和島市7.9％、大洲市

8.1％となっている。また、精密検査受診率につ

いては、西予市の85.2％に対し、八幡浜市77％、

宇和島市89.9％、大洲市94.5％になっているとの

答弁でありました。また、がん検診によりがんが

見つかった人はどの程度いるのかとの質疑があ

り、令和元年度のがん検診においては14人の方に

胃がんや肺がんなどが発見されているとの答弁で

ありました。 

特定不妊治療助成事業では、治療機関や出産人

数について質疑があり、令和元年度に申請された

方は全て県内で不妊治療を受けられ、その内９人

が出産につながっている。県外の医療機関でも、

それぞれで指定医療機関として認められていれば

助成の対象となるとの答弁でありました。 

温泉巡回バス事業では、昨年、議会から提言を

行った民間移譲後の温泉巡回バスの運用について

質疑があり、様々な検討を行った結果、温泉施設

の民間譲渡後も引き続き当事業を継続することと

なったとの答弁でありました。また、委員から

は、バスが老朽化し補修費が高くなっているとい

う説明もあったが、必要な事業であるため、車両

の小型化を図るなど事業が継続出来るような効率

化に向けた検討を行うよう意見がありました。 

福祉課所管分の障害者総合支援給付事業では、

サービス利用料の請求のチェック機能について質

疑があり、県が定期的に監査を行っており、市内

の事業所に立ち入る際に同行することもある。県

から市も独自で監査などを行うよう指導がある

が、現状ではそこまでは行き着いていないとの答

弁でありました。 

せいよチャレンジ・スペース整備事業では、災

害時の防災拠点としての防災訓練について質疑が

あり、なごみかんは災害時の三瓶地区の防災拠点

として機能させる設定としている。現在のとこ

ろ、対策本部設置を想定した訓練は行えていない

が、今後施設管理者と調整を図り訓練を実施した
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いとの答弁でありました。 

医療対策室所管分の巡回診療車運営事業では、

高齢化の中で、地域公共交通機関が不便な地域も

あるため、巡回エリアの拡大など巡回診療車の有

効活用を検討する考えはとの質疑に対し、災害時

の活用については導入時の計画にもあり、平成

30年７月豪雨災害時には一部活用したが、エリア

を広げるためには様々な問題があるため、要望が

あれば今後検討していく考えであるとの答弁であ

りました。 

経済振興課所管分の市観光ＰＲ事業では、海外

向けのＰＲについて質疑があり、韓国人ブロガー

３人を招聘し、苔筵や町並みの情報発信を、ま

た、松山市の有名なユーチューバーがシルク博物

館やどんぶり館などの情報発信を行ったとの答弁

がありました。委員からは、外国人観光客向けで

内容が英語であるとはいえ、一般の人でも見れる

ように対応してほしいとの意見がありました。 

農業水産課所管分の養蚕振興対策事業では、生

産者について質疑があり、平成29年８戸、平成

30年７戸、令和元年５戸、今年は三瓶で１名が就

農され６戸となった。また、宇和町の生産者の方

が、大日本蚕糸会の補助を受けて、シルク博物館

の隣接地に蚕室を建設され、９月から事業を開始

されたとの答弁でありました。 

林業課所管分の有害鳥獣捕獲対策事業では、農

林作物被害が拡大している状況での今後の取組に

ついての質疑があり、平成30年７月豪雨前の平成

29年度におけるイノシシの捕獲数は2,352頭であ

ったが、平成30年、令和元年は1,700頭程度で推

移しており、捕獲隊と連携して捕獲圧を上げて駆

除に努めるとの答弁でありました。 

市産材木造住宅建設促進事業では、補助制度の

利用率について質疑があり、助成率アップなど市

産材を利用するメリットを見出し、広報により、

利用率が上がるように検討したいとの答弁であり

ました。 

建設課所管分の木造住宅耐震化促進事業では、

耐震状況について質疑があり、平成30年住宅土地

統計調査の実績では、旧耐震基準が6,000戸近く

あり、38.7％で県平均を上回っている。耐震診断

業者については、市内に愛媛県木造住宅耐震診断

登録事務所が14件、耐震施工業者が９件登録され

ているとの答弁でありました。 

認定第２号「令和元年度西予市住宅新築資金等

貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について」

では、滞納額の償還見込みについて質疑があり、

これまで督促状の送付などを行っていたが効果が

薄かった。令和２年度から全ての債務者を訪問し

て実態調査を行い、返済相談により、債務者それ

ぞれの事情に合わせて返済を促し成果も出てきて

いる。住宅に居住実態がなく、行方不明や本人及

び相続人、保証人が死亡している事例も見受けら

れ、徴収困難な案件については、債権管理条例の

制定や債権放棄、不納欠損なども視野に入れ、今

後の方向性の目処をつけたいと考えているとの答

弁でありました。 

認定第３号「令和元年度西予市育英会奨学資金

貸付特別会計歳入歳出決算の認定について」で

は、収入未済額が1142万800円となっており、定

期的な電話での督促や納付書発送、分割納付を促

すことなどを行っているが、毎月の収納が確実な

ことは少ないため、今後は訪問徴収を行うなどの

滞納対策を行わなければならないと考えていると

の説明がありました。 

認定第４号「令和元年度西予市国民健康保険特

別会計歳入歳出決算の認定について」では、ジェ

ネリック医薬品の使用もかなり進んでいると感じ

るが向上余地はあるのかとの質疑があり、平成

30年度の実績は72.7％、直近が74.8％と約２％増

えている状況であるとの答弁がありました。 

認定第７号「令和元年度西予市農業集落排水事

業特別会計歳入歳出決算の認定について」では、

最初に稼働した施設は24年が経過しているが、建

て替え等今後の計画はとの質疑があり、新しい施

設でも９年が経過しており、機械類の修繕や取替

え、更新等が必要になってくる。永長、神野久地

区については、下水道事業計画の変更を作成し、

検討協議を進め、できるだけ早い時期に公共下水

道に接続、統合したいと考えているとの答弁であ

りました。 

認定第９号「令和元年度西予市簡易水道事業特

別会計歳入歳出決算の認定について」では、簡易

水道の現状について、宇和・野村・城川における

簡易水道施設34施設など、合計102施設を管理運

営しており、令和元年度末の給水人口は、前年度

から70人減少した6,576人となっている。令和２

年度に簡易水道事業特別会計が簡易水道事業会計
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に移行するのに伴い簡易水道事業分の歳入歳出差

引残額を繰出金として計上していたが、繰り出し

することなく簡易水道事業会計に引き継いだた

め、多額の不用額が発生したとの説明がありまし

た。 

認定第11号「令和元年度西予市病院事業会計決

算の認定について」では、委員から奨学資金貸付

人数について質疑があり、これまでの実績は６名

で、現在の貸与者は４名である。卒業した２人は

それぞれ野村病院で勤務しているとの答弁であり

ました。 

認定第12号「令和元年度西予市野村介護老人保

健施設事業会計決算の認定について」では、ベッ

ド稼働率81.1％について質疑があり、100床に対

して81.1％の稼働率という実績となったが、相談

員を１名増員して３名とした８月以降は85％を上

回り、今後もさらに稼働率を伸ばしていくよう努

めているところであるとの答弁でありました。 

その他、各分野で詳細にわたり質疑応答が行わ

れ、令和元年度の決算の総括と次年度に向けて意

見が交わされました。 

以上、委員会審査報告といたします。 

令和２年10月９日、西予市決算審査特別委員会

委員長山本英明。 

○議長 

以上で委員長報告は終わりました。 

これより委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

討論の通告がありませんので討論を終結といた

します。 

これより議案順に採決を行います。 

まず、認定第１号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

認定第１号「令和元年度西予市一般会計歳入歳

出決算の認定について」は、原案のとおり認定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、認定第１号は原

案のとおり認定いたしました。 

次に、認定第２号から認定第12号までの11件を

一括採決いたします。 

お諮りいたします。 

認定第２号「令和元年度西予市住宅新築資金等

貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について」

から認定第12号「令和元年度西予市野村介護老人

保健施設事業会計決算の認定について」までの

11件は、原案のとおり認定することに賛成の議員

の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、認定第２号から

認定第12号までの11件は原案のとおり認定いたし

ました。 

 （日程２） 

○議長 

次に、日程第２、議案第115号「（仮称）四国

西予ジオミュージアム建築工事請負契約につい

て」を議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

議案第115号「（仮称）四国西予ジオミュージ

アム建築工事請負契約について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

本施設につきましては、西予市が掲げるジオパ

ークを通じて、地域の魅力を再発見し、地域に対

する郷土愛を育むとともに、経済への好循環を目

指した持続的な取組の中核をなす四国西予ジオパ

ークの拠点施設として整備するものであります。 

当施設によりまして、四国西予ジオパークに関

する自然科学や地域に関わる文化等について、資

料の収集と保管、調査研究等を行うとともに、展

示や体験学習などを通し、西予全域に広がるジオ

パークの魅力を広く発信し、地域振興及び教育・

文化振興並びに観光振興を図ってまいります。 

本工事につきましては、去る９月29日、電子入

札による事前審査型一般競争入札の開札を行い、

株式会社下元工務店 代表取締役下元和明氏と工

事請負金額4億4055万円で、９月30日に工事請負

仮契約を締結いたしましたので、議会の議決を求

めるものであります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう
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お願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

14番中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

仮契約金額が4億4000万円という非常に大きい

金額になっておりますが、従来であれば市外の建

築業者が請け負うことが多かったと思っておりま

す。しかし、今回については、今年６月25日付け

で、議会に対して、「西予市内建築業者の育成に

関する要望書」というのが一般社団法人愛媛県建

設業協会建築部会から出されておりまして、９月

18日の本会議において、この陳情について議会で

採択されまして、地元の下元工務店ということ

で、誠にこのタイミングがいいと言うか、時宜を

得たものとなっていると私も思っているところで

ございます。 

そこでお尋ねいたします。 

全体の事業費が幾らになっておるかと、全部で

４点ほどお尋ねしたいんですけれども、今回の本

体工事は、これ本体ですから一番大きいわけです

けれども、後既に解体工事は済んだと言われてお

りますが、残る展示工事、外構工事、開館準備と

かいうものがいろいろあると聞いておりますの

で、現段階でこれら全体を合わせて、全体事業費

が幾らになるのかなと。それからこの後、関連質

問になりますが…。 

○議長 

中村敬治君に申し上げます。 

質疑は議案内容に基づいた質疑のみに限定して

お願いをいたします。 

○14番中村敬治君 

関連質問ということで、ちょっとこの事業の内

容を説明していただきたいと思っているところで

ございます。 

内容を見ますと有料ゾーンなどもありますが、

料金設定などがどういうようになっているのかな

ということ、年間の入り込み客数などはどの程度

見込んでおられるのかということ。それから完成

後の管理運営はどうされるのかと、こういうこと

について分かる範囲で結構ですので、市民の方に

説明いただけたらと思っております。 

以上です。 

○議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午後２時34分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午後２時40分） 

ただいまの中村敬治君の質疑は、議会運営委員

長と協議いたしました結果、関連質問と認められ

ませんでしたので許可いたしません。ということ

で答弁も必要ございません。 

なお、今後このような質問に関しては議会運営

委員会で諮っていただくことといたしました。ご

了解をお願いいたします。 

以上です。 

他に質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第115号は、会議規則第37条第３項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第115号「（仮称）四国西予ジオミュージ

アム建築工事請負契約について」は、原案のとお

り決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第115号は

原案のとおり決定いたしました。 

 （日程３） 

○議長 

次に、日程第３、議案第116号「小規模住宅地

区等改良事業用地の取得について」を議題といた

します。 
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理事者の説明を求めます。 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

議案第116号「小規模住宅地区等改良事業用地

の取得について」提案理由のご説明を申し上げま

す。 

本案件は、平成30年７月豪雨災害で被害の大き

かった三島町地区において、小規模住宅地区等改

良事業用地として土地を取得するものでありま

す。 

本用地には、道路、公園、緑地等の整備を予定

しており、野村町野村４号３番１外54筆、36名の

地権者から買収総面積1万1251.95平方メートル、

買収金額合計1億8057万9809円で土地売買仮契約

の締結が完了しましたので、西予市議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第３条の規定により議会の議決を求めるもので

あります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願いいたします。 

なお、配付しております議案の別紙につきまし

ては、全て議決事項ではありますが、個人情報が

含まれておりますので、取扱いには十分ご留意い

ただきますようお願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

15番二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

１点お伺いいたします。 

先ほど全員協議会のところで図面を見せていた

だきましたけれども、まだ、そういう範囲内のと

ころに契約が出来てない箇所があったように見受

けたんですけれども、この事業はもうこれで完全

に終結ということなのか。今後、土地交渉等でま

た変更がある予定なのか、１点お伺いをいたしま

す。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

二宮議員のご質問にお答えいたします。 

今回の用地の取得で、議員おっしゃるとおり、

残地が残っておりますけど、今後分筆等の処理を

した後、用地交渉をして買収交渉を進めていく箇

所があるということでご認識をいただいたらと思

います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

他に質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第116号は、会議規則第37条第３項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第116号「小規模住宅地区等改良事業用地

の取得について」は、原案のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第116号は

原案のとおり決定いたしました。 

 （日程４） 

○議長 

次に、日程第４、議案第117号「令和２年度西

予市一般会計補正予算（第８号）」を議題といた

します。 

理事者の説明を求めます。 

管家市長。 

○管家市長 

議案第117号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第８号）」について提案理由のご説明を申

し上げます。 

今回の補正予算でございますが、まず小学生・

中学生の医療費の助成でありますが、当市におい
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ては、平成24年度から小学生の入院医療費の助成

拡充、平成25年度から中学生の入院医療費の助成

拡充、平成30年度から小学生・中学生の通院医療

費の自己負担分に係る2,000円を超えた額への助

成の拡充を行ってまいりました。 

医療費の自己負担額の全額助成につきまして

は、これまで財源の確保や受診の増加等に伴う医

療費の増大、また、自治体間の過度のサービス競

争への懸念により実施を見合せておりましたが、

今回、子育て世帯の経済的負担を軽減するととも

に、安心して子どもを育てる環境を整備するた

め、医療費の自己負担額の全額助成を令和３年度

から実施することとし、その電算システムの改修

に要する経費として145万2000円を、また、助成

制度改正の周知及び医療費受給資格証の申請から

発行に要する経費として178万7000円を計上する

ものであります。 

次に、愛媛県の８月補正予算において創設され

ました避難施設感染防止対策支援事業を活用し、

地元が管理する西予市地域防災計画に基づく指定

避難所として指定されている集会所及び避難所と

して開設の必要がある集会所の新型コロナウイル

ス感染症拡大のリスクの低減を図る衛生環境の整

備として、トイレの洋式化等を実施する市内４カ

所の集会所に対して、支援補助金400万円を計上

するものであります。 

これらの事業につきましては、国・県支出金の

特定財源を計上し、不足する財源につきまして

は、財政調整基金を繰り入れし、収支の均衡を図

るものであります。 

これによりまして、歳入歳出予算の補正は、既

決いただいております歳入歳出予算の総額に、そ

れぞれ723万9000円を増額し、歳入歳出予算の総

額を371億4854万1000円と定めるものでありま

す。 

よろしくご審議を賜り、ご決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

12番源正樹君。 

○12番源正樹君 

今ほど市長のご説明の中で４カ所の洋式トイレ

を改修するということでご説明があったかと思い

ますが、具体的に場所がどこかわかりましたらご

説明をお願いしたいと思います。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

ただいまの源議員のご質問にお答えをさせてい

ただきます。 

今回改修を行います集会所でございますが、明

浜町の宮野浦集会所、渡江集会所、宇和町の岩木

集会所、そして野村の植木集会所、この４カ所で

ございます。 

以上でございます。 

○議長 

他に質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第117号は、会議規則第37条第３項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第117号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第８号）」は、原案のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第117号は

原案のとおり決定いたしました。 

 （日程５） 

○議長 

次に、日程第５、議案第118号「令和２年度西

予市野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第
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３号）」を議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

山岡医療介護部長。 

○山岡医療介護部長 

議案第118号「令和２年度西予市野村介護老人

保健施設事業会計補正予算（第３号）」につい

て、提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、新型コロナウイルス感染症緊急

包括支援交付金、補助率100％ですが、これを活

用し、感染症予防に必要な備品、ベッドマットレ

スの不足分22枚を購入するため、備品購入費の増

額を行うものでございます。 

第２条の業務の予定量の補正では、主な建設改

良事業の増額を行うものでございます。 

第３条の資本的収入及び支出の補正につきまし

ては、資本的収入額を148万円増額し、総額を

4526万5000円とし、資本的支出においても同額の

148万円を増額し、総額を4592万4000円といたし

ております。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第118号は、会議規則第37条第３項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第118号「令和２年度西予市野村介護老人

保健施設事業会計補正予算（第３号）」は、原案

のとおり決定することに賛成の議員の起立を求め

ます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第118号は

原案のとおり決定いたしました。 

以上で、全日程を終了いたしました。 

管家市長より閉会の挨拶があります。 

管家市長。 

○管家市長 

第３回定例会の閉会に当たり、一言ご挨拶を申

し上げます。 

８月31日から本日まで、40日間にわたる会期の

中で、一般質問をはじめ、上程いたしました条例

制定、補正予算、決算認定などの重要な案件を、

いずれも原案どおり可決またはご認定いただきま

した。議員の皆様方におかれましては、熱心なご

審議をいただきましたことに厚く御礼申し上げま

す。 

さて、依然としてコロナ禍が続いております。

先日も42日ぶりに県内で新たな感染者が確認され

ました。引き続き十分な警戒と対策が必要である

ことを再認識したところであります。 

その一方で、10月１日から「Ｇｏ Ｔｏトラベ

ルキャンペーン」の対象に東京都が加わりまし

た。都内の感染者数の推移からすると、地方では

警戒感も募るところですが、ｗｉｔｈコロナ時代

を迎えようとする中で、観光産業に限らず、コロ

ナ対策と経済対策の両立に配慮しつつ、社会経済

活動に取り組まなければならないと感じておりま

す。 

当市におきましても、８月に実施し好評を得ま

した「せいよＧｏ Ｔｏジオツアーキャンペー

ン」の第２弾を愛媛県民に対象を拡大して実施す

るよう準備を進めております。期間は11月中旬か

ら来年１月31日までを予定しており、市内で宿泊

や旅行会社がお薦めする体験プログラムなどを含

めたツアー料金の総額に対し一定額を割引するも

のであります。現在事業の詳細を詰めているとこ

ろで、内容が固まり次第、市ホームページ、テレ

ビＣＭ、新聞広告など幅広いメディアを活用いた

しまして、宣伝、情報発信をしてまいります。多

くの県民の皆様、市民の皆様にこのキャンペーン
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を利用していただき、この機会に四国西予ジオパ

ークの魅力に触れていただきたいと思います。 

次に、これもコロナ禍の影響によりオープンが

遅れておりました乙亥会館内に整備を進めており

ます災害伝承展示室ですが、10月12日にオープ

ン、13日から一般開放の運びとなりました。 

平成30年７月豪雨災害の記録と記憶の継承と、

今後の復興まちづくりに関する展示を行うもの

で、４つのゾーンを設定し、豪雨災害を理解し、

復興への歩みとともに災害からの教訓を生かした

未来への取組をわかりやすく発信する内容となっ

ております。 

また、施設内には最新のＶＲ映像技術を駆使し

たコンテンツも整備しており、愛媛大学防災情報

センターの森脇教授からのデータ提供・技術提供

を得て、豪雨災害の再現、復興まちづくりの眺望

イメージを映像化し、視聴出来るようにいたして

おります。さらに、伝承室の完成に合わせまし

て、被災地域の案内を通じて、災害の記憶の伝承

を担っていただく語り部の方々にも準備を進めて

いただいております。 

市民の皆様をはじめ、多くの方にご来場をいた

だき、そして、学校教育や社会教育における防災

教育の教材としてもご活用いただくことを期待し

ているところであります。 

台風14号は高知沖を北から北東に進路を変えて

進んでおります。今回の台風では、当市への影響

は少ないと思われますが、近年、台風本体から離

れた場所でも思いもよらない大きな災害が発生す

るケースがあります。市民の皆様には、気象情報

等に十分ご留意いただき、早め早めの備えをお願

いいたします。 

季節は移り、いよいよ秋本番を迎えようとして

おりますが、体調を崩しやすい時期であります。

議員各位におかれましては、健康に十分ご留意を

いただき、市政運営に一層のご尽力を賜りますよ

うお願いを申し上げまして、閉会のご挨拶とさせ

ていただきます。 

○議長 

これをもって、令和２年第３回西予市議会定例

会を閉会といたします。 

 

 

 閉会 午後３時03分 

 

 

 

 地方自治法第123条第２項の規定によりここに

署名する。 

 

 

  西予市議会議長 

 

 

   同   議員 

 

 

   同   議員 



 

 

 

 

付 録 

 

 



－117－ 

令和２年第３回西予市議会定例会会期日程表 

 

会期８月31日（月）～10月９日（金）    （会期40日間） 
 

月  日 曜日 日   程 備  考 

 ８月31日 月 本会議（開会） 

・行政報告会 

・全員協議会（午前９時開会） 

・理事者提案理由説明 

・質疑 

・即決議案採決 

 ９月１日 火 休   会  

 ９月２日 水 休   会 ・質疑通告〆切 

 ９月３日 木 本 会 議 ・一般質問 

 ９月４日 金 本 会 議 
・一般質問 

・質疑・委員会付託 

 ９月５日 土 休   会  

 ９月６日 日 休   会  

 ９月７日 月 休   会  

 ９月８日 火 休   会  

 ９月９日 水 休   会  

 ９月10日 木 常任委員会  

 ９月11日 金 常任委員会  

 ９月12日 土 休   会  

 ９月13日 日 休   会  

 ９月14日 月 休   会  

 ９月15日 火 休   会  

 ９月16日 水 休   会 ・討論通告〆切 

 ９月17日 木 休   会  

 ９月18日 金 本 会 議 

・委員長報告 

・質疑・討論・採決 

・行政報告会 

 ９月19日 土 休   会  

 ９月20日 日 休   会  

 ９月21日 月 休   会  

 ９月22日 火 休   会  

 ９月23日 水 特別委員会 
・決算審査特別委員会（産業建設

分科会） 

 ９月24日 木 特別委員会 
・決算審査特別委員会（総務分科

会） 

 ９月25日 金 特別委員会 
・決算審査特別委員会（厚生分科

会） 

 ９月26日 土 休   会  
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月  日 曜日 日   程 備  考 

 ９月27日 日 休   会  

 ９月28日 月 休   会  

 ９月29日 火 休   会  

 ９月30日 水 休   会  

 10月１日 木 特別委員会 ・決算審査特別委員会 

 10月２日 金 休   会  

 10月３日 土 休   会  

 10月４日 日 休   会  

 10月５日 月 休   会  

 10月６日 火 休   会  

 10月７日 水 休   会 ・討論通告〆切 

 10月８日 木 休   会  

 10月９日 金 本会議（閉会） 

・全員協議会（午後１時開会） 

・委員長報告 

・質疑・討論・採決 

・即決議案採決 

・行政報告会 
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令和２年第３回西予市議会定例会議決結果表 

 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第  098号 
西予市卯之町駅前複合施設の設置及び管理に関する

条例制定について 
02.９.18 原案可決 

議案第  099号 
西予市人権尊重のまちづくり条例の全部を改正する

条例制定について 
02.９.18 原案可決 

議案第  100号 
西予市手数料条例の一部を改正する条例制定につい

て 
02.９.18 原案可決 

議案第  101号 
西予市保育所条例の一部を改正する条例制定につい

て 
02.９.18 原案可決 

議案第  102号 
西予市立学校給食センター及び学校給食調理場条例

の一部を改正する条例制定について 
02.９.18 原案可決 

議案第  103号 
西予市営住宅管理条例等の一部を改正する条例制定

について 
02.９.18 原案可決 

議案第  104号 市道路線の廃止について 02.９.18 原案可決 

議案第  105号 令和２年度西予市一般会計補正予算(第７号) 02.９.18 原案可決 

議案第  106号 
令和２年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計補正

予算(第１号) 
02.９.18 原案可決 

議案第  107号 
令和２年度西予市国民健康保険特別会計補正予算(第

３号) 
02.９.18 原案可決 

議案第  108号 
令和２年度西予市後期高齢者医療特別会計補正予算

(第１号) 
02.９.18 原案可決 

議案第  109号 
令和２年度西予市介護保険特別会計補正予算(第２

号) 
02.９.18 原案可決 

議案第  110号 
令和２年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予

算(第２号) 
02.９.18 原案可決 

議案第  111号 
令和２年度西予市公共下水道事業会計補正予算(第１

号) 
02.９.18 原案可決 

議案第  112号 
令和２年度西予市野村介護老人保健施設事業会計補

正予算(第２号) 
02.９.18 原案可決 

議案第  113号 
ＣＡＴＶ整備事業 宇和センター整備工事請負契約

について 
02.８.31 原案可決 

議案第  114号 西予市小中学校学習用端末の取得について 02.８.31 原案可決 

議案第  115号 
(仮称)四国西予ジオミュージアム建築工事請負契約

について 
02.10.９ 原案可決 

議案第  116号 小規模住宅地区等改良事業用地の取得について 02.10.９ 原案可決 

議案第  117号 令和２年度西予市一般会計補正予算(第８号) 02.10.９ 原案可決 

議案第  118号 
令和２年度西予市野村介護老人保健施設事業会計補

正予算(第３号) 
02.10.９ 原案可決 

認定第  １号 
令和元年度西予市一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 
02.10.９ 認  定 

認定第  ２号 
令和元年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 
02.10.９ 認  定 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

認定第  ３号 
令和元年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計歳入

歳出決算の認定について 
02.10.９ 認  定 

認定第  ４号 
令和元年度西予市国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 
02.10.９ 認  定 

認定第  ５号 
令和元年度西予市後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定について 
02.10.９ 認  定 

認定第  ６号 
令和元年度西予市介護保険特別会計歳入歳出決算の

認定について 
02.10.９ 認  定 

認定第  ７号 
令和元年度西予市農業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 
02.10.９ 認  定 

認定第  ８号 
令和元年度西予市公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 
02.10.９ 認  定 

認定第  ９号 
令和元年度西予市簡易水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 
02.10.９ 認  定 

認定第  10号 令和元年度西予市水道事業会計決算の認定について 02.10.９ 認  定 

認定第  11号 令和元年度西予市病院事業会計決算の認定について 02.10.９ 認  定 

認定第  12号 
令和元年度西予市野村介護老人保健施設事業会計決

算の認定について 
02.10.９ 認  定 

報告第  ８号 令和元年度西予市一般会計継続費精算報告について 02.８.31 報  告 

報告第  ９号 令和元年度健全化判断比率の報告について 02.８.31 報  告 

報告第  10号 令和元年度資金不足比率の報告について 02.８.31 報  告 

報告第  11号 西予市土地開発公社の経営状況について 02.８.31 報  告 

報告第  12号 
株式会社野村町地域振興センターの経営状況につい

て 
02.８.31 報  告 

報告第  13号 株式会社エフシーの経営状況について 02.８.31 報  告 

報告第  14号 株式会社城川ファクトリーの経営状況について 02.８.31 報  告 

報告第  15号 株式会社どんぶり館の経営状況について 02.８.31 報  告 

報告第  16号 
あけはまシーサイドサンパーク株式会社の経営状況

について 
02.８.31 報  告 

報告第  17号 株式会社グリーンヒルの経営状況について 02.８.31 報  告 

報告第  18号 一般財団法人宇和文化会館の経営状況について 02.８.31 報  告 

報告第  19号 西予ＣＡＴＶ株式会社の経営状況について 02.８.31 報  告 

陳情第  １号 西予市内建築業者の育成に関する要望書 02.９.18 採  択 

意見書案第２号 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の

急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書

（案）の提出について 

02.９.18 原案可決 

発議第  ３号 西予市決算審査特別委員会の設置について 02.８.31 原案可決 

選任第  ４号 西予市決算審査特別委員会委員の選任について 02.８.31 議長指名 
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諸  般  報  告  書 

 

月  日 出 席 者 行   事   名 

６月15日 
全 議 員 令和２年第２回定例会 一般質問 

議長・関係議員 議会運営委員会 

６月16日 全 議 員 令和２年第２回定例会 一般質問 

６月17日 

全 議 員 令和２年第２回定例会 一般質問 

全 議 員 議員全員協議会 

関 係 議 員 市民と議会との意見交換会実行委員会 

６月18日 
関 係 議 員 厚生常任委員会 

関 係 議 員 産業建設常任委員会 

６月19日 関 係 議 員 総務常任委員会 

６月24日 議 長 西予市老人クラブ連合会総会 

６月26日 
全 議 員 議員全員協議会 

全 議 員 令和２年第２回定例会 閉会 

７月１日 関 係 議 員 議会だより編集委員会 

７月４日 議長・関係議員 西予市明浜観光交流拠点施設落成記念式典 

７月７日 関 係 議 員 議会だより編集委員会 

７月17日 全 議 員 肱川大規模特定河川事業（野村工区）説明会 

７月22日 議 長 四国西予ジオパーク推進協議会総会 

７月27日 議 長 西予市行政連絡協議会代表者会 

７月28日 議 長 四国若手議員の会視察受入 

７月29日 議 長 令和２年度国土交通省四国地方整備局要望活動 

８月４日 
議 長 西予市遺族会代議員総会 

議長・関係議員 議会運営委員会 

８月12日 
全 議 員 議員全員協議会 

全 議 員 令和２年第２回臨時会 

８月21日 議長・関係議員 議会運営委員会 

８月25日 議 長 
愛媛県議会（農林水産・スポーツ文教警察委員会）行政視察受

入 

８月26日 
議長・関係議員 議会運営委員会 

関 係 議 員 議会だより編集委員会 

８月27日 議長・総務委員長 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合議会定例会 

８月31日 

全 議 員 行政報告会 

全 議 員 議員全員協議会 

全 議 員 令和２年第３回定例会開会 
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令和２年９月10日 

 

西予市議会議長 

  中 村  一 雅 様 

 

総務常任委員会        

委員長  兵 頭  学    

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 事      件      名 審査結果 

議案第098号 
西予市卯之町駅前複合施設の設置及び管理に関する条例制定に

ついて 
原案可決 

議案第102号 
西予市立学校給食センター及び学校給食調理場条例の一部を改

正する条例制定について 
原案可決 

議案第105号 令和２年度西予市一般会計補正予算(第７号) 原案可決 

議案第106号 
令和２年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計補正予算(第１

号) 
原案可決 
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令和２年９月11日 

 

西予市議会議長 

  中 村  一 雅 様 

 

厚生常任委員会          

委員長  二 宮  一 朗  

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 事      件      名 審査結果 

議案第099号 
西予市人権尊重のまちづくり条例の全部を改正する条例制定に

ついて 
原案可決 

議案第100号 西予市手数料条例の一部を改正する条例制定について 原案可決 

議案第101号 西予市保育所条例の一部を改正する条例制定について 原案可決 

議案第105号 令和２年度西予市一般会計補正予算(第７号) 原案可決 

議案第107号 令和２年度西予市国民健康保険特別会計補正予算(第３号) 原案可決 

議案第108号 令和２年度西予市後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号) 原案可決 

議案第109号 令和２年度西予市介護保険特別会計補正予算(第２号) 原案可決 

議案第112号 
令和２年度西予市野村介護老人保健施設事業会計補正予算(第２

号) 
原案可決 
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令和２年９月10日 

 

西予市議会議長 

  中 村  一 雅 様 

 

産業建設常任委員会      

委員長  井 関  陽 一  

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 事      件      名 審査結果 

議案第103号 西予市営住宅管理条例等の一部を改正する条例制定について 原案可決 

議案第104号 市道路線の廃止について 原案可決 

議案第105号 令和２年度西予市一般会計補正予算(第７号) 原案可決 

議案第110号 令和２年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算(第２号) 原案可決 

議案第111号 令和２年度西予市公共下水道事業会計補正予算(第１号) 原案可決 
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令和２年10月１日 

 

西予市議会議長 

  中 村  一 雅 様 

 

決算審査特別委員会       

委員長  山 本  英 明 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 事      件      名 審査結果 

認定第１号 令和元年度西予市一般会計歳入歳出決算の認定について 認  定 

認定第２号 
令和元年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 
認  定 

認定第３号 
令和元年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計歳入歳出決算の

認定について 
認  定 

認定第４号 
令和元年度西予市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 
認  定 

認定第５号 
令和元年度西予市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について 
認  定 

認定第６号 
令和元年度西予市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 
認  定 

認定第７号 
令和元年度西予市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 
認  定 

認定第８号 
令和元年度西予市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 
認  定 

認定第９号 
令和元年度西予市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 
認  定 

認定第10号 令和元年度西予市水道事業会計決算の認定について 認  定 

認定第11号 令和元年度西予市病院事業会計決算の認定について 認  定 

認定第12号 
令和元年度西予市野村介護老人保健施設事業会計決算の認定に

ついて 
認  定 
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令和２年９月10日 

 

西予市議会議長 

  中 村  一 雅 様 

 

産業建設常任委員会      

委員長  井 関  陽 一  

 

請 願 等 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第142条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 事      件      名 審査結果 

陳情第１号 西予市内建築業者の育成に関する要望書 採  択 

 

 

 


